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Ⅰ 公立大学法人長野大学の概要 

 

１ 基本情報 

（１）法人名     公立大学法人長野大学 

（２）所在地     長野県上田市下之郷６５８番地１ 

（３）設立根拠法令  地方独立行政法人法 

（４）設立団体    上田市 

（５）資本金     2,068,440,000円 

（６）沿革   昭和 41年 2月  学校法人本州大学設立 

     昭和 41年 4月  本州大学開学（経済学部経済学科） 

     昭和 42年 3月  本州女子短期大学設置認可 

     昭和 42年 4月  本州女子短期大学開学（幼児教育学科） 

     昭和 47年 9月  昭和 48年度本州大学経済学部の学生募集停止を決定 

     昭和 48年 3月  本州女子短期大学を分離し経営を他に移譲 

     昭和 49年 4月  法人名を長野学園、大学名を長野大学に改称、産業社会学部設置（産業社会学科/社会福祉学科） 

     昭和 59年 3月  経済学部廃止 

     昭和 63年 4月  産業社会学部に産業情報学科を増設 

     平成 14年 4月  社会福祉学部設置（社会福祉学科）  

     平成 17年 3月  産業社会学部社会福祉学科廃止  

     平成 19年 4月  環境ツーリズム学部（環境ツーリズム学科）、企業情報学部（企業情報学科）を設置 

     平成 23年 3月  産業社会学部（産業社会学科、産業情報学科）廃止 

     平成 29年 4月  公立大学法人長野大学設立、長野大学設置者変更、学校法人長野学園解散 

             

（７）目標     地域に根ざした大学として教育研究の推進に努め、豊かな人間性、高い専門性及び国際性を備え、新たな地域の創造に寄与し実践力の             

ある人材を育成するとともに、上田市における知の拠点として地域の産業及び社会の発展に貢献するため、地方独立行政法人法に基づ

き、大学を設置し、及び管理することを目的とする。     
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（８）業務     ① 大学を設置し、及び運営すること。 

② 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 

③ 法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動    

を行うこと。 

④ 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会の提供をすること。  

⑤ 大学における教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 

⑥ 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。   

 

 

２ 設置する大学の学部構成 

大学 学部 学科 入学定員 編入学定員 収容定員 
現員（平成 30年 5月 1日現在） 

男 女 計 

長野大学 

社会福祉学部 社会福祉学科 150人 15人 630人 262人 399人 661人 

環境ツーリズム学部 環境ツーリズム学科 95人 5人 390人 264人 143人 407人 

企業情報学部 企業情報学科 95人 5人 390人 276人 133人 409人 

総計 340人 25人 1,410人 802人 675人 1,477人 

 

 

３ 平成 30年度入学者選抜の実施結果 

学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 

社会福祉学部 150 人 709人 576人 230人 164人 

環境ツーリズム学部 95 人 610人 434人 162人 109人 

企業情報学部 95 人 651人 476人 156人 105人 

総計 340 人 1,970人 1,486人 548人 378人 
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４ 組織・運営体制 

 （１）役員 

役 職 氏 名 任 期 所属先・職 

理事長 白井 汪芳 平成 29年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 公立大学法人長野大学理事長 

副理事長 中村 英三 平成 29年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 長野大学学長 

理事 中島 豊 平成 30年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 長野大学副学長 

理事 森 俊也 平成 29年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 長野大学副学長 

理事 禹 在勇 平成 30年 4月 25日～令和 3年 3月 31日 長野大学副学長 

理事 金子 義幸 平成 29年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 上田商工会議所専務理事 

理事 宮川 直 平成 29年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 公立大学法人長野大学常任理事 

監事 小山 秀喜 平成 29年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 公認会計士・税理士 

監事 藤森 靖夫 平成 29年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 前学校法人長野学園監事 

 

 

 （２）専任教職員数（平成 30 年 5月 1日現在） 

区分 教授 准教授 講師 助教 助手 教員計 事務職員 合計 

教職員数 37人 16人 0人 4人 0人 57人 40人 97人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

（３）審議機関 

   【経営審議会】 

氏 名 任 期 所属先・職 

白井 汪芳 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 公立大学法人長野大学理事長 

中村 英三 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 公立大学法人長野大学副理事長（長野大学学長） 

宮川 直 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 公立大学法人長野大学常任理事 

中島 豊 平成 30年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 公立大学法人長野大学理事（長野大学副学長） 

森 俊也 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 公立大学法人長野大学理事（長野大学副学長） 

古川 孝順 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 長野大学学長特別補佐 

柳原 渉 平成 30年 6月 1日～令和 2年 3月 31日 上田市政策企画部長 

池田 明 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 (株)ミマキエンジニアリング代表取締役会長 

中谷 朔三 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 日置電機(株)社外取締役 

榎本 祐嗣 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 信州大学繊維学部名誉教授 

岡田 基幸 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 一般財団法人ＡＲＥＣ専務理事 

山邉 正重 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 長野大学同窓会長 
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 【教育研究審議会】 

氏 名 任 期 所属先・職 

中村 英三 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 長野大学学長 

中島 豊 平成 30年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 長野大学副学長 

森 俊也 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 長野大学副学長 

禹 在勇 平成 30年 4月 25日～令和 2年 3月 31日 長野大学副学長 

川島 良雄 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 長野大学社会福祉学部長 

古田 睦美 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 長野大学環境ツーリズム学部長 

田中 法博 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 長野大学企業情報学部長 

奥村 博造 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 長野大学 アドミッションセンター長 

伊藤 英一 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 長野大学 学生支援センター長 

高橋 大輔 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 長野大学 大学教育センター長 

塚瀬 進 平成 30年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 長野大学付属図書館長（研究推進室長） 

宮川 直 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 公立大学法人長野大学常任理事 

平林 弘朗 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 長野大学事務局長 

小林 彰 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 社会福祉法人かりがね福祉会理事長 

下坂 誠 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 信州大学繊維学部長 

小池 明 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 上田女子短期大学学長 

岡本 正行 平成 29年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 長野県工科短期大学校校長 

松沢 武人 平成 30年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 上小高等学校長会長（上田千曲高等学校長） 
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（４）組織図 
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Ⅱ 平成３０年度業務の実施状況 

 

１ 業務実績の全体概要 

   公立大学法人化２年目である平成３０年度は、中期計画に定められた各種事業を進めるため、法人・教学の運営体制を整備し、市民や設立団体から強 

  く求められている大学改革（学部・学科再編に向けた将来構想計画の策定など）に取り組んだ。また、教育環境の整備に積極的に取り組み、教室などの 

  施設改修を実施した。さらに教育・学生支援体制、研究支援体制の充実に努めたほか、地域づくり総合センターを中心とした地域・企業との協働の推進 

に、役員及び教職員が一丸となって取り組んだ。 

   平成３０年度の年度計画に定める取り組み事項の実績概要は次のとおりである。 

 

（１）大学の教育研究等の質の向上に関する取り組み 

 ア 教育に関する事項 

（ア）教育内容の改善 

①教養教育では次年度に向けた語学（英語）のカリキュラム改革の準備を行い、専門教育では３件の寄付講座を開講したほか、「介護職員初任者研  

 修」を開講するなど、専門教育の充実を図った。また、地域協働型教育においては、フィールドワークに係る予算を増額したことにより 55件の   

 地域協働型教育が実施された。 

②次年度より設置する「公認心理師課程」の準備を行った。 

（イ）授業内容の改善 

①学生に対して実施する「授業アンケート」について、実施後に各教員が作成する報告書を、PDCAを組み込んだ形に様式変更した。 

②公立化後の学生層の変化を把握するため、教員に対して新たに「授業改善アンケート」を実施し、公立化後の学生層の変化を把握するとともに、

その変化を踏まえた教育方法や内容について検討した。 

③「授業改善アンケート」の実施の結果、教員の多くが認識する課題としては、語学系科目や理論系科目の内容・事項・量の見直しとともに、多面

的な角度から検討する課題解決型（地域協働型）の学びの強化などが挙げられ、それらの対応について各講義・ゼミナールで進めていくことにし

た。 

④成績評価システム（GPA）の令和元年度本格導入に向け、具体的な基準を検討するとともに、制度の運用について学生に周知した。 

（ウ）教員の採用と評価 

①教員採用計画を策定し、教員の補充を行った。 

②教員が業績書を更新し自己評価するとともに、所属長が当該業績書の評価を行った。また、今年度より教員表彰制度を見直し、優れた実績をのこ 

 した５名の教員に対して、研究費を配分した。 
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③全教員対象の教員業績評価制度を令和２年度から本格実施することとし、教員業績評価に係る指針と実施要綱の骨子を作成した。 

（エ）教育環境の整備 

①上田市内３商工団体と連携協定を締結するなど産業界との関係強化を図ったほか多数の高校関係者とも意見交換を行い、教育内容や入試概要の検 

 討等に活用した。 

②キャンパスミーティングを実施して、学生の要望や意見を聴取し、駐輪場の設置やトイレの改修を実施した。 

イ 研究に関する事項 

（ア）研究水準の向上と研究成果 

①研究意欲の向上や地域協働による共同研究等を積極的に推進していくために、研究助成金を拡充した。 

②researchmapを本学の研究者マスタと位置づけてホームページに掲載した。 

（イ）研究の実施体制  

①「科学研究費補助金」等競争的外部資金の新規申請率を向上させるため、積極的に情報収集し、申請にあたっての内容説明や申請書類作成支援を

行った。その結果、「科学研究費補助金」の新規申請数は 18件となり、昨年度から６件増加した。 

②公的研究費の管理・監査のガイドラインに係るコンプライアンスの徹底を図った。 

 ウ 地域貢献に関する事項 

（ア）地域貢献 

①地域づくり総合センターの役割や機能をまとめたパンフレットによる情報発信を行い、学内外で共有を図った。また地域からの相談体制を整備し 

 た。 

②「知財活用プロジェクト」「COC+事業」等に取り組んだ。特に、知財活用プロジェクトでは、長野県中小企業家同友会、上田信用金庫、富士通と連

携し、開放特許を活用した商品開発アイデアを複数の学生グループが発案するなど、産学官連携事業として発展してきている。そのほか、自治体

（上田市）や地域団体（塩田町）との協働による新規プロジェクトを企画推進した。 

③市民サービスの充実を図るため、授業の一般開放の充実と他大学や地域等と連携し各種講座（坂城町講座、連続講座など）を開講した。 

  （イ）地域で活躍する人材の育成 

①各学部の初年次ゼミナールや専門ゼミナールで地域課題を踏まえた学習を活発に行った。 

②学生が地域の企業・組織の理解を深めるイベントを多数開催した。 

  （ウ）教育機関との連携 

①高大交流協定校と具体的な交流事業を進め、講演や研究会などを開催した。 

②小学校・中学校の総合学習指導や、地元小学生を対象とした環境イベントを実施した。 
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  （エ）産学官連携 

①一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンターに入会したほか、地域内経済団体等と連携協定を締結し地域産業関係者との関係強化を図っ 

 た。 

②上田市との連携強化に取り組むため、実効性のある協定締結に向け、上田市関係部局との間で協議を実施した。 

 エ 国際交流に関する事項 

（ア）海外学術交流協定大学との人材交流 

①留学生を地域企業・組織に送り出す仕組みの構築に向けた調査を実施した。 

②上田市と友好交流都市の関係にある寧波市（中国）の公立大学「寧波大学」と新たに学術交流協定を締結した。 

 

（２）業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 ア 教育研究組織の見直し 

①地方独立行政法人法の改正に伴い、平成 30 年４月に改正した本学の業務方法書に基づき、内部統制システムに関する規程等を整備し、法人の運営

体制を強化した。 

②学長の意思決定を補完し決定事項を確実に執行するための業務執行・連絡調整機関として、「学長学部長会議」を設置した。 

③大学院の設置と理工系学部の設置を目指すことを確認し、「長野大学 大学院及び学部・学科再編（案）」を取りまとめた。 

 イ 人事の適正化  

①働き方改革関連法の施行に伴う教職員の労働環境について検討し、その一環として労働時間の適正な把握をするための準備を行った。 

②職員の資質向上に向けて、公立大学協会主催研修会への参加計画を策定し、各種研修会への派遣を計画的に実施した。 

 

（３）財務内容の改善に関する事項 

 ア 安定的な経営確保  

①大学院及び学部・学科改編（案）を取りまとめた。 

 イ 志願者増加と入学定員の確保 

①オープンキャンパス、高校の進路指導担当教員対象の大学説明会、大学見学会、進学相談会を開催し、学生募集活動に精力的に取り組んだ。 

②長野大学の特徴など、どの程度訴求できているかを確認するアンケート調査を実施した。 

③一般入試の志願倍率は 9.1倍となり、前年度 8.3倍、公立大学平均 5倍を上回った。 

ウ 大学広報 

①大学ビジョン、シンボルマークを公表し、学内外への浸透を図るためホームページや広報うえだ等による広報活動を行った。 
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②上田地域産業展に参加し、本学の研究活動をＰＲした。 

エ 自己収入の増加 

①未来創造基金による寄附金募集活動を展開し、31件 1,668千円の寄附金を受領した。 

②入学定員の充足により安定した自己収入を確保した。学部再編による入学定員の適正規模の検討は今後の課題である。 

 オ 経費削減 

①施設・管財・契約担当部署を設置し、契約や財産等の適正な運営体制を整備するとともに、契約に関する事務手続きの手順書を作成した。 

 

（４）自己点検・評価及び情報公開の推進に関する事項 

   ①日本高等教育評価機構に評価員を派遣し、必要な情報の収集を行った。 

②教育研究活動や地域貢献活動について、ホームページ等を通じて積極的に発信した。 

③上田市の情報公開条例、個人情報保護条例の実施機関として、情報公開と個人情報保護の適正な運用に向けて体制を整備した。 

 

（５）その他業務運営に関する事項 

   ①教職員が誠実かつ公正に諸活動を展開するために、役員・教職員行動規範を策定した。 

②中長期的な施設整備のマスタープランを策定するための業者を選定し、次年度中のプラン策定を目指すこととした。 

③未来創造基金に関する管理・運営方法を定め、教育研究活動や学生支援活動の支援に活用した。 

④適切なリスク管理を行うため、全学的な防災訓練を実施した。今年度はストレッチャーを使用した搬送訓練も実施した。 

⑤教職員の労働環境整備の一環としてストレスチェックを実施するとともに、人権啓発のためのハラスメント防止等の研修を実施した。 

 

２ 業務実績及び自己評価結果 

（１）業務実績報告書（案）作成手順 

   以下の手順で理事会へ提案した。 

   ①学務関係は担当のセンター長と副センター長が、総務・企画関係は担当課長が計画の実施状況と評価区分を検討し第一次案を提出した。 

   ②担当副学長は、担当する事項について、第一次案を精査し、加筆・修正を要すると判断した場合は、第一次案作成者と協議のうえ検討し  

    第二次案を提出した。 

   ③学長学部長会議において、第二次案を全学的な観点から精査のうえ、理事会に提出する最終案とした。 
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（２）項目別自己評価結果（一覧） 

※項目第７から第１４に係る実績については、全体評価の際の参考情報とし、自己評価対象外とする。そのため上記一覧には含まれていない。 

 

 

 

 

 

 

 

項目 項目数 

評価区分 

a 

年度計画を  

達成 

ｂ 

年度計画を  

概ね実施 

ｃ 

年度計画を       

十分に実施せず 

d 

年度計画を  

大幅に下回る 

重点事項 重点  4 0(0％) 4(100％) 0 (0%) 0 (0%) 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置      

１ 教育に関する目標を達成するための措置 事業  35 12 (34%) 21 (60%) 2 (6%) 0 (0%) 

指標  1 1 (100%) 0(0%) 0 (0%) 0 (0%) 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 事業    4 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 事業   10 3 (30%) 7 (70%) 0 (0%) 0 (0%) 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 事業    3  0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 事業    7 2 (29%) 3 (42%) 2 (29%) 0 (0%) 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 事業   18 3 (17%) 12 (67%) 2 (11%) 1 (5%) 

第５ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 事業    4 1 (25%) 3 (75%) 0 (0%) 0 (0%) 

第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 事業   11 7 (64%) 3 (27%) 1 (9%) 0 (0%) 

合計 

重点   4 0(0％) 4(100％) 0 (0%) 0 (0%) 

事業   92 30(33%) 53（57%) 8 (9%) 1 (1%) 

指標    1 1(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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（３）項目別業務実績・自己評価結果（詳細） 

 

重点事項 
 

中期目標 

 はじめに  

長野大学は、昭和４１年に地元自治体（小県郡塩田町・現上田市）が全額出資し、学校法人が運営する私立の本州大学として設立された。設立後まもなく本州大学は経営難に陥り、昭

和４９年に長野大学と名称を変更し、新たに出発した。 

以後、地域に支えられ地域とともに歩む大学として多くの人材を育成し、民間機関が実施する地域貢献度調査でもここ数年高い評価を得ている。 

しかし、近年の少子化に伴う１８歳人口の減少、受験生の国公立大学志向、大都市圏への大学志向により、地方の私立大学の運営は極めて厳しい状況に立たされており、長野大学にお

いても志願者の減少傾向が続いてきた。こうした状況の中、上田市に対して大学を運営する学校法人長野学園から公立大学法人化の要望があった。 

これを受け、上田市は、地域が支えてきた５０年に及ぶ大学の歴史の重みを踏まえ、大学の運営基盤を強化し、改革を始めとした様々な取組により地域から信頼される大学となり、大学と

ともにまちづくりを実践することで市が発展することを願い、公立大学法人長野大学を設立する。 

設立の目的は、地域に根ざした大学として教育と研究を推進し、豊かな人間性と高い専門性及び国際的な視座をもった実践力のある人材を育成し、地域の産業及び社会の発展に貢献

する知の拠点を形成することにある。 

この目的を踏まえ、大学は、市民によって支えられていることを自覚し、不断の改革を実行することを通じて、地域に愛され、地域の力になる大学として持続的に発展することが求められ

ており、設立者である上田市は、次の点を基本に中期目標を定める。 

【教育】 

地域をフィールドとして地域の人々の経験から学び、大学の科学的知識を活用して協働的に課題を解決する実践的な教育を行い、もって、地域に根ざしながら世界を視野に活躍できる

高度な知識と技術を有し、深い知性と豊かな人間性に富み、社会の持続的発展に貢献する人材を育成する。 

【研究】 

独創的、創造的な研究を推進し、殊に学外と連携した研究を通じて、学術貢献はもとより、新たな産業を生み出す芽となるような研究を推進し、研究活動や研究成果を社会に発信する。 

【地域貢献】 

地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と協働しながら、地域における課題解決に取り組み、大学の知識や技能を活かした地域づくり活動を行う。 

また、こうした活動を通じて、地域産業を担う人材を育成し、卒業生の上田地域における就職や社会活動への参加を促進する。 

【大学運営の改善】 

経営の責任者である理事長と教学の責任者である学長の主導のもとに、法人及び大学の各組織の権限と責任を明確にした体制を構築する。 

また、教育研究水準の向上を図るため、能力や業績が教員の処遇に適切に反映される評価制度を構築し、大学運営の効率化を図り、安定的な経営基盤の確立に取り組む。 

さらに、地域特性や受験生のニーズ及び産業界の意向を踏まえ、時代や社会に求められる学部・学科編成及び大学院設置を検討する 

 

 

中期計画 

 はじめに  

公立大学法人長野大学(以下長野大学という)は、「信州の学海」の伝統を受け継ぎ、地域に根ざした大学として教育と研究を推進させ、地域の産業及び社会の持続的発展に貢献する知

の拠点を形成することを目的に、上田市が設立した。 

このため、長野大学は地域社会に貢献する人材育成の拠点づくりを目指し、中期目標に示された「豊かな人間性」と「高い専門性」、「国際的な視座を持った実践力」を身に着けた人材を

育成するとともに、市民によって支えられる大学であることを自覚し、地域を主題とした研究を推進し「地域課題の解決システム」の構築と、新たな地域の創造に寄与する人材を受け入れ、

育成し、輩出する「地域人材の循環システム」を構築する。 

また、教育と研究、地域貢献の進展を図り、この地に生きる、教養ある職業人（新たな地域の創造に寄与する人材）を育成するとともに、地域に愛され、地域の力になる大学として発展して

いくために、中期計画に定めた大学運営に関する以下の取り組みを着実に進め、経営及び教育・研究内容の点検と改善を常に行い、理事長と学長のリーダーシップのもと、全教職員が一

丸となって改革を実践していく新しく活気のある大学づくりにまい進する。 

経営の責任者である理事長と教学の責任者である学長の主導のもとに、法人及び大学の各組織の権限と責任を明確にした体制を構築する。 

また、教育研究水準の向上を図るため、能力や業績が教員の処遇に適切に反映される評価制度を構築し、大学運営の効率化を図り、安定的な経営基盤の確立に取り組む。 

さらに、地域特性や受験生のニーズ及び産業界の意向を踏まえ、時代や社会に求められる学部・学科編成及び大学院設置を検討する。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

重点事項 

 【教育】 

 (1) 教養教育と専門教育を通して、広い視野に

立ってものごとを自力で判断できる力を育成し、

各分野においてリーダーシップが発揮できる高

い専門性と問題解決能力を持った社会の持続

的発展に貢献する人材を輩出する。 

(2) 学生自らが地域づくりや、企業、組織等の課

題発見・問題解決活動に取組むことによって地

域社会に求められる能力・姿勢に気付き、向上さ

せることができるよう支援する。そのために地域

社会の人々との協働による学びを通じて、地域

課題の解決に役立つ多面的・総合的な知識や

能力を育成する地域協働型教育を教育の柱に

据える。 

(3) 地域の実情を知ると同時に、卒業後の進路

や、将来を意識した取組を充実させるために、企

業・組織・自治体や地域住民との連携を強化し

て、学生のゼミナールやフィールドワーク、実習・

インターンシップによる学修を促進する。 

 

〈1〉【教育】 

教養教育と専門教育、地域協働型教育を教育の柱に据

え、「この地に生きる、教養ある職業人」（新たな地域

の創造に寄与する人材）を育成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容】 
（1）教養教育では、語学教育とりわけ「英語」カリキュラムの改革に重点を置

き、プレゼンテーションやディスカッションを授業内に多く取り入れるなど教
員と学生との双方向性を高めつつ、表現力や批判的思考力も養う英語教育の改
革を進めた。 

また、地域の文化芸術を学ぶ科目として「メディア芸術論」を新たに開設し
たり、「海外研修」を中国の北京工業大学で実施するなどして、学生が地域や海
外に目を向ける機会を拡充した。 

 
(2)専門教育では、学生の職業観を低学年から養成するという視点に立ち、全学
部 2 年次以降を対象にした「キャリアデザイン論」や「職業観養成特別講義 A(生

活と金融)」（日本銀行寄附講座）を新たに開設した。その他にも、企業・組織
からの寄付講座とし観光系専門科目「観光特別講義 A」（長野県観光部寄附講
座）、福祉系専門科目「社会福祉特別講義 G（新聞で現代社会を考える）」（信濃

毎日新聞社寄附講座）を開講した。 
また、社会福祉学部では、「介護職員初任者研修」を開講し専門教育の拡充を

図るとともに、国家資格「公認心理師」課程を平成 31年度の設置に向けて、検

討・準備を行った。 
 

（3）地域協働型教育では、それぞれの学部において、地域課題解決にかかるゼ

ミナール、プロジェクトを推進し、3 学部で計 55 件の取組みを実施した。また、
「まちなかキャンパスうえだ」において、福祉（12 月）、観光・国際交流（1 月）、
起業・研究（2 月）をテーマに、学生と地域とのコラボイベントを計 3 回実施

した。ここでは本学学生の地域協働型の取組を発表・報告するとともに、それ
ぞれの今後の展開について地域住民と意見交換を行った。 
 

（4）授業方法・内容の改善を図るために、授業アンケート実施後に各担当者が
作成する「授業アンケート報告書」について PDCA を重視した形に様式変更する
とともに、教員の対象とした「授業改善アンケート」を実施し、公立化後の学

生層の変化を把握・共有できるようにした。 
また、学生が自身の成績状況（評定）を理解し、目標をもった学びが進めら

れるように、成績評価システム（GPA）の本格導入に向けた基準や活用方法の検

討を行った。 
さらに、教育環境の整備にあたっては、上田市内 3 団体との連携強化や、イ

ンターンシップ報告会での意見交換会の実施、大学・入試説明会及び業界・仕

事研究セミナーでのアンケートの実施などを行い、本学の今後の教育方針や教
育内容の検討に活用した。 
 

（5）学生支援検討会を各学部で定期的に実施するとともに、各種就職支援を推
進することにより、学生支援にかかる指標の「退学率」（前年度より低下させ
る）、「就職決定率」（95％以上）、「卒業者に対する就職者・進学者の割合」（公

立大学の平均 88.8％以上）については年度計画で定めた目標を達成することが
できた。 
 また、オープンキャンパスや大学見学会、大学・入試説明会などの各種広報

活動により、それぞれの入試において志願者を獲得することができるととも

ｂ 
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に、公立大学の平均志願倍率（一般入試５倍程度）を確保することができた。 
 

【今後の課題・方向性】  
「この地に生きる、教養ある職業人」の育成に向けて、本学の教育の 3 本柱

（教養教育、専門教育、地域協働型教育）のそれぞれにおいて教育の方法や内

容の改善に努めることができた。次年度においては、教養教育では、特に、語
学教育における技能別のカリキュラムの推進を、専門教育においては、特に、
職業人として必要な専門基礎能力の特定およびそれらのさらなる涵養を、地域

協働型教育においては、特に、地域の企業・組織・団体のニーズを踏まえた事
業の展開およびそれらとの関係深耕を課題としたい。 

また、入試制度の検討および入試広報の拡充、授業方法・内容の改善および

教育環境の整備、さらには学生の学び・生活・就職などの各種支援策の整備に
より、学生の入学から就職までの切れ目のない支援に努める。 

 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

重点事項 

 【研究】 

 (1) 地域を研究の主題とする大学を目指し、教

員は、様々な課題に地域と協働で取り組み、自

身の問題意識と研究力量を継続的に向上させ、

現実的な問題を解決するための研究成果を作り

出す。この成果を地域社会に還元し、持続可能

な共生社会の創造に寄与する。 

(2) 科学研究費補助金、各種寄付金、共同研

究・受託研究収入など競争的外部資金を獲得で

きるよう応募に当たっての教員への関連情報の

提供・アドバイスの実施等による支援など、研究

支援体制を整備する。 

(3) 教員が研究成果をあげられるよう、特に大学

運営業務において、会議の削減や時間短縮等

の負担軽減を図るなど、研究環境の改善を行う。 

〈2〉【研究】 

地域を研究の主題とする大学を目指し、教員は、様々な

課題に地域と協働で取り組み、研究成果を作り出す。 

そのために、科学研究費補助金、各種寄付金、共同研

究・受託研究収入など競争的外部資金への応募にあたっ

ての研究支援体制を整備するとともに、会議の回数削減

や時間短縮等の負担軽減策など研究環境の改善を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容】 
（1）地域問題の解決、地域遺産の発掘など、地域を研究テーマにした研究活
動を行った。 

 具体的には、塩田平のため池を研究テーマに取り上げ、ため池の変遷を検証
し、これからため池をどのように利用していくのか考察した研究、小諸城の状
況をデジタルアーカイブ技術を使って保存する研究、障がい者の就労支援を社

会福祉と農業を組み合わせて考える研究等があげられる。本年度はまとまった
研究成果を出すまでには至らなかったが、次年度以降は研究成果を地域に還元
していく予定である。 

 
（2）競争的外部資金への応募をサポートする試みとして、科学研究費補助金
の申請書の作成に関する研修会をおこなった。また、科学研究費補助金の申請

書作成にあたっての留意点の助言や申請書の添削を行った。 
 
（3）研究時間を確保するための会議の回数削減や時間短縮など研究環境の改

善については、大学全体の問題でもあるため十分に達成できなかった。 
 
【今後の課題・方向性】 

 地域の課題解決をテーマにした研究を活性化するため、各教員が持っている
地域に関する情報を共有化し、共同研究を生み出す状況を創り出す。教員が研
究に集中できる状況を大学全体としても整えていく。 

ｂ 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

重点事項 

 【地域貢献】 

 (1) 地域と協働し、安心して暮らし続けられる「ま

ちづくり」や、地域の産業振興と持続的発展に寄

与できる「ひとづくり」の実現を目指し、平成２９年

度に「地域づくり総合センター」を創設する。セン

ターでは、人口減少対策、地域住民の福祉向

上、産業振興、人材育成、起業支援、移住促進

など地域が抱えている課題の解決に向けた取組

を推進する。 

(2) 地域課題の解決を担う意識・意欲の高い学

生を積極的に受入れて、地域を常に意識できる

人材に育成するとともに、卒業生の上田地域に

おける就職や社会活動への参加を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈3〉【地域貢献】 

地域と協働し、安心して暮らし続けられる「まちづく

り」や、地域の産業振興と持続的発展に寄与できる「ひ

とづくり」の実現を目指して創設した「地域づくり総合

センター」の機能強化を図る。 

 

 

 

【取組内容】 

（1）地域づくり総合センターの役割や機能をまとめた案内書等による情報発
信を通じて、センターのグランドデザインを学内外で共有を図った。また、地
域づくり総合センターの事業推進責任者として担当副学長を指名し、学内の推

進態勢を整えた。 
 
（2）地域づくり総合センターが取り組む事業として、地域の総合的課題解決プ

ロジェクト、地域人材育成プログラム、まちなかキャンパスうえだ、生涯学習
事業、小中高大連携事業、地域連携事業等として整理し、事業の柱と位置づけ
を明確にしながら諸事業に取り組んだ。 

 
（3）地域の総合的課題にかかるプロジェクトおよび地域人材育成プログラム
として、「知財活用プロジェクト」「COC+事業」等に取り組んだ。また、新たな

プロジェクトとして、塩田まちづくり協議会等との連携による「塩田ため池芸
術祭（仮称）」や上田市との協働による「信州上田学事業」の企画推進を行った。 
 

（4）市内４大学が連携して進める「まちなかキャンパスうえだ」事業では、本
学が中心となって、市民講座やコーディネーター企画の運営を行った。 
 それにより、年間の来訪者・利用者が 4,405 名となり、地域のコミュ二ケー

ション拠点として一定の役割を果たした。 
 
（5）生涯学習事業として、市民開放授業、長野大学連続講座、坂城町講座、ま

ちなかキャンパス市民向け講座を開講し、のべ 525 名の受講者があった。また、
小中高大連携事業として、連携協定にもとづき蓼科高校における「蓼科学」の
実施などの授業運営支援をはじめ、講演活動、研修会講師、評議員派遣など多

くの連携活動を実施した。また学外からの依頼があった審議会等の委員の委
嘱、講師の派遣回数は、のべ 383回に達した。 
 

（6）地域連携事業等として、地域経済団体である上田商工会議所、地域企業で
ある（株）ミマキエンジニアリング、地域団体である塩田まちづくり協議会等、
多様な地域セクターと連携協定を締結し、地域との連携強化を図った。また、

一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンターに入会するなど、地域産
業界との連携強化を図りながら、産学官地域連携推進態勢の整備を進めた。 
 

【今後の課題・方向性】 
 地域づくり総合センターの推進する地域の総合的課題にかかるプロジェク
トおよび地域人材育成プログラムとして、「知財活用プロジェクト」の拡充や

「信州上田学事業」への本格的に取り組みをはじめ、地域づくり総合センター
ならではの新たなプロジェクトの企画推進に努める。こうした主要事業への取
り組みをつうじて、地域づくり総合センターの具体的な取り組みを示すととも

に、地域における産学官地域連携態勢を整える。 
 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

重点事項 

 【大学運営の改善】 

 (1) 理事長のリーダーシップのもと、必置機関で

ある経営審議会に加え理事会を設置し、積極的

に経営改善を図りながら経営基盤の確立に取り

組む。 

(2) 法人組織を強化するために、財務体質の強

化、学外関係組織との渉外、大学改革に必要な

学内外の情報収集・分析に取り組む「総合戦略

室」を新たに設ける。 

(3) 経営審議会には、外部有識者の意見を大学

経営に反映できるよう、外部委員を半数以上と

する構成とし、運営の確立に取り組む。 

(4) 入学定員の見直し（平成３０年度：１年次３４０

名、編入２５名、平成３１年度：１年次３８０名、編

入２５名）、寄附金募集等により自己収入の増大

を図る。また、組織の見直し、教職員の確保・育

成研修・意識改革を進めつつ、費用対効果を意

識した給与体系・職員任用を進めるなど、各種

経費の効率化を図り、大学運営の健全化を図

る。 

(5) 地域特性や受験生のニーズ及び地元産業

界の意向を踏まえ、時代や社会に求められる学

部・学科編成及び大学院設置に向けて学内委

員に学外有識者委員を加えた検討組織を置き、

検討を行う。 

(6) コンプライアンス意識をもって大学運営を行

うための組織を設置し、検証を常に行い、全学

への徹底を図る。 

 

〈4〉【大学運営の改善】 

（１）大学改革に必要な学内外の情報収集・分析に取り 

組む。また、時代や社会に求められる大学院設置学部・ 

学科編成設置に向けた検討組織を設け財政面、学生募集 

面、学生の送り出し面などをふまえながら検討を進める。 

（２）地方独立行政法人法改正に伴い、市の業務方法書変

更認可を受け、これに基づく内部統制、コンプライアンス

の強化などに向けた規程や仕組みづくりを行う。 

（３）大学運営強化のため組織の見直し、教職員の確保・

意識改革を進めつつ、財務体質強化、教職員体制の強化を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容】 

（1）コンサルタント業者と契約し、データ収集を行い、大学院及び学部学科
再編（案）を取りまとめ、上田市議会平成 3 月定例会全員協議会において報
告した。また、福祉系大学院については、令和 3年度に設置する方針とし

た。 
 
（2）業務方法書に定める内部統制システムに関する規程を制定し、体制の整

備を図った。 
 
（3）事務組織の見直しを行い、柔軟で効率的な事務事業の執行を図るため、

グループ制を導入した。 
 
 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容等に関する目標を達成するための措置 

ア 教育内容の改善 

中期目標 

各学部の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）を示した上で、それに沿った教育を展開し、学生の到達度から教育
成果を確認・評価することにより、各方針や教育内容の改善を行う仕組みを構築する。 
また、豊かな人間性を育む「教養教育」、職業人として必要な能力を養成する「専門教育」、地域課題に立ち向かい解決する能力を高めるための「地域協働型教育」を実施し、社会

で活躍できる実践力と創造性に富む人材を育成する。 
(ア) 教養教育 

様々な学問分野の考え方を学び、広い視野で自分の専門に関連付けて考える教養と、対話的討論を基にした協働学習を通じて、自身で考え、判断できる能力を養成する。 

また、グローバル化する現代社会において必要な、語学力を向上させ、異文化を理解し、海外との交流を円滑に行うコミュニケーション能力を養成する。 
(イ) 専門教育 

基盤的専門知識の修得と、それらを企業や組織において活用する実践的応用力を養成する。 

(ウ) 地域協働型教育 

地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と協働した教育により、地域社会に蓄積された経験的知識と大学の科学的知識を活用し、課題を発見し解決する能力を養成する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 地域が直面している課題に向き合い、その課題に取り

組み続けられる「地域の未来を創造できる人材」を育成
する。 

このため、対話的討論により、自身で考え、自らの力

で判断できる能力を養成する「教養教育」と職業人とし
て必要な能力を養成する「専門教育」、地域社会の人び
ととの学びを通じて、地域課題の解決に必要な多面的・

総合的な知識を共創する力を育成する「地域協働型教
育」をディプロマポリシーに基づき実施する。 

 

（ア）教養教育 
対話的討論を基本とした少人数講義とゼミナールを

展開し、自分が直面している課題を自らの力で考え、判

断し、明晰に言語表現できる能力を養成するとともに、
「信州の自然・文化・風土をフィールドとし、現代社会
が提起する諸問題を多面的・総合的にとらえ、自らの役

割を的確に認識し実行できる人材」の育成を教養教育の
理念として掲げ、教育を行う。 

また、地域社会、国際社会で活躍できる人材を育成す

るために必要な科目を設けるなど、教養教育（カリキュ
ラム）の見直しを適宜行う。 

【関心・意欲の喚起】 

１年次よりゼミナールを展開させることにより、常に
知的好奇心を失わず、論理的・批判的に思考する意欲を
喚起する。 

 

１ 各学部の教務委員会や教育実践交流広場におけ

る課題共有、ＦＤ委員会における授業改善活動を通

して、教養・専門・地域協働型の教育の質的改善を図

る。 

・教養教育推進室において、カリキュラムの充実、検

討をさらに進めつつ、教育内容の質の向上に関す

る試行的授業を実施する。 

・職業観養成科目の再構築（1 年から 4 年までの切れ

目のない支援を重視して）を進める。 

・職業観養成科目「職業観養成特別講義 A(生活と金

融)」を開講する。（日本銀行寄附講座） 

・観光系専門科目「観光特別講義 A」を開講する。（長

野県観光部寄附講座） 

・福祉系専門科目「社会福祉特別講義 G（新聞で現代

社会を考える）」（信濃毎日新聞社寄附講座） 

・全てのゼミに対して、ゼミ費の補助及び成果報告の

ための印刷費を補助し、ゼミ活動の充実を図る。 

・介護職員初任者研修資格の充実をめざし、学びの環

境を整備する。 

・フィールドワーク、実習演習にかかるバス等の費用

を教育充実費より追加しつつ、地域での連携授業

の支援を実施し、地域協働型教育をさらに強化促

進する。 

 

 

 

【取組内容】 

（1）7月に、公立化後の学生層の変化ならび にそれに伴う授業内容の
改善状況などを把握することを目的とした「授業改善アンケート」を実
施した。（提出者数：35名） 

 また、5月と 1月に教育実践交流広場を開催し、5 月は「バリアフリ
ー授業実践」をテーマに（参加者数：31名）、1 月には、「入学者層の変
化に対応した授業内容・方法の検討―授業アンケートを踏まえて―」を

テーマに「授業アンケート」と「授業改善アンケート」の集計内容の情
報共有を図るとともに、学生層の変化に対し、初年次ゼミナール（1 年
次必修）ではどの様な取り組みが行われているのか、またその成果など

に対し意見交換を行い、課題と授業改善の方策について議論した。（参
加者数：36 名） 
 

（2）教養教育推進室では、特に「英語」カリキュラムの改革に重点を
置き、英語担当非常勤教員も交えながら授業の方針や内容の検討（計 4
回）を行った。 

 具体的には、英語を用いたプレゼンテーションやディスカッションを
授業内に取り入れ、教員からの一方向の授業ではなく、教員と学生との
双方向性を高めつつ、表現力や批判的思考力も養う英語教育の改革を進

めた。 
 
（3）フィールドワークに係るバス等の教育充実費が追加され、平成 30

年度は 55 件の地域協働型学習（フィールドワークを含む）が展開され
た。 
 

（4）職業観養成科目の充実を図るため、寄附講座として「職業観養成

ｂ 
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【自学自修の態度】 
知識を単に伝達するだけではなく、課題を投げかけ、

学生自身がその課題に向き合うことにより、自学自修の
態度をもち、生涯にわたって自己を啓発していく力を身
に付ける。 

【知識・理解力の養成】 
１年次よりゼミナールを展開させることにより、現代

社会が提起する諸問題を多角的・総合的にとらえる知識

と理解力を養成する。 

【思考・判断力の養成】 
自主的・自立的な人間として社会とかかわり、責任あ

る役割を担うことができる力を養成するために、現場体
験学習及び協働型学習を重視する。 

【技能・表現力の養成】 

国際社会で活躍できる人材を育成するため、教育内容
やクラス編成（レベル）を見直すなど「外国語教育（英
語、中国語）」を強化するとともに異文化理解・国際理

解を目的とした、海外学術交流協定大学等での学習プロ
グラム（２～３週間）「海外研修」を積極的に促し、国
内外で他者とのコミュニケーションを円滑に図ること

ができる知識や技能を養成する。 

 

（イ）専門教育 

地域や組織のなかで、リーダーシップが発揮できる高
い専門性と問題解決能力を持った、持続可能な地域活性
化を牽引できる人材を育成するため、学部のディプロマ

ポリシー、カリキュラムポリシーに基づいた教育目標と
その達成に取り組む。 

 

また、新たな領域の設置に向けて、カリキュラムやコ
ース編成を適宜見直す。 

【社会福祉学部の教育目標】 

複雑化する福祉課題に対応するための知識と技術を
身につけ、人々の福祉の向上に寄与できる人材を育成す
る。 

そのために、ミクロ（個人、家族）・メゾ（組織、施
設）・マクロ（制度、政策）レベルの専門知識及び技術
力を育成する教育を展開するとともに、福祉課題を身近

なものとしてとらえることができるよう、演習・実習、
インターンシップなど、実践的な学びを重視する。 

また、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムづく

りを目指し、長野県の特性を活かした独自性のある科目
を配置し、地域福祉に貢献できる力を育成する。 

【環境ツーリズム学部の教育目標】 

地域社会の伝統、文化、自然環境、観光、ビジネスに
関する知識を身につけ、持続可能な地域社会の発展に寄
与できる人材を育成する。 

そのために、ゼミナール教育を基本とし、学生の主体
的な課題の設定、学生が自ら提案するプロジェクトの実
施による実践的、創造的能力の形成、及び、プロジェク

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別講義 A(生活と金融)」（日本銀行寄附講座）を開講した。 
 

（5）企業・組織からの寄附講座として、観光系専門科目「観光特別講
義 A」（長野県観光部寄附講座）、福祉系専門科目「社会福祉特別講義 G
（新聞で現代社会を考える）」（信濃毎日新聞社寄附講座）を開講した。 

 
（6）社会福祉学部では、専門教育の充実を図るべく、在学生や受験生
から要望が高かった国家資格「公認心理師」課程を令和元年度の設置に

向けて、検討・準備を行った。 
 
（7）9月には、非常勤教員との懇談会を実施した。（非常勤講師出席者

数：17名）懇談会では、公立大学法人化後の教育方針について共有を図
るとともに、公立化後の学生像の変化について入試動向や「授業改善ア
ンケート」の回答内容などを用いながら意見交換を行った。 

 
（8）介護職員初任者研修を実施する体制を整備し後学期に開講した。
18 名の学生が受講し全員が修了した。                                                                                                                                                                                                     

 
（9）平成 30 年度後学期より、上田市交流文化芸術センター館長の津村
卓氏を招き、地域の文化芸術を学ぶ科目として「メディア芸術論」を新

たに開講した。 
 

（10）「海外研修」については 2月 18日～3月 1 日にかけて中国の北京

工業大学で実施した。1年生 4名、2年生 6名、3 年生 1 名、計 11名の
学生が参加した。（社会福祉学部 2 名、環境ツーリズム学部 4 名、企業
情報学部 5 名）  

 
【資料番号】 
 1-1 授業改善アンケート関係資料 

 1-2 教育実践交流広場関係資料 
  1-3 「次年度の語学カリキュラム確定に向けて」          
  1-4 平成 30 年度「地域協働型教育一覧」 

  1-5 寄附講座関係資料 
 1-6 非常勤教員との懇談会開催記録 
 1-7 公認心理師関係資料                                

 1-8 介護職員初任者研修関係資料 
 1-9 「メディア芸術論」シラバス 
 1-10 長野大学海外研修報告集 2018  

 
【今後の課題・方向性】  
「地域協働型教育」を全学的に推進するために、教育実践交流広場に

おいて情報交換・意見交換を行うとともに、現在行っているゼミナール
費補助を抜本的に見直す。 
「英語」の新カリキュラムについて、学生の満足度や教育効果などそ

の成果を検証する。検証した結果、改善が必要な内容があれば速やかに
検討し見直す。 
また、海外研修について、英語圏の実施（令和 2年度）に向けた検討

を行う。 
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トの実施という同じゴールに向かって教員がゼミナー
ル学生の成長を支援する。 

ゼミナール教育を通じて、学部の専門性である「環

境」、「観光」、「地域づくり」を活かした研究と教育の成
果を、本学におけるゼミナール大会や研究対象となった
地域での成果報告会、千曲川流域学会における研究報告

などを通じて、地域へ還元する。 

また、体験知と文献知を融合し得る能力、他者とのコ
ミュニケーションと相互理解をとおして自己を高める

能力を醸成するため、調査・フィールドワーク系科目の
充実を図る。 

【企業情報学部の教育目標】 

人間・社会などに関する幅広い識見を有し、企業や社
会に関する主要な課題を発見し、それを解決する上で必
要な、経営・情報・デザインの領域に関する専門的・総

合的な知見を身につけた人材を育成する。 

そのために、企業・組織や地域住民との連携に基づく
「相手を意識した学び」を展開し、学生の意識を高め、

動機を形成する。  

具体的には、ゼミナール形式の「プロジェクト研究」
において、課題発見・問題解決学習に挑戦するとともに、

その学びを進める上で必要とされる「経営・情報・デザ
イン」などの専門学習に努める。この過程と機会を通し
て、学生は社会や企業・組織で求められる問題解決能力

とともに、職業人としての専門基礎能力を身につけ、実
社会の様々な場面やビジネスシーンで活躍できる能力
を身に付ける。 

 

（ウ）地域協働型教育 

地域の人々と、教員と学生が共に地域課題を発見し、

地域が持つ「地域の経験知」と教員が持つ「科学的知識」
に支えられ、以下の教育活動に取り組む。 

【地域の経験知と大学の科学的知識との結合】 

ゼミナールを中心とした少人数教育において、地域社
会をフィールドとする学修活動を通じて、地域で活動し
ている人々の経験知を肌で学び、それを大学の科学的知

識と結合させ、地域課題の解決に役立つ多面的・総合的
な知識を共に創ることができる力を育成する。 

また、地域に定着し地域を支える若者を育成するた

め、高校と大学がそれぞれの教育資源を活用した教育に
取り組む。併せて、専門領域の一部においては、中学校・
小学校の総合学習等を協働で実施する。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 ア 教育内容の改善 

 【地域課題を発見・解決する教育】 

上田市が設置した「まちなかキャンパスうえだ」を活用

し、地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と協働で地域課題
を発見し解決する教育を展開する。 

2 【地域課題を発見・解決する教育】 

上田市が設置した「まちなかキャンパスうえだ」を活

用し、地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と協働で地域
課題を発見し解決する教育を展開する。 

【取組内容】 
（1）環境ツーリズム学部のまちづくりに関係するゼミナールにおい
て、地域住民、団体等と連携した幾つかの地域協働型の取組み・イベン
トを実施した。                     
 
（2）「まちなかキャンパスうえだ」において、12 月（福祉関係のテー
マ）、1月（観光、国際交流関係のテーマ）、2 月（起業、研究関係のテ
ーマ）の計 3 回にわたり、学生と地域とのコラボイベントを実施した。   
 ここでは本学学生の地域協働型の取組みを発表・報告するとともに、
それぞれの今後の展開について地域住民と意見交換を行った。                    
 

【資料番号】                           
 2-1 「平成 30 年度「地域協働型教育一覧」（1-4 再掲）  
 2-2 「学生・地域コラボミーティング」関係資料                      
 
【今後の課題・方向性】                                                                                                                                                                   
  いくつかの地域協働テーマを設定し、発表・報告の機会とともに意見
交換の場を設けたことは昨年度（「若者どまんなかミーティング」）より
一歩前進したと考える。取組み成果の披露のみならず、今後、それら取
組みの拡充や強化に向けて同機会を位置づけられるように検討を進め
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｂ 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容等に関する目標を達成するための措置 

イ 授業内容の改善 
 

中期目標 
各学部の教育目標を通じて、学生の学修目標の達成を支援する授業を提供するため、授業の内容や方法についてＰＤＣＡマネジメントサイクルを構築し、継続的に改善を図る。 

成績評価については、教員間の共通理解の下、到達目標や評価基準を明確にし、成績評価の厳格化を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 イ 授業内容の改善 

 （ア）ＦＤ活動の促進 

ＦＤ委員会を設置し、教員の教育活動に対する自己点

検と相互研さんの場として「教育実践交流広場」を実施

するなどＦＤ活動を促進し、ＰＤＣＡマネジメントサイ

クルによる授業内容改善を図る。 

（イ）授業評価アンケートによる改善 

授業評価アンケートを年２回実施し、アンケート結果

を学生・教職員に公開するとともに、授業内容の改善に

努める。 

（ウ）成績評価システム及び履修体系の整備 

【ＧＰＡの導入】 

成績評価の厳格化を図ることを目的としたＧＰＡを

導入する。（平成３０年度～） 

なお、導入にあたって、学生への影響や問題点の洗い

出しなど平成２９年度から具体的検討に着手する。 

【履修系統図、ナンバリングの導入】 

学生が個人のレベルや専門を勘案して授業科目の履

修を図るため、履修系統図又はナンバリング（授業科目

に適切な番号を付し分類することで、学修の段階や順序

等を表し、教育課程の体系性を明示する仕組み）を導入

する。（平成３２年度～） 

なお、導入に向けて、平成２９年度から他大学の情報を

収集するとともに各学部のカリキュラムの見直し状況、
新たな学問領域の検討経過に注視しながら検討を進め
る。 

3  担当教員による各科目の改善とともに、組織的な

授業改善に向けて課題共有の機会を拡充する。 

 

【取組内容】 
（1）前学期、後学期の授業終了時に学生に対して「授業アンケート」を実
施した。各教員がそれぞれの授業において学生から集めた授業アンケート
の結果をどのように認識し、それ以降の授業においてどのような改善に取
り組むのかを明確にしながら授業改善に取り組むことができるように「授
業アンケート報告書」の様式を変更した。 
 
（2）7月に、公立化後の学生層の変化ならびにそれに伴う授業内容の改善
状況などを把握することを目的とし、教員に対して「授業改善アンケート」
を実施した。（提出者数：35 名）。同アンケートの実施の結果、教員の多く
が認識する課題としては、語学系科目や理論系科目の内容・事項・量の見
直しとともに、多面的な角度から検討する課題解決型（地域協働型）の学
びの強化などが挙げられ、それらの対応について各講義・ゼミナールで進
めていくことにした。 
 また、5月と 1月に教育実践流広場を開催し、5月は「バリアフリー授
業実践」をテーマに（参加者数：31 名）、1 月には、「入学者層の変化に
対応した授業内容・方法の検討―授業アンケートを踏まえて―」をテー

マに「授業アンケート」と「授業改善アンケート」の集計内容の情報共
有を図るとともに、学生層の変化に対し、初年次ゼミナール（1年次必
修）ではどの様な取り組みが行われているのか、またその成果などに対

し意見交換を行い、課題と授業改善の方策について議論した。（参加者
数：36名） 

 
（3）2 月には、公立化後の学生像とそれに対する授業改善をテーマに、本
学と同様に私立大学から公立大学法人化した福知山公立大学の杉岡秀紀
准教授を招聘し、「地域協働型の学びの推進」をテーマに FD研修会を開催
した。（参加者数：42 名）                   
 
【資料番号】 
 3-1 授業改善アンケート関係資料（1-1 再掲） 
 3-2 教育実践交流広場関係資料（1-2 再掲） 
 3-3 平成 30 年度長野大学ＦＤ研修会関係資料 

               
【今後の課題】 
公立化後の学生層の変化に伴う授業内容の改善に向け取り組み（アンケ

ートの実施、アンケート結果内容の共有、授業改善内容の共有）を継続す
るとともに、多くの教員が関心を寄せるテーマを設定しながら教育実践交
流広場の参加率の向上を図る。私立大学から公立大学法人化した大学との
情報交換を含めこれらの課題を共有する機会を拡充する。 

b 



22 

 

 

 

 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 イ 授業内容の改善 

  4 学生が個々のレベルや専門を勘案して授業科目

の履修ができるようになるため、履修系統図又はナ

ンバリング（授業科目に適切な番号を付し分類する

ことで、学修の段階や順序等を表し、教育課程の体

系性を明示する仕組み）の検討を開始する。また、

平成２９年度に導入した成績評価システムについ

て、学生への影響や問題点の洗い出しなどを行う。 

【取組内容】                    
平成 29 年度に導入した成績評価システム（GPA 制度）について、令和元

年度からの本格的な運用に向け、平成 30 年度後学期履修ガイダンス時に
GPA制度の運用についてのアナウンスを行った。その後、GPA 制度における
教学基準（卒業時の GPA 到達目標など）の検討を行った。また、履修系統
図、ナンバリングについてはその必要性を大学教育センターで確認し、他
大学の情報収集をした。  
 
【資料番号】 
 4-1 成績評価と GPA制度について         

 
【今後の課題・方向性】 

GPA 制度を本格運用することに伴い、教学基準や活用方法を定め、学生
に周知するとともにホームページで公表する。履修系統図又はナンバリン
グについては、令和 2年度の導入に向け、次年度本格的な検討を行う。               

 

b 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
教育活動を効果的かつ効率的に推進し、教育に関する目標を達成するため、優秀な人材の確保と効果的な人員配置を行う。 

また、教育効果を高めるため、学生が意欲をもって学修に打ち込めるような環境を整備する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 教員の採用と評価の実施 

 （ア）教員の採用 
教員の定員は大学設置基準に基づいて定め、各学部

に年齢構成にも配慮しながら、適正に配置する。また、
今後、特に究めるべき学問領域には重点的な配置も検
討し、主要科目は専任教員が担当できるように努める。 
教員の採用は、学長のもとに人事委員会を設け、教育

に関する目標を達成するため、公募により優秀な人材
を確保する。公募は求める人材像を明確にした上で、選
考方針に基づいて審査を厳正に行う。 
審査の内容は、主に教育、研究、社会活動及び人物等

について、書類審査、面接審査に加え、模擬授業も行い
教育上の能力を評価して採用を決定する。 

（ア）教員の採用 

5 学生数の増加、カリキュラム充実に対応するため、

教員採用に取り組む。採用にあたっては、人材確保の

観点から公募の開始時期を早めるとともに選考手順

を見直し、厳正公正な手続きをしつつ、より短期間で

候補者を決定する手順を確立する。 

 

平成３１年４月１日採用 

予定教員数 ５人 

学部別内訳： 

社会福祉学部    ２人 

環境ツーリズム学部 １人 

企業情報学部    ２人 

 

【取組内容】 
 公募開始時期を早めるなど選考手順を見直した結果、計画どおり教員を
採用することができた。また、語学教育の充実のため、英語担当教員を 1
名追加で採用した。 
 

【資料番号】 
 5-1 教員採用計画、採用結果 
 
【今後の課題・方向性】 
 引き続き厳正公正かつ短期間で採用を行う。 
 
 
 
 
 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 ア 教員の採用と評価の実施 
（イ）教員の評価  
教員評価制度を導入して、教員の意識改革と教育研究

活動の活性化を図る。教員評価の時期は、採用時、任期
を迎える時期、昇任を迎える時期に行う。評価の内容は、
主に、教育、研究、管理運営、社会貢献等を総合的に行
う。評価者は専門分野の近い教員によるピア・レビュー
（同僚評価）に加え、当該学部長や他学部の教員も行う。 
また、教員の任期制を導入し、教員が主体的に教育研

究活動を向上させ、教員集団の組織的協働を推進する。 
任期は原則的に５年とし、在任期間中の業績評価に基

づいて、任期の更新やテニュア(終身雇用資格)の取得を
審査する。 

 

（イ）教員の評価 

6 教員の意識改革と教育研究活動の活性化を図るた

め、新規採用時、任期を迎える時期、昇任時に教員評

価を行う。 
 新規採用教員については、任期制での任用を行い、
在任期間中の業績により、任期の更新やテニュアの
取得の審査を行う。 

【取組内容】    
 教員評価は、教育、研究、管理運営、社会貢献等の 4領域について、新
規採用者（6 名）、昇任該当者（3名）に対して実施した。なお、任期制に
基づく教員評価は該当者（任期 5年を迎えた教員）がなく実施しなかった。                                 

 
【資料番号】                                    
 6-1 教員評価関係資料 

 
【今後の課題・方向性】 
引き続き教員の意識改革と教育研究活動の活性化を図るため、同制度に

よる教員評価を実施する。      

a 

一方、各年度の教員評価については、各教員は毎年定
期的に教育・研究・地域貢献活動等業績を更新し、学部
長が教育歴や研究歴等を評価する。 
また、教員表彰制度を設け、教育、研究、地域貢献など
の分野で高い成果を修めた教員に対しては、研究費の優
先配分等を行う。 

7  すべての教員は、１年間の業績（主に研究業績）

について、１月末日までに業績書の更新を行い、所属

長は当該業績書を評価する。 
 優れた教育活動、研究活動、地域貢献活動を行っ
た教員を評価し、研究費等で奨励する。 

【取組内容】                 
 各教員は、教育・研究・地域貢献活動等について、各自の業績書を更

新した。教員業績は各学部長が評価し、優れた実績をのこした教員 5 名
に対して教員表彰を行い、研究費を配分した。                  
                    

【資料番号】 
7-1 業績書更新一覧 
7-2  教員表彰関係資料                   
 

【今後の課題・方向性】              
教員の年度業績評価制度を導入する。 
 
 

b 

（ウ）教員の資質向上  
研究面の資質向上のため、各教員は毎年定期的に教

育・研究・地域貢献活動等業績を更新することによって、
自己評価を促進するとともに、翌年度の研究計画を立案
する。また、「研究交流広場」を定期的に実施し、異な
る専門分野の研究者との積極的な意見交換を促進する。 
また、教育面の資質向上のため、ＦＤ活動を充実させ、

「教育実践交流広場」を実施し、優れた教育実践につい
て教員が相互研鑽する。また、授業アンケートをセメス
ター※ごとに行い、結果を分析、評価することによって、
授業改善を行う。加えて、教員相互の授業参観や学外へ
の開放講義も行う。 
※セメスター制とは、４～９月の前学期と１０月～３

月の後学期の２学期を設け、半年間の学期ごとに授業が
完結し、単位を修得する制度。 

 
 

8  すべての教員は、更新された業績書により、自己
評価を行い、次年度に向けた研究計画を立案する。ま
た、研究計画の標準化の検討し、必要な措置を講ず
る。 

【取組内容】                                                    
 各教員は、更新された業績書により、自己評価を行い、次年度に向けた
研究計画を立案したが、提出時期が遅れた教員もいたことから C 評価とし
た。 
 なお、教育・研究の質向上を目的とした教員の人事評価制度の導入に向
けて、「教員の年度別業績評価」に係る指針と実施要綱の骨子を人事委員
会で作成した。当該制度は、令和元年度から試験的に運用開始し、令和 2
年度から本格的に導入する。  
 
【資料番号】                  
 8-1 研究計画書資料 
 8-2 諮問書 
 8-3 制度の骨格「教員の年度別業績評価に係る指針と実施要領（第 2 案）」 

 
【今後の課題・方向性】 
 令和元年度施行、令和 2 年度本格導入とする。 

ｃ 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 ア 教員の採用と評価の実施 

 9 ＦＤをも含めた研究推進活動として、研究交流広
場を年間 6 回実施（参加者数 60人以上とする）し、
異なる専門分野の研究者との積極的な意見交換を促
進する。 

【取組内容】                          
「研究交流広場」を３回（参加者数 31名）、学内研究会を１回開催した。
研究交流広場については、年間 6回の開催を目標とし計画していたが、目
標の達成ができず、多くの教員が参加できる日程の確保ができなかった。 
 
【資料番号】 
 9-1 研究交流広場まとめ 
 9-2 学内研究会の案内と実施報告 
 
【今後の課題・方向性】 
 研究交流広場のあり方について、多くの教員が参加できるよう内容を見
直し、従来の研究活動の報告に加え、公立大学の構成員としての役割や、
学内の研究活性化策をテーマとする研究交流広場の開催を検討する。 
 

ｃ 

10 ＦＤ活動の一環として、教育実践交流広場を年間
2 回実施（参加者数 60 人以上とする）し、優れた教
育実践について教員が相互研鑽する。 

【取組内容】                  
（1）5 月に「バリアフリー授業実践」をテーマに教育実践交流広場を実

施し、31 名の参加があった。                   
 
（2）1 月に「入学者層の変化に対応した授業内容・方法の検討 ―授業

アンケートを踏まえて―」をテーマに 2 回目の教育実践交流広場を実施
し、36 名の参加があった。そこでは、「授業アンケート」と「授業改善ア
ンケート」の集計内容の情報共有を図るとともに、学生層の変化に対し、

初年次ゼミナール（1 年次必修）ではどの様な取り組みが行われているの
か、またその成果などに対し意見交換を行い、課題と授業改善の方策につ
いて議論した。              

 
【資料番号】 
 10-1 教育実践交流広場関係資料（1-2 再掲） 

 10-2 授業改善アンケート関係資料（1-1再掲）                
 
【今後の課題・方向性】 

 令和元年度も引き続き「授業改善アンケート」を実施し、公立化後の学
生像の変化に対し個々の教員がどのように工夫を凝らしているかなどに
ついて情報交換を行うとともに、教員同士の相互研鑽の機会を設ける。 

 
 
 

 
 
 

 
 

ｂ 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 ア 教員の採用と評価の実施 

  11 授業評価アンケートをセメスターごとに行い、結
果の分析・評価を行う。 

【取組内容】                          
（1）それぞれの授業において学生から集めた授業アンケートの結果を教
員がどのように認識し、それ以降の授業においてどのような改善に取り組
むのかを明らかにしながら授業改善に取り組むことができるように授業
アンケート報告書の様式を変更した。授業アンケート報告書においては、
学生に対する授業アンケートの結果を分析・評価し、実際にどのような授
業改善策を講じたか、また改善した結果、どの様な変化が見られたかを記
述する項目を新たに設け、PDCA サイクルをより重視した様式・方法に変
更・修正した。                    
 
【資料番号】 
 11-1 授業アンケート報告書フォーマット 
 11-2 授業アンケート実施結果                    
 
【今後の課題・方向性】 
 授業改善策に対する効果など PDCA サイクルが機能しているかなども含
め、結果の分析・評価を行う。 
 

ｂ 

 イ 教育環境の整備 

 （ア）スチューデントアシスタントの充実 

対話的討論や課題発見・問題解決型学習を充実させるた
め、スチューデントアシスタント（学士課程の学生が教
育の補助を行う制度）など教育支援体制を充実させる。 

12（ア）学内に対して、効果的なスチューデントアシ

スタント（ＳＡ）活用事例の情報発信に努めるととも
に、企業・組織の人づくりに対する意見の教育内容へ
の反映や、学生等の意見を踏まえた教育環境の改善

（特に、学生の講義室、演習室等の使用状況を踏まえ
た改善）について検討し必要な措置を講じる。 

【取組内容】 

（1）スチューデントアシスタント（ＳＡ）については、現在の活用状況
を踏まえながら、その制度充実（グループワーク等への取り入れ等）に
向けて検討を行った。SA の活用については、語学系授業での支援やゼミ

ナールでのグループワーク支援など幾つか考えられることから、それら
を周知しつつ、講義・ゼミナール担当者に対して SA利用の申込を受け付
けた。 

 
（2）学生アンケートやキャンパスミーティング、学生との授業懇談会に
おいて教育施設・設備面の意見を聴取している。これらの意見を踏まえ

つつ、教室環境の改善においては、利用頻度の高い教室の傾向を把握す
るとともに、その傾向に基づいた改修を検討した。また、アクティブラ
ーニングなどの学びに対応した環境整備（可動式机の整備、発表用機器

の拡充）についても検討した。                                                                                                                                          
 
（3）企業・組織の人づくりに対する意見を教育内容に反映させるため

に、「業界・仕事研究セミナー」や「高校教員向け説明会」でのアンケー
ト調査を行い情報収集した。 
 特に高校教員から地域協働型教育の充実に関する要望が多かったこと

から、それを踏まえて地域協働型教育の強化を図った。 
 
【資料番号】 

 12-1 大学教育センター議事録（第 7 回、第 8回） 
 12-2 SA制度検討資料 
 12-3 長野大学教室等の仕様・機器等一覧表 

 12-4 平成 30年度「教育環境の整備」要望書               

ｂ 
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 12-5 業界・仕事研究セミナーアンケート 
  12-6「大学・入試説明会」参加者アンケート（抜粋） 

   
【今後の課題・方向性】 
 大学の魅力につながる授業（教育効果の高い授業）を展開するため

に、引き続き、教室環境を確認し、その改善に向けた検討を行う。ま
た、公認心理師課程に必要な施設・設備についての確認、検討を行う。 
 

 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 イ 教育環境の整備 

 （イ）カリキュラムの見直し 
社会や学生のニーズに合ったカリキュラムの見直し

を適宜行う。そのために、高校訪問や高校教員説明会等
で集約した要望や意見、地元経済界、自治体、活動団体
などからの要望や意見を参考に、検討し見直す。 

13（イ）地域内への就職率向上や地域内企業からの支

援促進を図るべく、上田市内経済団体との連携協定

締結を予定している。地域経済活性化への貢献を目

指す中で、農業分野への取り組みを強化する。JA 上

田との連携協定締結を検討する。 

【取組内容】 

  上田市内経済団体（上田商工会議所・上田市商工会・真田町商工会の
３団体）と連携協定を締結し関係強化を図った。上田地域農業分野との
連携協定については相手方の状況を踏まえながら継続して検討すること

とした。 
  また、下記のように高校教員との意見交換をとおし教育内容や入試概
要の検討等に活用した。 

①県内外の高校進路指導担当教員に対し、大学・入試説明会の実施（14
会場。意見交換を含む） 

②本学で計 12 校（県内 8校、県外 4 校）の大学見学会の受け入れ、実施

（進路指導教員向け個別説明や意見交換を含む） 
③東信校長会（平成 30年 9 月 4日）における校長・教頭向け講演会に加
え、上田染谷丘高校(平成 30年 7月 13日)と上田東高校(平成 30 年 10

月 2 日)での進路講演会を実施（意見交換を含む）          
 
【資料番号】 

 13-1 上田商工会議所、上田市商工会、真田町商工会との連携に関する協定書 

 13-2 2018 年度公立大学法人長野大学 大学・入試説明会説明資料 
（※進路講演会資料を兼ねる） 

 13-3 高校教員向け「大学・入試説明会」実施要領       
 13-4 2018 年度大学見学会 
   

【今後の課題・方向性】 
 広報入試担当職員が高校訪問を実施する際に、本学各学部の学びや専
門性、その特徴を高校教員に説明するとともに、高校生の希望進路・希

望職種ニーズとの整合性を確認する。 
 

ｂ 
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 （ウ）キャンパスミーティングの実施 
「キャンパスミーティング」を年２回開催して、学生の
要望や意見を汲み上げ確認し、全ての学生が学びやすい
教育環境の整備に努め、教育活動の向上を図る。 

14 （ウ）キャンパスミーティングを年２回開催して、

学生の要望や意見を聴取し、教育環境の整備に努め

る。 

【取組内容】 
（1）平成 30 年 6 月 20 日及び 11 月 21 日にキャンパスミーティングを実
施し、施設整備、サークル活動 、授業環境等についての意見交換を行っ

た。 
（2）キャンパスミーティングでの検討事項のうち、県外生や女子学生の
急増に対応してほしいという学生自治会からの要望に対して、「駐輪場の

拡張、男子トイレの女子トイレ化が不十分ではあるが進められた」と学生
からの評価があった。このように、キャンパスミーティングにて提案され
た内容と、その後の対応については、学生自治会と学生支援担当でとりま

とめたものを次のキャンパスミーティングにて報告する体制を整えた。 
 

【資料番号】 

 14-1 キャンパスミーティング関係資料 
  

【今後の課題・方向性】 

学生の利便性を高めるための施設整備を進める上で不可欠な「学生の意
見を聞く」体制をさらに整備し、充実させる。 
 

ｂ 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

ア 学生生活支援 
 

中期目標 
学生の意見や要望を把握し、対策を講じることで、学生支援を推進する。 

また、充実した学生生活が送れるよう、学修活動、課外活動、健康相談等の支援体制の充実を図る。 

併せて、留年者、休・退学者及び未就職者が生じる原因の把握と対策を行い、退学者や未就職者を減らす。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生生活支援 

 （ア）心身の健康保持支援  

学生の心身の健康の保持を図るため、教職員と学生相

談室（相談員配置）及び保健室（保健師等配置）を置き、

教職員と学生相談室及び保健室、また、医療機関と連携

して学生を支援する。 

加えて、心の健康相談と早期改善に結びつくようにキャ
ンパスソーシャルワーカー（大学内で相談援助を行う
者）を配置し、メンタルヘルスを行うとともに、専門医

の受診を紹介するなど、学生支援体制の充実を図る。 

15 学生のメンタルを含む健康状況の把握と心身の

健康の保持、増進のために組織的な支援体制を強化
する。また、人権、薬物、喫煙、ＳＮＳ等情報通信の
利活用、消費生活関連、労働問題等のミニセミナーを

開催し、健康や社会生活に関する正しい知識が身に
つくよう情報を提供していく。 

【取組内容】 

(1)心理的課題のある学生を早期に発見するための「学生相談室予備カー
ド」については全新入生の分の回収ができた。しかし、集計や呼びかけ相
談につなぐ連絡要員が不足しており前学期中の対応ができなかった。後学

期には実施することができた。 
(2)課題のある学生に対する教職員集団による支援を円滑に進めるための
支援会議を複数回持つことができた。 

(3)新入生ガイダンスにおいて、人権、薬物、喫煙、ＳＮＳ等情報通信の
利活用、消費生活関連、労働問題等に関する冊子を配布し注意喚起を行っ
た。また、労働基準監督署主催による学生アルバイトに関するミニセミナ

ー・個別労働相談を実施した。 
(4)県外からの新入学生が急増しており、一人暮らしに対する支援を確実
に実施するため新入生オリエンテーション企画の検討を 3 学部間の調整を

図りながら行った。また、3 学部の教育内容に応じたプログラム案を作成
した。 

ｂ 
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(5)本学学生の健康診断受診率が県内他大学と比較して低いことを問題視
し、実施方法や実施内容についての検討を行った。 

 
【資料番号】                        
 15-1 学生相談室予備カード 

 15-2 学生支援検討会関係資料 
 15-3 学生生活スタートブック 
 15-4 学生アルバイト労働相談 ミニセミナー資料 

 15-5 新入生オリエンテーション企画資料  
 15-6 健康診断の再検討・実施について 
 

 
【今後の課題・方向性】 
(1)課題のある学生が増加していることからも、相談室の体制強化、専門

相談員やキャンパスソーシャルワーカーの常勤化、正規雇用化について早
急に検討する。 
(2)学生の健康診断率を向上させるため、次年度から学生が受診しやすい

時間帯での健康診断実施を予定する。 
 

      
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 ア 学生生活支援 

 （イ）学修支援 

新入生の大学への適応が円滑に進むよう、入学前学習

と入学後のオリエンテーションの充実を図るとともに、

在学生にはアドバイザー（担任制）による学修支援及び

個別相談を行う体制を整備し、学業不振による退学者の

減少に努める。 

加えて、専門図書の蔵書及び自主学修スペースの整備な
ど図書館の充実とレファレンスサービス（利用者が求め
た情報や資料を検索・提供・回答する業務）を行うなど
学修支援の充実を図る。 

16 新入生の大学への適応が円滑に進むよう、年度当

初のガイダンスやオリエンテーションでの履修指導

の充実を図る。在学生にはアドバイザー（担任制）が

授業への出席状況及び単位修得状況を把握するとと

もに、必要に応じてオフィスアワー（週２コマ）を活

用した声かけや個別相談等の実施により、学生の変

化等に気付くことにより早期の対応がとれるよう努

める。 

 また、図書館においては、授業に関連した図書（推

薦図書・指定図書）の充実を図り、学生の自主的な学

修環境の充実に努める。 

【取組内容】 

(1)各学期開始前には学年別の履修ガイダンスを行い、オフィスアワーを活
用したアドバイザーによる個別相談や教育支援担当窓口での個別指導を行
うなど、履修指導の充実を図った。 

 
(2)学生支援検討会では、単位修得状況および出席状況の情報を学部教員全
員で共有し、必要に応じて関係者間で協議し、父母などとの三者面談等を

行うなど親（学資負担者）との連携も図った。 
 
(3)新入生の大学への帰属意識醸成のための特別講演会「長野大学のルーツ

を探る旅」を平成 30 年度入学式にて実施した。 
 
（4）図書館においては、学生の教育・研究の推進を念頭におき、専門分野

ごとに図書・雑誌の整理・選定を行った。 
 
【資料番号】 

 16-1 各学部新入生・在学生履修ガイダンス資料 
 16-2 学生支援検討会関係資料（15-2再掲） 
  16-3 特別講演会関係資料 

 
【今後の課題・方向性】 
(1)新入生の大学への帰属意識醸成のための特別講演会は新入生、および出

席した父母からも大変高評価であったため、次年度以降定例的に実施する。 
 

a 
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(2)学生支援担当において学生の出席状況を常時確認することを通して、学
生の変化に対して速やかにアドバイザー教員へ連絡する支援システムを検
討する。 

 

 （ウ）課外活動支援 

学生のサークル、ボランティア、委員会、自主的な研

究活動等を奨励するとともに、強化サークルを指定し、

支援する制度の充実を図る。 

また、学生表彰制度を設け、課外活動等で顕著な成績
成果を上げた学生、社会に貢献した学生を表彰し、さら 
なる活動の向上に努める。 

17 学生に対する表彰（課外活動表彰制度）や奨励金

（夢チャレンジ制度）を活用して課外活動等を奨励

し、顕著な成績や社会貢献活動に対する意欲の高い

学生の活動を支援する。 

【取組内容】 
 平成 30 年度の「学生表彰制度」は６件（個人 4、団体 2）、「夢チャレン

ジ制度」は６件、「課外活動表彰」は 11 件（個人 11）であった。このよう
に取組みが顕著な学生について表彰しそれぞれの活動を支援するととも
に、夢チャレンジャーとして採用しそれぞれの夢の実現や目標達成に向け

てサポートした。なお、夢チャレンジャー（6 件）の報告会については、2
月に実施した。 
 また、学生の主体的なサークル活動を側面から支援するための顧問（教

職員）について、その役割等を明確にするための「サークル顧問教職員指
針」について、学生自治会の意見を聞きながら策定した。 
 

【資料番号】 
 17-1 学生表彰、課外活動表彰者資料 
 17-2 夢チャレンジャー一覧 

 17-3 サークル顧問教職員指針 
 
【今後の課題・方向性】 

 学生のサークル活動を組織的に支援するため、大学の教職員のボランタ
リーな活動としての顧問等の役割について実態を調査し、業務としての位
置付け等への転換について検討し体制を強化する。 

 

a 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 ア 学生生活支援 

 （エ）学生・卒業生アンケートの実施 
学生アンケートやキャンパスミーティングを実施し、
学生の意見や要望・提言を聞く体制を作るとともに、卒
業生に対し、学生生活の満足度やその修得効果などに
ついて意見、要望をアンケート調査で聴取しその結果
を今後の教育や学生支援等の改善に活かす体制を構築
する。 

18 教育内容や学生支援等の改善に活かすため、学生

アンケートやキャンパスミーティングを実施する。ま

た、卒業生からの意見聴取（アンケート等）を行い、

教育環境や学生支援等の改善に向けた検討を行う。 

【取組内容】 
(1)キャンパスミーティングを前学期、後学期の 2回実施し、学生生活を円

滑に進めるための環境整備等について、学生の意見をもとに改善するため
の方策を検討した。 
(2)平成 30 年度卒業生へのアンケートを卒業判定発表日（3 月 4 日）に実

施し、集計した。学部の学びについて、ゼミについて「満足・やや満足」
（86％）と高評価であったが、「施設面について満足・やや満足」（59％）と
いう結果であった。特に、図書館は満足だが教室はやや不満などの意見が

出されているため、今後の施設整備に活かしていく。 
(3)「学生生活実態調査」を 10 月に全学生を対象に実施し、集計した。 
学生生活実態調査では前回の実施が学校法人時（平成 28年度）であり、今

回は公立大学法人となったことでその差がわずかではあるが現れている
（１〜２年生が公立大学法人化後に受験、３〜４年生は学校法人時代に受
験）、特に公立化後の１、2年生の通学手段の半数が自転車になっている。

サークルの所属率は 7 割で変化が見られなかった。また、学生生活の満足
度も 75％で 2年前と変化はなかった。 
（4）上記のものを踏まえ、教育・学生支援環境（可動式机の整備、発表用

機器の拡充、駐輪場の拡充、トイレの整備など）の改善を行った。 
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【資料番号】 

 18-1 キャンパスミーティング関係資料（14-1 再掲） 
 18-2 卒業生アンケートにかかる資料               
 18-3 学生生活実態調査報告書 

 
【今後の課題・方向性】           
 キャンパスミーティング等で集約された学生からの要望や意見につい

て、学生の意見を聞きながら改修等を実施するための方策を検討し、実施
する。 
 

 （オ）学生への情報伝達体制の整備・構築 
安全で快適な学生生活を送ることができるよう、休

講情報、災害情報、気候情報、防犯情報、その他緊急を
要する情報など長野大学専用のポータルサイトを活用
して、迅速に情報を伝達する。 

19  防災訓練等緊急時を想定した状況下において、ポ

ータルサイトや学内音響システムの効果的な利用方

法を検討する。 

【取組内容】 
(1)長野大学大地震対応マニュアル（ポケット版）を作成し、全学部の学生
に配布した。 

(2)ポータルサイトやメールを利用し、全学生に対して各種防犯情報を配信
して注意喚起等を行った。 
(3)平成 30 年年 10 月 10 日に学内音響システムの確認をしつつ、全学的避

難訓練（全館にいる学生、教職員を対象にして）を実施し、訓練上の課題を
明確にした。 
 

【資料番号】 
 19-1 大地震対応マニュアル 
 19-2 各種防犯情報配信資料 

 19-3 避難訓練実施関係資料                   
 
【今後の課題・方向性】 

 学生が安全で快適な生活を送ることができるように、キャンパスミーティ
ング、全学的な避難訓練を継続して行う。もし災害が発生し被災した場合、
学生自身の身の安全を大学側へ通知するための手段について検討する。 

 

ｂ 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 ア 学生生活支援 

 （カ）学生支援の充実による退学率の減少：上記の教育
及び学生支援の（１）から（３）の目標を踏まえた計画 
学生の退学の主な理由は、「就学意欲を見出せないこ

とによる学業不振」、「メンタル上の課題」、「経済的事
由」などとなっている。退学率の減少にかかる基本的な
対策としては、 
１）学生の授業への出席状況及び単位修得状況の把

握と面談支援、 
２）学生のメンタルを含む健康状況の把握と相談支

援、 
３）学生の生活や経済状況の把握と経済支援制度の

拡充、などを図る。 
特に、「就学意欲を見出せないことによる学業不振」

への対策としては、学生が目標をもちながら計画的に
学習できる制度や仕組みについて検討するとともに、
学生がこれまでの自分について振り返り、大学の学び

20 各学部において学生支援検討会を定期的に開催

し、学生の単位取得状況、出席状況、及び動向を把握

するとともに、それぞれの学生の状況に応じた学習・

生活支援について検討する。 

 加えて、新年度は、主に新入生の情報収集を中心に

行いつつ、成績発表や長期休業前後など、そのときど

きに応じた支援を提供することで、より丁寧な学生対

応を行う。 

【取組内容】                       
 本年度は連続で欠席がつづく学生へアドバイザーを中心に呼びかけ相談

を実施した結果、平成 30年度の 4 月末時点の退学率は、38 名/1,477 名中
で、2.57％となった。ここ数年間の退学率は「平成 27 年度 3.50％→平成
28 年度 4.20％→平成 29 年度 2.78％→平成 30年度 2.57％」と年々減少し

ている。また、平成 30 年度の 38名の退学・除籍者のうち 23 名（約 6
割）が 4年生で、その内訳は主に過年度生（15名）である。学生支援の
充実の成果が退学率にあらわれていると考えられる。                    

 
【資料番号】                   
 20-1 学生支援検討会関係資料（15-2再掲） 

 20-2 退学・除籍者関係資料                             
  
 

ｂ 
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や将来の進路の方向性を主体的に考えられるような機
会について検討する。 
学生の計画的学習のために、 
Ａ）授業における予習・復習の重視と単位の実質化、 
Ｂ)履修制限単位数の設定、 
Ｃ）未修得単位の追加履修（各学期の未修得の一定単

位分を次期において履修可能にする）、 
Ｄ）アドバイザー教員による学生の出席・単位修得状

況の把握と、出席不良・単位未修得学生の学習支援、な
どを行う。 
また、学生の主体的学習のために、 
Ａ）これまでの自分の生き方について対話の中で振

り返り、これからどのように生きていくのか（ないし仕
事をしていくのか）を協働で考える「全学共通ゼミナー
ル（初年次ゼミナール）」、 
Ｂ）協働作業や対話の中から多面的な視点で物事を

考え、今後の方向性や自らの仕事のありようについて
考える「ゼミナール、実習・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」、 
Ｃ）地域（社会、企業・組織）の現状を捉えて、地域

をこのようにしたいということについて、地域住民、地
域企業・組織と学生とが協働で考える「プロジェクト」
などを推進する。 

 

 
【今後の課題・方向性】                    
 各学部の学生支援検討会において、それぞれの学生の出席状況、単位修

得状況について適宜確認ができるような体制について整備する。また、学
生の状況の共有しつつ、課題のある学生の生活や学びをどのように支援し
ていくのかについてより細かな内容を確認できるような体制を考える。    

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

イ 経済的支援 
 

中期目標 経済的に困窮している学生に対する支援や、学生の学修意欲を喚起するための経済的支援を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 イ 経済的支援 

学生の学修意欲を喚起するため、特待生制度の充実を

図るとともに、罹災・災害等にみまわれた学生や生活に

困窮した学生への経済支援制度・奨学金の充実を図り、

経済的理由による退学者の減少に努める。 

そのため、他の公立大学の取り組み状況を調査検討
し、合わせて学生の経済状況の把握に努め、経済支援制
度・奨学金を開学後早期に確立する。 

21 経済的支援にかかる新制度である、授業料減免制
度、奨学金制度などを運用するとともに、経済困窮学
生の支援や、意欲の高い学生の活動支援の充実（未来

創造基金の活用等）を図る。 

【取組内容】 
 経済的支援にかかる新たな制度の運用を開始し、授業料減免として 60
名に対して支援を実施した。また長野大学未来創造基金を活用し、長野大

学奨学金を 28 名に対して支援した。また年度途中における緊急的な学費
減免対応については 4名（主たる家計支持者死亡・災害等）への支援を行
った。 

 
【資料番号】 
 21-1 授業料減免関係資料 

 21-2 奨学金関係資料 
   
【今後の課題・方向性】 

 新制度の運用を通して、改善すべき点があれば対策を講じていく。 
 

a 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

ウ 障がいのある学生支援 
 

中期目標 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき適切な対応をとり、障がいのある学生などに対する支援を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 ウ 障がいのある学生支援 

 障がいのある学生に対するノートテイク等による情

報保障に加え、障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律に基づき適切な運用を行う。 

また、「障がいのある学生との懇談会」を年２回開催
し、そこで出された支援内容や施設設備（バリアフリー）

に対しての意見や要望を吸いあげ、学生支援体制の充実
を図る。 

22 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

で定められている合理的配慮や、障がいのある学生の

多様なニーズに対応できるよう、「障がいのある学生と

の懇談会」を年 2回開催し、支援内容や施設設備（バリ

アフリー）に対しての意見や要望を吸い上げ、学生支援

体制の充実を図る。 

 具体的には、授業における配慮に対する申請の徹底、

授業における要約筆記用ソフトウェア及び音声認識シ
ステムの運用、県内の特別支援学校（盲学校、聾学校、
養護学校）に対する進学説明会や資料送付等の実施を

行う。 

【取組内容】 
(1) 障がい学生に対する合理的配慮について、「長野大学障害者差別解
消法対応要領」をもとに障害学生支援室より授業科目担当者に対して対

応を依頼した。 
 
(2)支援内容や施設設備に対しての意見や要望を吸い上げ、障がい学生

の多様なニーズに対応するため、前学期は学生個人ヒアリングと災害時
の避難経路の確認を併せて行い、またアドバイザー教員による面接を実
施した。後学期は 2月 22日に懇談会を開催して学生の意見や要望を確

認した。施設改善については、前学期の結果を受けて要望を取りまと
め、バリアフリーキャンパスの実現に向けて事務局長へ施設改善要求書
を提出した。また、災害によるエレベーター停止等の事態に備えて、障

がい学生も交えてデモンストレーションを実施した上で、肢体不自由な
どにより階段利用が困難な学生の階段避難を支援するための機器（エア
ーストレッチャー）を導入した。 

 その他、11 月 2日と 2月 22 日には、障がいのある方を講師として障が
いに関する講演会を開催し、学内における理解啓発を推進するととも
に、障がい学生が自身の学生生活や将来について考える機会とした。 

 
(3)授業においては、聴覚障がい学生からの配慮申請に基づき情報保障
支援を実施した。また、支援者を養成するためにノートテイカー養成講

座（初級・中級）、ＵＤトーク支援者養成講座、教員向けＵＤトーク講
習会等を開催した。特に、ＵＤトーク（音声認識技術を活用した情報保
障システム）の授業での利用方法については、教育実践交流広場での報

告に加え、非常勤講師との懇談会にて聴覚障がい学生の支援のためのＵ
Ｄトークの活用方法について普及活動を展開した。 
 また、入学式・卒業式では障がい学生の要望を確認し、手話と字幕表

示による情報保障や、座席の配慮を行った。 
 
（4）特別支援学校に関しては、申し込みのあった県内外 3 校について

事前相談への対応を行い、長野大学における障がい学生支援の状況につ
いて説明を行った。 
 

 
 
 

 

b 
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【資料番号】 
 22-1 障がい学生支援制度関係資料  

 22-2 避難経路確認等 

 22-3 障がいのある学生との面接の実施について  
 22-4 施設改善要望  
 22-5 災害時用階段避難支援機器導入について  

 22-6 障がいに関する講演会・障がいのある学生との懇談会  
 22-7 養成講座・講習会について  
 22-8 入学式・卒業式における配慮  

 22-9 事前相談対応  
 
【今後の課題・方向性】 

 障がいのある学生の支援のみならず、今後もさらに支援者の育成をす
るなど、支援体制の充実を図っていく。一方、障がいのある生徒の受験
率が激減していることから、本学における障がい学生支援の内容を障が

いのある生徒らが所属する高校等に対して広報等の情報発信活動を実施
する。 
 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

エ 就職支援 
 

中期目標 
インターンシップや実習等の強化、拡充を図るとともに、卒業生の就職後のフォローを行うなど、企業・組織との連携強化により就職先を拡大させ、就職決定率及び地域内就職率（上田

地域定住自立圏域内就職率）を向上させる。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 エ 就職支援 

 （ア）就職指導体制の整備 
 大学卒業後の就職・進学の方向性を自覚的・主体的に

考えられるよう、また、卒業生に対する就職者・進学者
の割合を高めるよう、さらに、地域内就職者の割合を高
めるよう、これまで展開してきた特別コース※を推進し

ていくとともに、低学年からのキャリア教育の強化や、
個々の学生の資質、希望を的確に把握し、指導する体系
的な体制を整備する。 

 

23 学生の目標を持った学びや、将来を意識した学び

を支援するために、企業・組織・地域社会の課題発見・

問題解決型のゼミナールやプロジェクトをより積極的

に推進する。 

 これまで 3 年次、4 年次を中心としたキャリア教育・

支援では必ずしも十分ではないことから、平成 29 年度

は、低学年のキャリアガイダンスを開催するなどして、

早期からのキャリア教育・支援を重視した。平成 30 年

度においては、その内容の拡充を図り、学生の職業観を

低学年から段階的に養成するキャリア教育・支援を展

開するとともに、引き続き、正課科目（職業観養成科

目）、キャリアディベロップメントプログラム（採用試

験・検定試験対策講座）、及び就職活動支援イベント（ガ

イダンス、ゼミナール、研究セミナー）を整備し、就職

活動の支援を実施する。また、これらを実施する上で企

業・組織との連携を強化する。 

【取組内容】 
(1)長野大学の教育の 3 つ目の柱として設定した「地域協働型教育」に

ついて、それぞれの学部において、地域課題解決にかかるゼミナール、
プロジェクトを推進した(3学部で計 55件の取組み)。 
 

(2)職業観養成科目を確認・点検した結果、1 年次には各学部において
職業や生き方を考える科目があり、3 年次には「インターンシップ」「実
習」などの職業体験をする科目がある中で、その間の 2 年次には、学生

自身のキャリアを考える上で有効な科目が存在しないことが明らかと
なった。そこで、2 年次以降を対象とした「キャリアデザイン論」を新
規に開講し、学生がインターンシップや就職活動前に、自身の将来の生

き方や職業選択について考えられるような構成にした。それぞれの学
部において、職業観養成科目群および職業に関連した科目として配置
したものは以下の通り。 

①社会福祉学部 
1 年次：「福祉の仕事」 
2 年次：「職業選択と生き方」「キャリアデザイン論」「若者と労働」「相

a 
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 学生の職業観の醸成や専門的基礎知識・能力の涵養

に適う科目および講座になっているのかを確認・点検

するとともに、必要に応じて内容の見直しを図る。ま

た、地域協働型の教育の拡充により、学生の将来を意識

した学びや目標をもった学びをさらに支援する 

談援助基礎実習・演習」 
3 年次・4年次：社会福祉、相談援助、精神保健福祉援助にかかる実習

と演習の科目群 
②環境ツーリズム学部、企業情報学部 
1 年次：「職業選択と生き方」 

2 年次：「キャリアデザイン論」「若者と労働」「情報と職業」 
3 年次：「インターンシップⅠ」 
4 年次：「インターンシップⅡ」 

 
(3)学生が将来の職業やその上で必要となる専門的な知識・能力の涵養
を図ることができるよう各種の採用試験講座・検定試験対策講座を企

画・開催した。開講した講座は下記の通り。 
①公務員試験対策 
各学年別開講講座 

1 年生：「教養Ⅰ」後期 49 名 
2 年生：「教養Ⅱ」他 通年 70名 
3 年生：「教養Ⅲ」他 前期 67 名（行政職 61 名、公安職 3 名、福祉職

3 名） 後期 63 名（行政職 58名、公安職 2 名、福祉職 3 名） 
4 年生：「試験直前対策講座」前期 22名 
 

 
②国際キャリア（国際的職業人）対策 
 ・「英語コース」24名、「中国語コース」21 名 

 
③教員採用試験対策 
  各学年別開講講座 

 1 年生：「教員採用試験入門」12名 
 2 年生：「教職教養概論」8 名 
 3 年生：「論作文講座」9名、「直前対策講座」8 名 

 4 年生：「直前対策講座」6 名 
 
④簿記会計 

 ・「日商簿記 3級対策講座」13 名 
⑤情報処理技術者 
 ・「ITパスポート試験対策講座」15 名 

 ・「情報処理技術者」5名 
  ※記載人数は受講者数 
 

【資料番号】 
 23-1 平成 30 年度「地域協働型教育一覧」（1-4 再掲） 
 23-2 step UP 

 23-3 特別コース関係資料 
 
【今後の課題・方向性】 

 学生が将来の生き方を考えて、業界・企業・仕事などを理解し、それ
に向けてどのような準備が必要となるのかを理解し行動できるよう
に、科目や講座の点検と見直しを行う。また、学生が将来、地域や社会

でどのような活動や取組みをしていきたいかを考え、実際に体験がで
きるように地域協働型教育の拡充を図る。 
 

 



 

35 

 

    
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 エ 就職支援 

 具体的には、 

１）低学年からの企業・組織・地域社会の課題発見・問
題解決型のゼミナールやプロジェクトの推進、 

 

24 １）課題解決型のプロジェクトを拡充するととも

に、新規プロジェクトの始動を検討する。 

【取組内容】 

(1)平成 30 年度において、地域協働型の取組みやプロジェクト は、3 学

部で計 55 件の取組みとなった。 

(2)地元の中小企業、信用金庫と産学金協働で進める「知財活用プロジ

ェクト」が 2年目を迎え、2 つの試作が誕生するとともに、新規のプロ

ジェクトが始動した。 

(3)その他、地域づくりや、地域課題の調査、サービス系の企業から問

題解決型のプロジェクトの依頼があった。 

 

【資料番号】 

 24-1 平成 30 年度「地域協働型教育一覧」（1-4 再掲）             

                                                                                                                   

【今後の課題・方向性】 

 平成 30 年度に始動したプロジェクトや企画、調査をさらに具体化・

深化させるとともに、それら内容について吟味し、その継続や発展につ

いて検討する。また、各学部のゼミナールにおいて、地域社会や地域企

業・組織の課題を主題にした新たなテーマ設定の可能性についても検討

する。 

 

a 

 ２）学生の職業観を低学年から段階的に養成するキャリ
ア教育（職業観養成科目）及びキャリアディベロップメ

ントプログラム（採用試験・検定試験対策講座）の整備、 

 

25 ２）学生が目標をもって学びや生活ができるようキ

ャリアガイダンスの内容を見直す。 

【取組内容】 

  12 月に 1 年生、2 年生それぞれを対象とした「キャリアガイダンス」

を実施した。昨年度は、就職活動に向けた心構えや流れが中心であった

が、平成 30 年度においては、先輩学生の学びや学生生活について紹介

するとともに、将来を意識し目標をもった学びや生活をしていく重要性

を確認・共有する機会をもった。 

 

【資料番号】 

 25-1 1・2 年生キャリアガイダンス関係資料 

 

【今後の課題・方向性】 

  同ガイダンスに参加した学生が「このような学生生活が送りたい」と

目標や方針をもちながら今後の学びや生活がすすめられるように内容

を確認・点検する。また、次年度以降もこの方針をガイダンスの企画・

立案・運営において重視する。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ３）学部の特性を踏まえたインターンシップ先（実習先）

の開拓と実習内容の拡充、 

 

26 ３）前年度インターンシップの協定先として

特定した企業と協定を締結し、協定先の拡充を図

ることを目標とする。また、商工・経済団体等と

連携し定住自立圏域内におけるインターンシッ

プの受け入れ強化を図る。 

【取組内容】 

(1)学生のインターンシップ先との関係強化を図るために、これまで継続的に

受け入れのあった地域企業・組織とインターンシップ協定を締結した（協定

先：しなの鉄道㈱、信州うえだ農業協同組合、上田商工会議所、㈱池の平ホ

テル＆リゾーツ、中澤印刷㈱、㈱まちなみカントリープレス）。これにより、

定住自立圏域内を中心とした地域企業・組織におけるインターンシップの受

入れ強化を図った。 

(2)学生がインターンシップの経験やそこでの成長を自身の言葉で語っても

らう機会としてインターンシップ報告会を開催するとともに、本学学生のイ

ンターンシップの状況を理解してもらうために、インターンシップ受入れ企

業や受け入れ検討企業を同報告会に招聘し意見交換を行った。  

 

【資料番号】 

 26-1 インターンシップ報告会関係資料 

 26-2 インターンシップ協定書 

                         

【今後の課題・方向性】 

 地域企業・組織とのインターンシップ協定を強化・拡充する。商工・経済

団体との連携についてはこれまで、「業界・仕事研究セミナー」や「企業説明

会」の実施が中心であったが、インターンシップ先の確保にかかる支援の可

能性も検討する。 

 

b 

 ４）学生が進路に向けた活動時に就職活動に注力できる
ような学生の履修支援体制の整備、 

 

27 ４）学修支援の一環として GPA 制度を導入す

るとともに、履修ガイダンス時のキャリアの視点

の強化を図る。学生の目標を持った学び（計画的

な履修）に向けて、各学部の学生支援検討会の拡

充を図る。 

【取組内容】 

(1)成績通知書および成績証明書においては、履修科目の評価とともに学期の

ＧＰＡと累積のＧＰＡを記載し、学生が自身の評定を理解できるようにした。

また、アドバイザー教員は、担当する学生の出席、修得単位数、科目の評価、

ＧＰＡといった履修指導にかかる総合的な情報が把握できるようになった。

また、出席不良や単位未修得など課題のある学生について、各学部の学生支

援検討会で状況を確認し、今後の対応について確認した。   

 また、学生が他大学大学院へ進学を希望する場合の学校推薦基準において

ＧＰＡを基礎に設計するなど、その活用を具体的に進めている。 

(2)履修ガイダンス期間中に、キャリア関係のガイダンス（特別コース、各種

資格講座）を併せて実施するとともに、就職活動を意識した計画的履修や「将

来を意識した学び」について確認した。 

(3)学生が将来を意識しながら学びや生活ができるよう、1 年次、2 年次を対

象とした「キャリアガイダンス」を実施した。 

 

【資料番号】 

 27-1 成績評価とＧＰＡ制度について（4-1 再掲）                                                                                                   

 27-2 ガイダンス資料（キャリア関係） 

 27-3 1.2 年生キャリアガイダンス資料（25-1再掲） 

 

 

b 
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【今後の課題・方向性】 

 ＧＰＡ制度を導入し、学生自身や関係者が成績状況を把握しやすくなった

ことを受け、同制度の本来的な目的を達成するための取組みを進めていく。

学生自身の目標管理や、関係者の指導・相談支援などに活用する仕組みにつ

いて検討する。 

 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ５）学生が進路を選択・開拓する上で有用な就職活動ガ
イダンス・就職活動ゼミナール（採用担当者・実務家の

招聘による職業観の養成、業界・企業・事業・仕事の理
解、コミュニケーション能力やマナーの涵養、自己紹介
書の作成支援、面談練習支援）の実施、 

 

28 ５）学生が進路を選択・開拓する上で有用な就職活

動ガイダンス・就職活動ゼミナール（採用担当者・実務

家の招聘による職業観の養成、業界・企業・事業・仕事

の理解、コミュニケーション能力やマナーの涵養、自己

紹介書の作成支援、面談練習支援）を行うとともに、採

用担当者・実務家の招聘にあたっては、県内および地元

企業・組織の参加の増加を図る。 

【取組内容】 

(1)就職活動に向けた心構えや具体的な準備をイメージし、低学年の段

階から将来を意識し、目標をもった学びと生活ができるようにするた

めに、1 年生、2 年生のそれぞれを対象とした「キャリアガイダンス」

を実施した。 

 

(2)就職活動に向けて段階的に準備ができるように、3 年生を主な対象

として「就職活動ゼミナール」（以下、就活ゼミ）を定例的に実施した。 

 5 月 前学期 就職活動ガイダンス 

    インターンシップガイダンス 

    社会人基礎力診断テスト 

 6 月 自己分析、業界研究 

 7 月 新聞の活用、ビジネスマナー講座 

10 月 後学期 就職活動ガイダンス 

11 月 採用担当者の視点、履歴書の書き方 

12 月 4年生の就活報告会 

 1 月 県内・地元企業の参加を強化した「業界・仕事研究セミナー」 

 2 月 面接トレーニング 

 3 月 エントリーのサポート 

 

(3)キャリアサポートセンターの教職員において、10 月以降、3年生を

対象とした就職活動にかかる個別面談（キャリア面談）を実施するとと

もに、自己紹介書（履歴書・エントリーシートなど）作成にかかる支援

を行った。 

 

【資料番号】 

 28-1 1.2 年生キャリアガイダンス資料（25-1再掲） 

 28-2 ガイダンス資料（キャリア関係）(27-2 再掲) 

  28-3  step UP(23-2 再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 学生が就職活動に向けて個人の方針をもち、具体的な対策や準備が

できるような一連の活動となっているのかという視点で、ガイダンス、

ゼミナール、講座、面談の内容の点検と見直しを行う。また、卒業生に

よるキャリア講演や、企業人事担当者によるキャリアイベントなどに

おいては、県内および地元企業・組織の招聘を重視する。 

 

a 
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 中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ６）上田地域定住自立圏域をはじめとする県内の企業・

組織を招聘した合同企業説明会（業界・仕事研究セミナ
ー）及び個別企業説明会の実施、 

 

29 ６）上田地域定住自立圏域をはじめとする、県内の

企業・組織を招聘した合同企業説明会（業界・仕事研究

セミナー）及び個別企業説明会を実施する。 

 個別企業説明会においては、県内および定住自立圏内

企業・組織の参加の増加を促す。また、定住自立圏域

内の商工・経済団体等との連携により、学生の地域内

企業見学及び経営者との交流機会を推進し、本学学生

の地域内企業への認知度向上を図る。 

【取組内容】 

 県内および上田地域定住自立圏域内の企業・組織を中心に招聘した
「業界・仕事研究セミナー」を開催するとともに、「個別企業説明会」
を開催した。また、「地元企業の見学ツアー」を実施し、学生は地元の

企業 3 社（(株)タツノ、オルガン針(株)、アート金属工業(株)）におい
て、社内見学、社長との懇談を行った。 
なお、「業界・仕事研究セミナー」へ招聘した企業のうち上田地域定

住自立圏域内の企業の割合は 46.3％（平成 29年度 42.1％）である。 
 

（1）平成 30 年度「業界・仕事研究セミナー」（平成 31年 1月 29日） 

・参加企業数 41 社（定住自立圏域内企業 19社） 

・参加学生数 228 名 

・学生参加率 67.2％（社会福祉学部 57.5％、環境ツーリズム学部

75.8％、企業情報学部 75.8％）  

・学生満足度 81.7% 

 

（2）平成 30 年度「学内個別企業説明会」 

・平成 30年 4月 20日からスタートし、平成 30 年度においては、計 52

社の説明会を開催した。 

 
 

【資料番号】 

 29-1 業界・仕事研究セミナー開催資料 

 29-2 業界・仕事研究セミナーアンケート(12-5再掲) 

 29-3 学内個別企業説明会開催資料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

【今後の課題・方向性】 

「業界・仕事研究セミナー」や「個別企業説明会」において上田定住自

立圏域内企業・組織の参加割合を高めることを重視してきた。一方で、

学生には、業界や企業、仕事を広く理解してもらいたいとも考えるた

め、招聘する上田地域の割合は、現状の高い割合を堅持しつつ、学生が

業界や企業、事業、仕事一般について理解することも重視した構成も検

討する。また、学生が地域内企業を見学したり、経営者と交流する機会

についても設定し、学生の地域内企業への認知度向上を図る。 

 

 

 

 

 

ｂ 

 

 

 



 

39 

 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ７）学生の大学院（修士課程）進学に向けたアドバイザ
ー教員による研究計画策定支援、口頭試問対策支援及
び専門試験対策支援の実施、 

 

30 ７）学生の大学院（修士課程）進学に向けたアドバ

イザー教員による研究計画策定支援、口頭試問対策支

援及び専門試験対策支援を引き続き行う。 

【取組内容】 

 大学院進学を希望する学生のアドバイザー教員により、それぞれの

大学院受験ごとに研究計画の作成、専門記述試験、英語試験、面接口頭

試問試験にかかる支援を行った（一橋大学大学院社会学研究科、上越教

育大学大学院学校教育専攻などに合格）。 

 

【資料番号】 

 30-1 進学希望者の進学先一覧 

 

【今後の課題・方向性】 

 指導教員および関係教員による研究計画策定支援、口頭試問対策支

援及び専門試験対策支援を継続して行う。 

 

a 

 ８）アドバイザー教員及びキャリアカウンセラーによ
る学生の就職・進路にかかる状況把握と相談支援体制
の強化、などを図る。 

 

31 ８）学部教授会の学生支援検討会における学生の就

職活動の状況把握及び捕捉の機会を、就職活動時のみ

ではなく、就職活動のピークが終わる 10 月から 12 月

においても設定する。 

【取組内容】 

(1)就職活動を目前にひかえた 3年生全員を対象にして、個別のキャリ

ア面談を実施した（平成 30年 11月から平成 31 年 1月にかけて実施）。  

 また、キャリアカウンセラー2名を配置し、学生の就職状況の補足お

よび未決定学生の個別相談支援、企業紹介を適時実施した。 

 

(2)キャリアサポートにおいて就職活動の状況が十分に把握できない

学生について、担当するアドバイザー教員に対して当該学生の就職活

動の状況の確認・補足を依頼し、学生が就職活動を継続できるように努

めた。 

 

【資料番号】 

 31-1 キャリア相談、面談、指導実施資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 キャリアサポートの教職員が十分に状況を把握できない学生や就職

活動が十分に展開できない学生に対して、アドバイザー教員と連携し

ながら支援する体制を検討する。特に、就職活動のピークが終わる 10

月以降において、アドバイザー教員と協力しながら学生の就職活動の

状況の把握・補足に努め、それを踏まえてタイミングよく相談支援や求

人紹介ができる流れを重視する。 

 

ｂ 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 エ 就職支援 

 （イ）企業・組織との連携強化による地域人材の育成

と輩出 

 

【地域が求める人材の育成に向けた取組】 

就職支援については、社会に有用な事業を展開する

地域内・地域外の優良企業・組織を特定し、学生に対

して適宜紹介するとともに、学生がそれら企業や事

業・仕事の特徴などを理解し、効果的な就職活動が展

開できるように支援する。 

特に、地元企業・組織（国際的な事業を展開する企

業・組織を含めて）については、ヒアリング調査や卒

業生との繋がりを強化するなど、地元企業・組織が求

める人材像（能力・資質）を定期的に確認して可能な

限り教育内容や、ディプロマポリシー、カリキュラム

ポリシー、アドミッションポリシー等に反映する。 

また、地元企業・組織でのインターンシップや実習

等の就業体験の機会・内容を拡充し、学生の業界や企

業、事業及び仕事などへの理解を深めるとともに、学

生が地元で生きることの意味を実感できるように支

援する。 

 

【地元企業・組織との連携による教育の充実】 

現在試行的に進めている地元企業・組織との産学協

同プロジェクトをさらに拡充し、学生が企業や組織と

ともに事業開発や商品開発等に取組むことにより、職

業観や勤労観、さらには職業人として必要な知識・能

力・姿勢を習得できるように支援する。 

また、上記のインターンシップ（海外インターンシ

ップを含む）や実習等の受入先を新規に開拓するな

ど、地元企業・組織との連携による教育を充実させ、

共に学生を育成するシステムを構築する。そして、こ

のような地域協働型教育により、地元で生きることを

重視する学生が、実際に進路選択ができるように、県

内及び上田地域定住自立圏域内の企業・組織を招聘し

た「合同企業説明会（業界仕事・研究セミナー）」や、

「個別企業説明会」を実施する。 

【地元企業・組織の魅力を伝える】 
地元の企業・組織訪問を実施し、求人や求める人材

像（知識・能力・姿勢・態度等）にかかる情報収集を

するとともに、学生にそれらの情報を適時提供する。 

また、本学教職員とともに、旧学校法人の同窓会、
卒業生などの協力を得て、積極的に企業・組織開拓を

する。  

関連して、就職情報に精通したカウンセラーを配置
し、きめ細かな就職支援を行う。 

32 地元企業・組織でのインターンシップや実習等の就

業体験の機会・内容を拡充し、学生の業界や企業、事業

及び仕事などへの理解を深められるよう支援する。 

 学生が地元企業・組織を知るための機会を特に多く設

定する。具体的には、地元企業の社長との懇談や、地元

企業の「会社説明会」を開催する。また、学生が地元企

業・組織を知り、地元で生きていくことを具体的に考え

られるための機会をさらに設定する。 

 加えて、新たに「地元企業見学ツアー」等を実施す

る。 

 平成 29 年度に引き続き、学生が企業理解等を深める

ともに、関係者が本学のキャリア教育・支援の内容を知

ることができるように、以下の機会を設定する。                                  

 ・インターンシップ報告会の開催とその際の企業との

意見交換会の開催                   

・「STEP UP」（キャリアサポートセンターで作成するリ

ーフレット）の内容の工夫 

・「業界・仕事研究セミナー」および「福祉の仕事説明

会」の開催 

・上田産業展への参加 

 

【取組内容】 
(1)地元の企業・組織・団体と協働し、地域課題の解決を担い、地域
人材を育成すべく、以下の企業・組織から寄附講座を受入れた。 

①日本銀行長野事務所（企業情報学部・環境ツーリズム学部職業観養
成科目「職業観養成特別講義 A」） 
②長野県観光部（環境ツーリズム学部専門科展開科目「観光特別講義

A」） 
③信濃毎日新聞社（社会福祉学部総合研究科目「社会福特別講義 G」） 
 

（2）産学官協働により教育・研究を推進すべく、以下の組織・企業
と協定を締結し、各種事業を展開した。                    
①上田商工会議所（地域課題の解決および人材育成：業界・仕事研究

セミナー、企業説明会、インターンシップにおいて）                
②上田信用金庫（平成 29年度協定締結）（地域課題の解決および人づ
くり：知財活用プロジェクトにおいて） 

③長野県中小企業家同友会（平成 29 年度協定締結）（平成（地域課題
の解決および人づくり：知財活用プロジェクトにおいて）                       
④(株)ミマキエンジニアリング（教育・研究活動の推進：デザインプ

ロジェクトにおいて）                  
 
(3)学生が地元企業・組織を知り、将来、生きていくことを考える機

会として以下を開催した。 
①長野県中小企業団体中央会と連携した「地元企業の会社説明会」の
実施 

②坂城町と連携した職場説明会への学生参加の促進 
③上田商工会議所と連携した「業界・仕事研究セミナー」の開催と、
招聘する企業のうち定住自立圏域内企業の割合の増加（41 社中 19

社） 
④地元企業を中心とした企業とのインターンシップ協定の締結 
⑤3年生を対象とした就職活動ゼミナールへの地元企業の採用担当者

等の招聘強化 
⑥「地元企業の見学ツアー」の実施（社内見学、社長との懇談）（見
学先：(株)タツノ、オルガン針(株)、アート金属工業(株)） 

⑦上田地域産業展見学の案内 
 
(4)インターンシップ及び福祉実習の受講にかかるガイダンスを実施

し、その目的、内容、計画、学生の成長などについて周知した。 
 
(5)「福祉実習報告会」を実施し、受講した学生が実習の目的や計

画、それぞれの成長などについて報告・意見交換する機会を設定し
た。当該報告会には受講者とともに、これから受講する下級生、さら
には地元を中心とした福祉施設の関係者が参加した。 

 
(6)「インターンシップ報告会」を実施し、受講した学生が受講の目
的や計画、それぞれの成長などについて報告・意見交換する機会を設

定した。当該報告会には受講者とともに、受講予定の下級生、地元を

ｂ 
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大学独自の「合同企業説明会（業界・仕事研究セミナ
ー）」、「福祉の職場説明会」や懇談会を開催し、地元
企業や組織（社会福祉法人等）の魅力を学生に伝え、

県内及び上田地域定住自立圏域内（上田市、東御市、
青木村、長和町、坂城町、立科町、嬬恋村）への高い
就職率を目指す。 

中心とした企業の関係者が参加した。                   
 
【資料番号】 

 32-1 寄附講座関係資料（1-5再掲） 
 32-2 上田商工会議所、上田市商工会、真田町商工会との連携に関   
    する協定書（13-1再掲） 

 32-3  (株)ミマキエンジニアリングとの包括的連携に関する協定書 

 32-4 知財活用プロジェクト資料 
 32-5 会社説明会関係資料    

 32-6 業界・仕事研究セミナー開催資料（29-1 再掲） 
 32-7 インターンシップ協定書（26-2再掲） 
 32-8 地元企業の見学ツアー資料 

 32-9 上田地域産業展案内資料 
 32-10  福祉実習・インターンシップガイダンス資料 
 32-11 福祉実習報告会資料 

 32-12 インターンシップ報告会関係資料（26-1 再掲） 
 
【今後の課題・方向性】 

 昨年度と同様に、学生における業界・企業・事業・仕事の理解及び
地域企業・組織の認識向上の視点から、ガイダンスやセミナー、報告
会等の内容を点検し、必要な場合は見直しを行う。 

 
 
 

 
 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 エ 就職支援 

 （ウ）企業・組織等アンケートの実施  

採用いただいた企業・組織等に対し、本学卒業生の

印象、本学に求めるものなどについてアンケート調査

を行い、教育内容の改善に役立てる。 

また、公務員試験合格や教員免許取得、国際的職業

人の育成等に向けたキャリアディベロップメントプ

ログラムを計画・策定し、各種試験・資格対策講座を

企画・運営する。 

33 教育内容の改善に役立てるため、企業・組織等に対し、

本学に求めるものなどについてアンケート調査を引き続

き実施する。 

【取組内容】 

「業界・仕事研究セミナー」及び「福祉の職場説明会」において本学に

求めるものなどに関するアンケートを実施した。同アンケートでは、求

める人材像（知識、能力、姿勢、態度）や専門分野を中心に聴取した。

企業・組織が求める人材像からも、本学が教養教育、専門教育とともに、

地域協働型教育をより強化していくことの重要性を確認した。 

                         

【資料番号】 

 33-1 業界・仕事研究セミナーアンケート(12-5再掲) 

 33-2 福祉の職場説明会アンケート 

                        

【今後の課題・方向性】 

 これまで同アンケートは学生に対して、企業が求める人材像につい

て周知するといった就職指導において主に活用してきた。ただ、同アン

ケートはそれぞれの学部のカリキュラムへの反映によりはじめて有効

となるため、キャリアサポートセンターの運営委員会のみならず、関係

する大学教育センター等で協議し、企業等の要望の受け止めについて

検討する。 

ｂ 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 エ 就職支援 

 学生支援に関する指標 

◇就職決定率（就職者数÷就職希望

者数×１００）：９５％以上 

◇卒業生に対する就職者・進学者の

割合（（就職者数＋進学者数）÷卒業

生数×１００）:創設後、３年後の平

成３１年度までに公立大学同系統

の数値（８８.８％）以上をめざす。 

＜参考＞公立大学同系統の「卒業生

に対する就職者の割合」は、８８.

８％（出典：大学の真の実力情報公

開 BOOK ２０１６） 

◇その他、学生支援に関しては、以

下の指標等も設定し、学生支援の方

策の有効性を評価する。毎年度、各

指標の結果を分析し、翌年度の年次

計画に改善策を盛り込む。 

◇退学率（年間退学者数÷在学者数

×１００） 

◇地域内就職率（地域内就職者数÷

就職数×１００） 

【1】学生支援に関する指標  

◇就職決定率（就職者数÷就職希望者数×１００）：９５％以上 

◇卒業生に対する就職者・進学者の割合（（就職者数＋進学者数）÷

卒業生数×１００）:創設後、３年後の平成３１年度までに公立大学

同系統の数値（８８.８％）以上をめざす。 

＜参考＞公立大学同系統の「卒業生に対する就職者の割合」は、８

８.８％（出典：大学の真の実力情報公開 BOOK ２０１６） 

その他、学生支援に関しては、以下の指標等も設定し、学生支援

の方策の有効性を評価する。毎年度、各指標の結果を分析し、翌年

度の年次計画に改善策を盛り込む。 

退学率（年間退学者数÷在学者数×１００）に関連して平成 29 年

度は、学生が目標をもちながら学び、計画的に単位を修得し、適切

なタイミングで就職活動ができるように、以下のような仕組みや体

制を整備した。平成 30 年度は、同様の取組みをさらに強化する。 

1）地域の企業・組織・団体と連携した地域協働型の学びの促進（16

取組み→さらに強化・拡充） 

2）初年次段階から目標をもった学びや生活ができるよう 1 年次、

2 年次を対象にしたキャリアガイダンスの実施（それぞれ 12 月に

実施） 

3）3 年生全員を対象にしたキャリア面談の実施（10 月から翌 1 月

にかけて実施） 

4）ＧＰＡ制度の導入と、学生が学びの目標をもち、自身の位置を

確認できる体制の整備 

5）学生支援検討会の定期的な開催と、単位未修得学生・出席不良

学生の対応策の検討、就職にかかる状況補足および支援策の検討

（各学部教授会において定例的に実施） 

 

地域内就職率（地域内就職者数÷就職数×１００）に関連して平

成 29 年度は定住自立圏域内企業への就職を強化・促進するために、

以下の取組みを実施した。平成 30 年度は、定住自立圏域内企業へ

の就職について、さらに強化するために、以下の取組みを実施する。 

1）上田商工会議所および各経済団体と連携した「地元企業の会社

説明会」の実施 

2）坂城町と連携した職場説明会への学生参加の促進 

3）「業界・仕事研究セミナー」へ招聘する企業のうち定住自立圏域

内企業の割合の増加（38 社中 16 社→5 割程度に） 

4）地元企業を中心とした企業とのインターンシップ協定の締結拡

充 

5）3 年生を対象とした就職活動ゼミナールへの地元企業の採用担

当者等の招聘強化 

6）地元企業の経営者との懇談会の実施 

7）「地元企業の見学ツアー」の実施 

【取組内容】 

◇就職決定率 99.3％                                                                                                                                     

◇卒業者に対する就職者・進学者の割合 91.6％ 

◇その他、学生支援に関する指標として、以下の 2 つを設定した。 

①退学率 2.57％（平成 29 年度 2.78％） 

②地域内就職率   

 1)長野県内 75％（就職希望者のうち、長野県内出身者の割合 77.5％） 

 2)上田市内 18.6％（就職希望者のうち、上田市内出身者の割合 14.8％） 

 3)定住自立圏域内 24.3％（就職希望者のうち、定住自立圏域内出身者 

             の割合 21.1％） 

【資料番号】                

【1】-1 卒業生の進路状況 

【1】-2 除籍・退学状況 

 

【今後の課題・方向性】 

 主たる指標の「就職率」、「卒業生に対する就職者・進学者の割合」、及びその他指

標の「退学率」に関連して、学生が目標をもちながら学び、計画的に単位を修得

し、適切なタイミングで就職活動ができるように、以下のような仕組みや体制を整

備する。 

 

（1）地域の企業・組織・団体と連携した地域協働型の学びの促進  

                                  （55 件の取組み→さらに強化・拡充） 

（2）初年次段階から目標をもった学びや生活ができるよう 1年次、2年次を対象に

したキャリアガイダンスの実施 

（3）3年生全員を対象にしたキャリア面談の実施（10月から翌 1 月にかけて実施） 

（4）ＧＰＡ制度の運用・活用の検討（学期ごとの学生の成績状況の確認と指導、就

職・進学における同ポイントの活用、特待生の選定における成績上位者の特定な

ど） 

（5）学生支援検討会の定期的な開催と、単位未修得学生・出席不良学生の対応策の

検討、就職にかかる状況補足および支援策の検討（各学部教授会において定例的に

実施） 

 また、その他の指標の「地域内就職率」に関連して、定住自立圏域内企業への就

職を強化・促進するために、以下の取組みを実施する。 

（1）上田商工会議所および各経済団体と連携した「地元企業の会社説明会」の実施 

（2）坂城町と連携した職場説明会への学生参加の促進 

（3）「業界・仕事研究セミナー」へ招聘する企業のうち定住自立圏域内企業の高い

割合の堅持（5 割程度に） 

（4）地元企業を中心とした企業とのインターンシップ協定の締結拡充 

（5）3年生を対象とした就職活動ゼミナールへの地元企業の採用担当者等の招聘強

化 

（6）「地元企業の見学ツアー」の実施（その中で職場見学、社長との懇談の実施）

於：(株)タツノ、オルガン針(株)、アート金属工業(株) 

a 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を示し、知識偏重でなく、様々な能力や意欲・適性を多面的・総合的に評価する入試を実施する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生の受け入れ 

 （ア）学部の入学者受け入れ方針（アドミッション・

ポリシー）を明確に位置づけ、受験生が理解し、目的

意識をもって志願できるように努める。 

 

（イ）高い目標をもって、勉学に取り組む意欲があ
り、本学で培った知識や技術を活かし、地域社会に貢
献しようという志のある者を積極的に受け入れる。 

34 学部の入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシ

ー）に合致する高い目標をもって、勉学に取り組む意欲あ

る学生を獲得するために、県内外での高校進路指導担当

教員向け説明会、オープンキャンパスや会場ガイダンス

など高校生向け広報活動を強化する。 

 また、早期に本学が有する学問領域への関心を深める

ため、県内高校の 1・2年生を対象とした訪問講義や大学

見学会の機会を拡充する。 

 増員した定員を充足できるように教育内容（専門分野、
ゼミナール、地域との連携プロジェクト）の見直し、改善
を図る。 

【取組内容】                 
（1）より一層多様な能力を持った学生の受入れを促進するため、企

業情報学部と環境ツーリズム学部については、令和元年度実施の入試
から、一般選抜前期日程の受験科目を変更する（国語・外国語を必修
としない）ことにした。 

（2）オープンキャンパスを 2 回（7月・8 月）実施した。それに加
え、各入試の出願時期前の情報提供に合わせた内容の入試説明会を平
成 30年度は 3 回（6月・9 月・10月）実施し、平成 29 年度の参加者

数を上回る結果となった。 
（3）進学相談会 43 会場(県内 18、県外 25)に広報入試担当職員が参
加し、本学専任教員による訪問講義を７か所(県内 4か所、県外 3か

所)実施し、大学見学会を計 12 回（県内 8校、県外 4 校）開催した。
その際、それぞれの高校の生徒と密接なコミュニケーションをもち、
本学の教育内容等の情報を提供する機会となった。 

（4）総合型選抜(AO入試)の志願者は、181 名であり、平成 30 年度入
試(182名)とほぼ同数となった。また、学校推薦型選抜(推薦入試)の
志願者は 225 名であり、平成 30年度入試(202名)を若干上回る結果と

なった。 
（5）外国人留学生入試(20名:平成 31年度、12 名:平成 30 年度)、編
入学試験(57 名:平成 31年度、39名:平成 30 年度)、帰国子女(1名: 

平成 31 年度、0 名: 平成 30 年度)・社会人シニア(2 名: 平成 31年
度、0 名: 平成 30 年度)の志願者数は、前年度を大きく上回る人数に
なった。     

 
【資料番号】 
 34-1 第 2 回アドミッションセンター運営委員会 

 34-2 平成 30 年度オープンキャンパス実施結果 
 34-3 2018年度進学相談会 
34-4 2018 年訪問講義 

 34-5 2019（平成 31）年度入学試験実施結果データ                    
 
【今後の課題・方向性】                                                                                                                                             

 公正性を担保しながら、より一層本学への志願の明確な受験生を確
保するための方策について検討する。特に、各学部の専門性に一層対
応した受験生の志願機会を増大させるために、大学見学会の内容や実

施手順を見直すとともに、広報入試担当職員や関係する教員が高校を
訪問し、学びの内容や特徴を広報する機会を拡充する。 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生の受け入れ 

 イ 入学者選抜 

 （ア）一定の基礎学力を備え、かつ学ぶ意欲の高い学

生を確保するため、主体性・協働性・思考力・判断力

など多面的、総合的に評価し、選抜できる入試制度

（調査書の活用、資格・検定試験の活用など）を実施

する。 

（イ）学ぶ意欲の高い受験生を安定的に確保するた

め、入試の動向や入学後の学生の状況を確認しなが

ら、ＡＯ入試、推薦入試、一般入試の募集人員の配分

や試験内容を適宜見直す。 

（ウ）入試の実施にあたっては、受験生のニーズに対

応し、適切な地方入学試験会場を設定する。 

35 平成 31 年度入学者選抜は、総合型選抜（AO 入試）・

学校推薦型選抜（推薦入試）・一般選抜（前期・公立大学

中期）・社会人・編入・留学生の各種入試を実施する。な

お、学校推薦型選抜には、定住自立圏域優先枠及び県内高

校在籍者優先枠を設け、勉学意欲ある地元学生の獲得を

図る。 

 また、適切な地方入学試験会場を設定し、加えて、志願

者の出願時の利便性を図るため、すべての入試区分（総合

型選抜・学校推薦型選抜・編入・留学生・社会人・一般選

抜）において Web 出願を取り入れる。 

【取組内容】 

（1）学校推薦型選抜（推薦入試）では総合型選抜に定員の一部を移し

たことで、定住自立圏域優先枠及び県内高校在籍者優先枠の割合が増

え(社会福祉学部では募集定員の約 7 割、環境ツーリズム学部・企業情

報学部では募集定員の約 6割)、勉学意欲ある地元学生の獲得を図った。 

 

（2）一般選抜（公立大学中期）の本学の個別学力試験は、新規に設定

した岡山会場を加え 8会場で実施した。 

 

（3）すべて入試区分で Web 出願を取り入れた。 

 

（4）12 月に令和 3年度長野大学入学者選抜の予告を行い、この時点で

予告できなかった詳細については年度末の 3 月に予告を行った。                    

 

【資料番号】 

 35-1 学生募集・入学者選抜要項  

 35-2 一般選抜（公立大学中期）実施態勢 

 35-3 平成 33 年度長野大学入学者選抜の予告 

                  

【今後の課題・方向性】 

 令和 3年度の長野大学入学者選抜の予告の詳細を公表するとともに、

公立大学として実施した入学試験(総合型選抜・学校推薦型選抜・一般

選抜)の総括を行う。特に、定住自立圏域特別枠及び県内高校在籍者特

別枠の志願者をより一層増加させるための方策を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
独創的な研究や新たな産業を生み出す芽となるような研究活動を尊重しつつ、積極的に地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と連携した地域協働による共同研究を推進し、その研究活動や

研究成果を積極的に発信する。併せて、上田市が抱える政策課題に即した研究に積極的に取り組み、具体的な提言を行う。 
また、学術研究の質を高め、高いレベルでの知的貢献が可能となるよう教員が研鑚を重ねるとともに、教員の研究業績を評価する体制を構築し、研究水準の向上を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 

 ア 研究水準の向上 

 地域を研究の主題とする大学を目指し、学術研究は

もとより、新たな産業の芽を生み出すなど、地域に貢
献する研究活動や研究成果を社会に発信しつつ、積極
的に地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と連携し、本学

教員を中核とした地域協働による共同研究を推進す
る。 

36 長野大学研究助成金を学長裁量研究費に位置づけて

拡充し、共同研究を推進する。 

【取組内容】                        

 長野大学研究助成金を学長裁量経費に位置づけたことから、学長の

イニシアティブのもとで共同研究を推進する状況が整った。この状況

を受けて、長野大学研究助成金を拡充することができた。加えて、準備

研究部門は単独研究（３件）、共同研究者あり（３件）、地域・社会貢献

研究部門は単独研究（３件）、共同研究者あり（３件）である。 

 

  〇準備研究部門：6件 1,800,000 円 

         （平成 29 年度 5件 1,486,180 円） 

  〇地域・社会貢献研究部門：6件 2,556,500 円– 

              （平成 29年度 4件 1,856,500円) 

    計 12 件 4,356,500 円 

    （平成 29 年度 9件 3,342,680 円）                     

 

【資料番号】 

 36-1 平成３０年度長野大学研究助成金審査結果 

 36-2 2019（平成 29）年度長野大学研究助成金による研究報告（紀要）                   

 

 

【今後の課題・方向性】 

  長野大学研究助成金を使用した研究活動を、より一層活性化する方

向を目指す。今後は助成金の総額の見直し、研究成果の地域への還元な

どについて、研究推進室で検証を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 

 イ 研究活動の活性化と研究成果の普及 

（ア）研究における自己点検と教員同志の相互研鑽の
場として「研究交流広場」を実施する。 

（イ）「科学研究費補助金」等競争的外部資金の申請

数を増加させる。 

（ウ）教員の研究活動や研究成果、論文等の実績につ
いて、研究分野の特性を踏まえながら教員の業績を管

理する体制（教員の研究成果を電子データとしてデー
タベース化し、保存、公開する）を構築し、ホームペ
ージ等を通じて公表する。 

（エ）教員の研究活動の奨励と、研究水準の向上を図
るため、教員表彰制度に加えて、国内・国外研修・留
学などサバティカル制度（教員が一定期間研究に専念

する研修制度）の利用を活性化させるとともに、研究
費等の充実などインセンティブが働く評価制度を構
築する。（平成３１年度～） 

37（ア）「研究交流広場」を実施する。 

平成 29 年度に引き続き、「研究交流広場」を６回、学内

研究会を１回開催する。 

（イ）「科学研究費補助金」等競争的外部資金の申請数を

増加させる。 

平成 29 年度に引き続き、科学研究費補助金にかかる専門

家による勉強会を開催し、希望する教員に対して個別面

談、申請書添削の支援を実施する。 

（ウ）教員の研究活動や研究成果、論文等の実績を管理

する。教員業績の管理、発信にかかる課題を整理し、教員

業績管理システムの導入を試行する。 

（エ）教員の研究活動の奨励と、研究水準の向上を図る。
国内・国外研修・留学などサバティカル制度の利用を強

く推進し、加えて、外部資金獲得者に対し、研究費を追加
配分する制度を具体化し、平成 31 年度予算に反映させ
る。 

 

【取組内容】                         
（ア）「研究交流広場」を実施した。 
「研究交流広場」を３回（5月 30日、6 月 27 日、1 月 30 日）、学内研

究会を１回開催（10月 31 日）した。研究交流広場については、年間
6 回の開催を目標に計画していた。しかし多くの教員が参加できる日
程の確保ができないという課題を抱えている。 

 
（イ）「科学研究費補助金」等競争的外部資金の申請数は以下のよう
に増加した。 

 新規申請件数（代表者）は 18件あった。平成 29年度は 12件であ
ったので、６件の増加となった。「科学研究費補助金」等競争的外部
資金の応募に関わった教員数は、研究代表者、研究分担者を合計する

と 38名になった。平成 29 年度は 16 名であったので、22 名の増加と
なった。その結果、本学教員の半数以上が「科学研究費補助金」等競
争的外部資金の応募に関与した。 

 本年度の新たな傾向として、環境ツーリズム学部教員 11名が共同
研究を立ち上げ、科研費（B）に申請するという、学部単位で科研費
に応募する試みが初めて行われた。   

 
 科学研究費補助金にかかる専門家による勉強会（科研費セミナー）
を 8 月 8日に開催（対象教員 57名中 20 名が参加）した。 

8月 2 日、8月 3 日に希望する教員 11名に対して専門家による個
別面談を実施し、その後申請書の添削支援を 13 件実施した。 

 

（ウ）全教員の研究データを集約する方法として、国内最大級の研究
者データベースである researchmap（科学技術振興機構）を本学の研
究者マスタと位置づけ、ホームペ－ジに掲載した。 

 
（エ）国内・国外研修などサバティカル制度の利用を強く推進したも
のの、特にサバティカル制度の 3名の枠の中で 1名が実施した。加え

て、外部資金獲得者に対し、個人研究費を加算する制度を令和元年度
から発足する。                               
 

 (オ）地域共生福祉研究所において地域共生福祉論集第１３号を発行
した。 
【資料番号】 

 37-1 研究交流広場まとめ(9-1再掲） 
 37-2学内研究会の案内と実施報告（9-2 再掲） 
37-3 科研費申請者一覧 

37-4 科研費セミナー資料、参加者名簿 
37-5 科研費専門家による面談、添削指導実施状況 
37-6 研究者データベース（大学ホームページ掲載画面） 

 37-7 国内研究員・国外出張員一覧  
 37-8 長野大学地域共生福祉論集第１３号                 

ｂ 
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【今後の課題・方向性】 
  教員が自己研究上の問題点を認識し、今後どのような研究が必要か

を不断に見つめ直す状況をつくっていく。 
 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（２）研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
教員が社会の研究に対する要求をくみ取り、地域と関わりながら研究を進め、より積極的・主体的に研究に向き合えるような研究環境を整備するとともに、組織的に競争的外部資金の獲

得に向けた取組を推進する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

（２）研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 研究支援体制の強化 

 「科学研究費補助金」等競争的外部資金の新規申請

率を向上させるため、外部研究資金の募集情報を積極

的に収集、教員に迅速に提供し、申請に当たっての内

容説明や申請書類作成支援を行うなど、応募に当たっ

ての関連情報の提供やアドバイス等研究支援の体制

を強化する。 

また、研究資金の獲得者や応募者に対して、インセ

ンティブ(学長裁量経費等の配分など)を与える制度
を創設する。 

これらによって、外部資金の新規申請件数・獲得件

数増を働きかけ、公立大学の新規申請率平均（４３．
５％）以上を目指す。（平成３３年度） 

38 平成 29 年度に引き続き、科学研究費補助金にかかる
専門家による勉強会を開催し、希望する教員に対して個
別面談、申請書添削の支援を実施する。 

【取組内容】                         

科学研究費補助金にかかる専門家による勉強会（科研費セミナ

ー）を 8月 8 日に開催（対象教員 57 名中 20名が参加）した。 
8月 2 日、8月 3 日に希望する教員 11名に対して専門家による個

別面談を実施し、その後申請書の添削支援を 13 件実施した。 

 

 

【資料番号】 

 38-1 科研費セミナー資料、参加者名簿(37-4 再掲)                 

 38-2 科研費専門家による面談、添削指導実施状況(37-5 再掲) 

 

【今後の課題・方向性】 

 今後も同様に専門家による指導を継続する。 

a 

 イ 公的研究費の管理・監査のガイドラインに係るコンプライアンスの徹底 

 文部科学省が示す「研究機関における公的研究費の

管理・監査のガイドライン」を遵守し、学内の公的研
究費の管理・監査のガイドラインに係るコンプライア
ンスの徹底を図る。 

39 平成 29年度に引き続き、専門家によるコンプライア

ンス・研究倫理研修会を開催し理解の徹底を図る。 

【取組内容】                      

 平成 30 年 8 月 1 日に専門家によるコンプライアンス・研究倫理研修

会を開催し理解の徹底を図った。参加教職員数は対象教職員 74 名中 57

名が受講し、欠席した 17名のすべてが後日映像にて受講を完了した。    

 

【資料番号】 

 39-1 コンプライアンス研修資料 

 39-2 コンプライアンス研修受講状況 

 39-3 研究倫理パンフ（学生用）                 

 

【今後の課題・方向性】 

 今後も継続し、コンプライアンスの徹底に取り組む。 

 

a 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 

地域活性化につながる連携活動を行うほか、大学の有する専門知識や技能を活かしたシンクタンク機能を発揮して、市や地域の課題解決に取り組み、もって、地域産業の振興や創業支
援による雇用創出と若者の定着を推進する。 
また、社会人を積極的に受け入れ、社会人が体系的に学べる機会を提供するほか、公開講座を開催するなど、市民サービスの充実を図る。 

さらに、上田市が設置した「まちなかキャンパスうえだ」を活用し、他大学や商店街等と連携した事業を実施することで、地域活性化と新たな事業展開につなげるほか、市が推進する「学
園都市づくり」のため、市内の高等教育機関等と連携を図り、その中核的な役割を担う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域づくり総合センター」の創設と「地域課題の解決システム」の構築 

 （ア）平成２９年度に「地域づくり総合センター」を

創設し、理事長及び学長のリーダーシップのもと、地

域の課題解決に取組む体制をつくる。また、大学の地

域貢献活動の総合窓口としての機能を果たすととも

に、市への政策提言を行うなど政策課題の解決に協力

する。 

（イ）「地域づくり総合センター」に地域の課題の特

定や、解決の方向性を検討するために「産学官地域連

携会議」を設置し、以下の事業項目を推進する。 

【地域の総合的課題にかかるプロジェクトの推進】 

福祉、教育、心理、環境、観光、企業経営、起業、

情報、デザインなどの地域の総合的課題にかかるプロ

ジェクトを推進する。 

【地域活動等の支援】 

学生の主体的な地域活動やボランティア活動を支援

する。 

【地域人材育成プログラム】 

本学学生のみならず、社会人や高校生等を念頭におき

ながら、地域人材を育成するプログラムの運営を進

め、地域産業の振興や創業支援による雇用創出と若者

の定着を推進する。 

【政策や課題の提言】 

自治体等への政策や課題の提言、各計画の策定に対す

る参画や推進のための助言を展開する。 

40  一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンタ

ー（AREC・Fii プラザ）に入会し、助言を得ながら、本学

独自の産学連携共同体の在り方を模索する。また、平成

29 年度に実施してきた市・地元産業界との意見交換をも

とに、意見交換会をさらに拡充させるとともに、産学官

地域連携会議の在り方等を検討する。 

 

【取組内容】                                  

（1）地域づくり総合センターの役割や機能をまとめた案内書等によ

る情報発信を通じて、センターのグランドデザインを学内外で共有を

図った。また、地域からの相談に対応するため、事前相談シートやガ

イドラインの整備を行った。 

  

（2）地域づくり総合センターの事業推進責任者として、担当副学長

を指名した。 

 また、従来より多く取り組まれている本学の地域連携の取り組みを

地域づくり総合センターが集約する仕組みとして、グーグル・フォー

ムを活用した簡易データベース・システムを整備した。 

 地域づくり総合センターの取り組む地域の総合的課題にかかるプロ

ジェクトおよび地域人材育成プログラムとして、「知財活用プロジェ

クト」「COC+事業」等に取り組んだ。特に、知財活用プロジェクトで

は、長野県中小企業家同友会、上田信用金庫、富士通と連携し、開放

特許を活用した商品開発アイデアを複数の学生グループが発案するな

ど、産学官連携事業として発展してきている。 

 

 また、新たなプロジェクトとして、塩田まちづくり協議会等との連

携による「塩田ため池芸術祭（仮称）」や上田市との協働による「信

州上田学事業」の企画推進をおこなった。なお、塩田ため池芸術祭

（仮称）においては、東京藝術大学との連携も見据えて、東御市で

「天空の芸術祭」をプロデュースする保科東京藝大副学長を招きシン

ポジウムを開催（平成 31年 3 月）し、塩田まちづくり協議会の関係

者とともに意見交換をおこなった。 

 

（3）本学の産学官地域連携の推進体制のあり方について、学内関係

者と意見交換等を行った。これにより、産学官地域連携の推進におい

ては、当初構想していた「産学官地域連携会議」をすぐに立ち上げる

のではなく、具体的な地域事業を進めながら AREC 等の実績のある産

学連携組織より助言を得るとともに、産業界だけでなく多様な地域組

織との連携体制を徐々に整えていくことが適切であると判断した。 

ｂ 
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【資料番号】                  

 40-1 地域づくり総合センター案内書 

 40-2 地域づくり総合センター年報（2017） 

 40-3 事前相談シート 

 40-4 事前相談ガイドライン 

 40-5 グーグル・フォームによる地域協働プロジェクト情報集約シート 

 40-6 知財活用プロジェクト資料（32-4 再掲） 

 40-7 COC+事業 長野大学資料 

 40-8 塩田平ため池芸術祭キックオフイベント、企画資料 

 40-9 信州上田学事業関係資料 

 40-10 AREC Fii プラザ資料 

 40-11 東信州次世代イノベーションセンタープラン（概要） 

 

【今後の課題・方向性】 

（1）案内書等の内容充実を図るとともに、本学のホームページの更

新にあわせ、センターのホームページの整備を検討する。 

 

（2）より簡便に学内の地域協働プロジェクト情報を入手できる仕組

み、集約した情報を分類整理し活用できる仕組み等を令和元年度内に

検討し、整備する。地域の総合的課題にかかるプロジェクトおよび地

域人材育成プログラムとして、「知財活用プロジェクト」「COC+事業」

に引き続き取り組むとともに、「信州上田学事業」の本格実施、「塩田

ため池芸術祭（仮称）」の企画検討を進める。 

 

（3）AREC Fii プラザ、東信州次世代イノベーションセンター等の地

域組織との連携推進を図る。あわせて、信州上田学事業等の具体的な

地域連携事業をとおして、産業界はもとより NPO、行政等、多様な地

域組織との連携推進を図る。これらの活動をつうじて、長野大学地域

づくり総合センターならではの、産学官地域連携推進体制の構築を目

指す。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 イ 連続講座・公開講座の充実と「まちなかキャンパスうえだ」の活用 

 連続講座及び公開講座を、大学や「まちなかキャン

パスうえだ」で開催し、市民サービスの充実を図ると
ともに、他大学や商店街等と連携した事業を実施す
る。また、授業の一般開放等を充実させる。 

41 市民開放授業を継続する。市民への広報を強化し、

受講者の拡大を図る。引き続き、連続講座（長野大学）5

講座、坂城町講座（ＢＩプラザ）10 講座、市民向け講座

（まちなかキャンパスうえだ）4大学 20講座を開講する。 

 

【取組内容】                  

 市民開放授業を始めとする①から④の各種講座を地域に開放し、多数

の受講生を得ることができた。本学の学問領域を周知すること、地域住

民の学びの期待に応えての結果である。まちなかキャンパスうえだに

ついては、来訪者・利用者が、4405 名となり、地域のコミュ二ケーシ

ョン拠点として一定の役割を果たした。 

 

①市民開放授業：85科目開放中 12 科目で延べ 32 名受講 

②長野大学連続講座（会場は、長野大学）：6 講座 72 名受講 

③坂城町講座（会場はさかきＢＩプラザ）：6 講座 126名受講 

④市民向け講座（会場は、まちなかキャンパスうえだ）：4 大学で 20 講 

 座 295名受講            

 

【資料番号】                 

 41-1 市民開放授業科目一覧 

 41-2 長野大学連続講座、市民開放授業受講実績、坂城町講座一覧（前期） 

 41-3 長野大学連続講座、市民開放授業受講実績、坂城町講座一覧（後期） 

 41-4 まちなかキャンパスうえだ市民向講座一覧 

 41-5 まちなかキャンパスうえだ利用実績 

 

【今後の課題・方向性】 

 本学はリカレント教育を推進する観点から、地域への開放授業等を

今後とも増やす方向で実施していく。その一方で、知の拠点とする大学

の学問分野(市民開放授業)が一般に理解されるレベルに落とし込む方

策を検討することが課題とされ、そのためにも教養から専門分野まで

幅広いリベラルアーツとして学びの機会を提供していくことに努め

る。 

また、市民の研究意欲と地域への愛着心を醸成するため、ゼミナール

形式の市民講座の導入も検討する。 

 

 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（２）地域で活躍する人材育成に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
地域の産業や福祉分野など地域活動を担う人材を育成し、輩出することによって、地域内の出身者を地域内の企業・組織に送り出す地域人材の循環の流れを形成する。もって、大学進

学時と卒業後の就職時に地方から大都市圏へ人材が流出している状況を食い止め、上田市の「地方創生」を推進する。 

募集人員の設定においては、上田地域定住自立圏域内出身者の進学機会の確保を図るための措置を講ずる。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

（２）地域で活躍する人材育成に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域を担う若者」の受け入れ 

 上田地域定住自立圏域内出身者の進学機会の確保
を図るため、推薦入試の募集人員の設定において、長

野県及び上田地域定住自立圏域内出身者の優先枠を
設定する。 

42 地元学生の進学機会の確保を図るため、推薦入試の
募集人員に長野県及び上田地域定住自立圏域内出身者の

優先枠（定員の約６０％）を設ける。 

【取組内容】 

（1）平成 31年度学校推薦型選抜(推薦入試)では、社会福祉学部 35 名

(県内 20 名、定住 15)、環境ツーリズム学部 15 名(県内 7 名、定住 8

名)、企業情報学部 15 名(県内 7 名、定住 8 名)の優先枠を設定し、こ

の入試区分の募集定員に占める県内学生の割合を 7 割程度とした。 

 

（2）平成 31 年度学校推薦型選抜(推薦入試)では募集定員 91 名のとこ

ろ志願者 225 名と大きく上回ったが、社会福祉学部の定住自立圏域優

先枠の志願者が募集定員を下回った。 

 実施した結果、入学者については県内優先枠を満たすことができた

のは社会福祉学部と環境ツーリズム学部であった。企業情報学部につ

いては、志願者は募集定員 2 倍(7 名の募集定員に 14 名の志願者)だっ

たが合格に至らず下回ってしまった。また、定住自立圏域の優先枠につ

いては企業情報学部のみが定員を満たすことができた。                   

 

●社会福祉学部：県内枠 20 名(志願者 32 名、合格・入学者 20名)定住 

  自立枠 15名(志願者 4 名、合格・入学 1名) 

●環境ツーリズム学部：県内枠 7名(志願者 12 名、合格・入学 7 名)定 

  住枠 8名(志願者 13名、合格・入学 6 名) 

●企業情報学部：県内枠 7 名(志願者 14 名、合格・入学 5名)定住枠 8 

  名(志願者 21名、合格・入学 8名)                 

 

【資料番号】                 

 42-1 2019（平成 31）年度入学試験実施結果データ (34-5 再掲) 

 

【今後の課題・方向性】 

 公正性を確保しながら総合型選抜及び学校推薦型選抜を令和 2年度入

試で適切に実施するため、両入試の志願増に向けた改善策を検討する。

特に、定住自立圏域優先枠及び県内高校在籍者優先枠への志願者確保

のための方策を検討し、実施する。 

 

 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 イ「地域で活躍する人材育成」の仕組み 

 （ア）教養教育において、対話的討論や課題発見・問
題解決型学修により、自身で考え、判断し、明晰に言
語表現できる能力を養成する。 

（イ）専門教育において、企業・組織での仕事や、地
域社会での役割を想定しながら、職業人として必要な
知識・能力・姿勢を養成するとともに、基盤的専門知

識の修得と、実践的応用力を養成する。 

（ウ）地域協働型教育において、地域住民、企業・組
織と協働しながら、地域課題を発見し解決する教育を

展開することによって、課題発見・問題解決能力を養
成する。 

43 対話的討論を基本とした少人数講義「現代社会の私た

ち」の開講や１年次からゼミナールを展開することによ

り、自身が直面している課題を自らの力で考え、判断し、

明晰に言語表現できる能力を養成する。また、地域や組

織のなかで、リーダーシップが発揮できる高い専門性と

問題解決能力を持った人材を育成するため、学部のディ

プロマポリシー、カリキュラムポリシーに基づいた専門

教育を展開する。 

 

【取組内容】 

（1）対話的討論を基本とした少人数講義「現代社会の私たち」を 3

つのテーマで開講した。それぞれのテーマは以下の通り。 

「遊び、社会におけるルールづくり、自然環境問題」「不登校やいじ

め、スクールカースト等学校教育における今日的な問題」「世界の映

画」                    

 

（2）全学部において 1 年生を対象とした初年次ゼミナールを開講

し、社会福祉学部においては、地域の福祉や教育にかかる課題をテー

マに、環境ツーリズム学部では、地域づくりや環境問題にかかる課題

をテーマに、企業情報学部では、地域の情報化や企業の問題解決をテ

ーマにした地域課題解決型の学習を行った。                   

 

【資料番号】 

 43-1 現代社会の私たち シラバス 

 43-2 各学部の初年次ゼミナール シラバス                 

 

【今後の課題・方向性】 

 自身が直面している課題を自らの力で考え、判断し、明晰に言語表

現できる能力を養成するために、初年次ゼミナールをはじめ、対話的

討論を基本とした授業を展開する。 

 

a 

44 これに加え、地域課題の解決に役立つ多面的・総合的
な知識を共に創ることができる力を育成するため、専門

ゼミナールなどにおいて、地域や企業、組織の課題解決
活動に取り組む。 

【取組内容】                       

（1）専門ゼミナール等における活動費用の増額を図ったことによ

り、地域づくりイベントの実施や地域企業と連携した商品化など、地

域や企業・組織の課題解決活動の取組みが活発化した。                                                          

 

（2）地域福祉課題の解決や、地域の振興、地域企業と連携した取り

組みの代表的なものとしては以下のようなものがあり、平成 30 年度

においては計 55 件の取り組みが進められた。                

「地域のバリアフリー化」「地域資源を活用した商品開発」 

「鹿教湯温泉活性化」「小諸城 3DCG 復元」                      

 

【資料番号】                 

 44-1 平成 30年度「地域協働型教育」一覧（1-4他再掲） 

 44-2 具体的な取り組み内容（新聞記事） 

 

【今後の課題・方向性】 

「地域協働型教育」を全学的に推進するために、現在行っているゼミ

ナール費補助を抜本的に見直す。 

 

 

 

 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 ウ「地域の企業・組織に送り出す」仕組み 

 （ア）地域社会や企業・組織で必要とされる知識・能

力・姿勢を把握できる仕組みを構築する。 

（イ）地域社会の人材ニーズを教育活動に反映すると

ともに、学生が地域に生きることを想定し、地域課題

の解決を意図するゼミナール、実習、プロジェクトを

推進する。 

（ウ）地域の企業・組織の魅力や理解を深める機会と

して、企業・組織と学生が交流する合同企業説明会を
開催する。 

45 地域社会の人材ニーズを教育活動に反

映するため、地域社会や企業・組織で必要

とされる知識・能力・姿勢を把握できる仕

組みの構築に向けた検討を行う。 

  

【取組内容】 

 地域社会や地域の企業・組織で必要とされる知識・能力・姿勢を把握することがで

きるように、「業界・仕事研究セミナー」において採用担当者と情報交換を行うとと

もに、「インターンシップ報告会」において地元企業の経営者・採用担当者と意見交

換を行い、次年度のインターンシップ、就職支援の取組方法の検討に活用した。 

  

【資料番号】 

 45-1 業界・仕事研究セミナー開催資料(29-1 他再掲） 

 45-2 インターンシップ報告会関係資料(26-1 他再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 インターンシップ、地域企業・組織と連携した寄附講座やプロジェクト、就職活動

ゼミナール、業界・仕事研究セミナー、企業説明会、および企業・職場見学会等にお

いて、地域の自治体、経済団体、企業、金融機関等との意見交換を進めるとともに、

学生が地域社会や地域企業で生きていくことをイメージできる機会の拡充を図る。 

 

b 

 （ウ）地域の企業・組織の魅力や理解を深める機会と

して、企業・組織と学生が交流する合同企業説明会を

開催する。 

46 地域の企業・組織の魅力や理解を深める

合同企業説明会を開催し、地元企業・組織

就職に取り組む。 

 また、学生が地域社会や地域企業で生き

ていくことをイメージできる機会の拡充を

図る。 

【取組内容】 

(1)地域の企業・組織の理解を深めるために、「業界・仕事研究セミナー」（合同企業

説明会）に定住自立圏域内企業を 19 社招聘した（招聘企業計 41社）。 

 

(2)上記のほか、学生が地域の企業・組織の理解を深めるイベントとして以下を開催

した。 

①長野県中小企業団体中央会と連携した「地元企業の会社説明会」の実施 

②坂城町と連携した職場説明会への学生参加の促進 

③地元企業を中心とした企業とのインターンシップ協定の締結に向けた取組み 

④3年生を対象とした就職活動ゼミナールへの地元企業の採用担当者等の招聘強化 

⑤「地元企業の見学ツアー」の実施（社内見学、経営者との懇談）（地域企業 3 社） 

 

【資料番号】 

 46-1 業界・仕事研究セミナー開催資料(29-1 他再掲） 

 46-2 会社説明会関係資料 （32-4 再掲）                     

 46-3 地元企業の見学ツアー資料（32-7 再掲）         

  

【今後の課題・方向性】 

 学生が地域の企業・組織の魅力や特徴について理解できるよう、業界・仕事研究セ

ミナーやインターンシップ・実習および企業・職場説明会の内容・運営方法を点検し、

必要に応じて見直しを行う。また、学生のインターンシップ先として地元企業・組織

を強化するとともに、インターンシップ報告会においては地元企業への参画を呼びか

けながら学生の受入れを前向きに検討いただけるような場を設定する。 

 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（３）教育機関との連携に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
市内の小学校、中学校、高等学校等の教育機関と連携した教育に取り組む。特に、高校と大学がそれぞれの教育資源を活用した教育に取り組むことで地域に定着し地域を支える若者

の育成につなげるため、高大連携による英語教育や公開講義、協働学修等を展開する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

（３）教育機関との連携に関する目標を達成するための措置 

 ア 教育機関と大学教育との連携強化 

 （ア）小学校・中学校・高等学校との連携 

地域に定着し地域を支える若者を育成するため、高

校と大学がそれぞれの教育資源を活用した教育に取
り組む。併せて、専門領域の一部においては、中学校・
小学校の総合学習等を協働で実施する。 

47 高大交流協定を締結した９校との具体的な交流事業を
すすめる。 

【取組内容】                      

  坂城高校：来年度に向けたキャリア系講座の実施について意見交換

を行った。 

蓼科高校：6 月～12 月 地域・環境デザインコース授業「地域Ⅱ」、「蓼

科学」の実施 

佐久平総合技術高校：実習林活用について協議、評議員を確認派遣し

交流を行った。 

東御清翔高校：福祉科教員研修会の開催 

中野立志舘高校：福祉科教員研修会の開催評議員の派遣、7 月 18 日

講演「信州の観光」の実施 

丸子修学館高校：7 月 11 日講演「地域を支える様々な農業」                     

軽井沢高校、高遠高校、エクセラン高校：３校については交流事業の

調整を進めてきたが、今年度は授業計画が見込めなかった。 

 

【資料番号】 

 47-1 小中高大自治体等講師派遣状況                 

 

【今後の課題・方向性】 

  引き続き、地元高校との交流を進める。また、交流事業において、

大学の持つ専門性を内容に組み込むことで、高校生に本学の特徴・魅

力を発見してもらい、さらなる交流の発展を目指す。 

 

 

 

 

b 
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  【年度計画記載なし】 
（小学校、中学校の総合学習等の協働実施に向けた、関係
機関との調整を図る。） 

【取組内容】                

(1)上田市長和町長和町中学校組合立依田窪南部中学校 3 年生と大町

市立美麻小中学校 5 年生から 9 年生の総合学習の時間において「地

域愛を育むデザイン教育」の一環として地域の良さを掘り起し、その

結果を地域に還元する学修指導を行った。 

(2)長野大学の裏山にある「恵みの森」を活用し、地元塩田地区の小

学生と保護者を対象とした環境教育イベント（7月：昆虫採集、12 月：

たい肥作り）を開催した。 

(3)上田市立小中学校教員を対象とした、本学特別支援教育の教員に

よるテーマ「通常の学級における UD 化の視点を生かした授業の改善」

研修会を、4 年間を通して継続して取り組んだ。 

(4)本学体育教員により上田市立真田中学校においてバレーボール指

導を、年間を通じて継続的に行った。 

(5)場面緘黙児童に関する支援や配慮を要する生徒への支援、LD 等通

常指導教室担当者への支援などを上田市立東塩田小学校、第六中学

校、塩田中学校などで実施した。 

(6)その他 11 月 12日白馬高校国際観光科で社会福祉学部伊藤ゼミと

連携した授業を実施した。 

              

 

【資料番号】 

 47-2 小中学校と連携した主な取組み               

 

【今後の課題・方向性】 

 各地域の小中学校で研修を実施し、各学校の要望を満たす結果とな

ったことから継続して進めていきたい。 

 

‐ 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（４）産学官連携に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 地域に根づいた教育研究活動を拡充し、もって地域に貢献するため、産業界、地域団体、自治体等と深い連携を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

（４）産学官連携に関する目標を達成するための措置 

 ア 産業界・地域団体との連携 

 （ア）「地域づくり総合センター」を窓口として、産

業界・地域団体との連携を積極的に進め、受託研究に

取り組む連携協定の締結を促進する。（平成３１年を

目途に約１０件） 

（イ）教員業績データベースによる教育・研究活動等

状況に関する情報の発信と受託研究等の促進を図る。 

（ウ）大学のシーズ（教員の教育・研究活動などの取

組）を積極的に発信し、地元企業や組織（社会福祉法

人等）のニーズとのマッチングを図り、受託研究等や

人材育成（職員研修）、新規事業の展開・商品開発等

に結びつける。 

（エ）教育研究活動等の報告会を定期的に開催し、大

学の教育研究を促進するとともに、研究成果を地域社
会へ還元する 

48（ア）一般財団法人浅間リサーチエクステンションセン

ター（AREC・Fii プラザ）に入会し、助言を得ながら、本学

独自の産学連携共同体の在り方を模索する。また、地域内

経済団体との連携協定締結を実現し、地域産業界からの支

援体制の強化を図る。 

（イ）ホームページ等から本学の研究シーズ等を発信し、

共同研究等を推進する。 

（ウ）地域を研究の主題とする大学を目指し、本学独自で
設けている研究助成制度「地域・社会貢献」枠（研究期間
最長３年間）の助成金を学長裁量研究費に位置づけて拡充

する。 

【取組内容】                   

（ア）一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター

（AREC・Fii プラザ）に入会し、本学で第 207 回リレー講演会を 11

月 8 日に開催し、併せて地域産業関係者との交流を図った。また、

以下の地域内経済団体等との連携協定締結を進めた。 

・7月 26 日：上田商工会議所、上田市商工会、真田町商工会 

・12月 10日：(株)ミマキエンジニアリング 

・平成 31年 1 月：塩田まちづくり協議会 

 

（イ）全教員のデータを集約する方法として、国内最大級の研究者

データベースである researchmap（科学技術振興機構）の利用を平

成 30年 12 月から本学研究者に義務付け、かつ、これを本学の研究

者マスタと位置づけた。 

 

（ウ）長野大学研究助成金を学長裁量研究費に位置づけて拡充し、地

域・社会貢献研究部門においては、「塩田平のため池群における水資

源利用の変遷と新たな利用価値の創出」、「地域文化情報のデジタルア

ーカイブ支援プラットフォーム」「障害者の一般企業への就職を導く

スタッフの変容に関する研究」など、地域課題に対応した研究が取り

組まれた。 

 

準備研究部門：6件 1,800,000 円 

（平成 29 年度 5件 1,486,180 円） 

地域・社会貢献研究部門：6件 2,556,500 円 

（平成 29 年度 4件 1,856,500 円) 

計 12件 4,356,500円 

（平成 29 年度 9件 3,342,680 円）                              

 

【資料番号】 

 48-1 AREC－Fii プラザ 第 207回リレー講演会資料 

48-2 上田商工会議所、上田市商工会、真田町商工会との連携に関する協 

   定書（13－1 他再掲） 

 48-3 (株)ミマキエンジニアリングとの包括的連携に関する協定書  

   （32-3再掲） 

 48-4 塩田まちづくり協議会との協定書                 

ｂ 
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【今後の課題・方向性】 

 産官学金連携による連携事業は、研究を遂行する上で活動の幅が

広がる結果となったことから継続して進めたい。 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 イ 地方自治体等との連携 

（ア）審議会等の委員の委嘱、講師の派遣、行政課題

の解決や人材育成等のための共同事業の実施等によ

り、地方自治体、特に上田市との連携強化に取り組む。 

（イ）上田市職員等の研修機関としての役割を果た
す。 

49 地域の課題解決の取り組みを推進するため、年度計画
を盛り込んだ連携協定を締結し、上田市等との定期的協議
により事業を具体化する。 

【取組内容】                       

 地域の課題解決の取り組みを推進するため、上田市との協働事業と

して信州上田学事業の企画協議を進め、令和元年度から事業を実施す

ることとなった。事業の構成は、大学授業として「信州学・信州上田

学講座」、人材育成事業として「上田未来会議」および小中高大地域

連携事業として「ライフステージごとの信州上田学」より構成され、

上田市との協働事業により本学でコーディネーターを確保して進め

る方針となった。 

なお、上田市との定期的協議については、大学運営に関することを

中心に総務部門でおこなっているが、地域連携分野に広げた定期的協

議の場の設定については引き続き協議する。また、信州上田学事業に

ついては、定期的な連携会議を設け、事業の推進図る予定である。               

  なお、学外からの依頼があった審議会等の委員の委嘱、講師の派遣

回数は、延べ 415 回に達した。 

 

【資料番号】 

 49-1 信州上田学事業推進資料（40-9再掲） 

 49-2 坂城町連携協議会資料 

                    

【今後の課題・方向性】 

 地域の活性化と課題解決に向けた活動の方向性を定め、上田市との

協働で「大学ビジョン」の実現のため、信州上田学事業に取り組むこ

ととする。 

 

a 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 海外の大学との連携、留学生の受け入れ及び留学生と地域との交流を推進し、国際化社会に求められる人材を育成するとともに、地域産業の国際化に寄与する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

（１）海外学術交流協定大学との人材交流 

 ア 留学生の受け入れ 

地域企業・組織における海外の人材ニーズを把握す
るとともに、地域企業・組織に送り出す仕組みを構築
するなど留学生にとって魅力ある取組を進め、地域産

業の国際化に寄与する。 

50 留学生を地域企業・組織に送り出す仕組みの構築に向
け、企業の海外活動にかかる人材ニーズを把握するため、
企業・組織訪問や「合同企業説明会」、「福祉の職場説明会」

においてアンケート等を継続して実施する。 

【取組内容】 

 企業の海外活動にかかる人材ニーズの把握するため、1 月に実施し

た「業界・仕事研究セミナー」でアンケートを実施し、情報収集を行

った。また、留学生向けの就職ガイダンスや個別相談を実施するなど

留学生への就職支援を行った。                   

 

【資料番号】                   

 50-1 業界・仕事研究セミナーアンケート（12-5 再掲） 

 50-2  留学生ガイダンス資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 アンケートを引き続き実施し、情報収集を行うとともに、AREC・Fii

プラザ、JETRO 等学外機関と連携し、留学生に地域企業の求人情報を

提供する。 

 

 

ｂ 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

（１）海外学術交流協定大学との人材交流 

 イ 新たな学術交流協定の締結と国際社会で活躍できる人材（海外研修・留学の推進） 

 地域産業の国際化に寄与できる人材を育成するた

め、「語学学習」の充実を図る。    

また、学生の海外研修・留学や教員の共同研究を推

進するため、海外の大学との新たな学術交流協定の締

結に取り組む。 

 

51 英語圏の協定校締結を推進する。外国語教育において

は、語学科目の内容を見直すとともに、海外研修の拡充を

図る。 

 

 

 

 

 

 

【取組内容】 

 英語圏の大学（ディーキン大学：オーストラリア、カンタベリー大

学：ニュージーランド）と接触を行ったが、進捗が図れなかったこと

から C 評価とした。 

 中国語圏については、上田市と友好交流都市の関係にある寧波市の

公立大学「寧波大学」と新たに学術交流協定を締結した。また、中国

と台湾の大学からも協定の打診が来た。 

 海外研修については 2 月 17 日～3 月 1 日にかけて中国の北京工業

大学で実施。1年生 4名、2年生 6 名、3 年生 1 名、計 11名の学生が

参加。（社会福祉学部 2名、環境ツーリズム学部 4 名、企業情報学部

5 名）                

 

 

ｃ 
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【資料番号】                 

 51-1 寧波大学との学術交流協定書 

 51-2 長野大学海外研修報告集 2018（1-10 再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き英語圏の大学との協定を目指す。また、中国語圏への留学

希望者も増加傾向にあることから、中国・台湾の大学の協定校も引き

続き増やす。 

 また、海外研修については中国語圏と同様に、英語圏でも海外研修

を実施できる拠点を開拓し、海外研修をより一層活性化する。 

 

 

（２）留学生への支援体制の充実 

 ア 留学生支援体制の整備 

 国際交流に関する専任スタッフの配置等により、留
学生の学修環境、就職、進学、在留資格認定証明書交

付申請等の支援体制の充実を図る。 

52 留学生が不安なく学生生活を送れるよう、学修環境や就
職、進学、在留資格認定証明書交付申請等の支援を、国際

交流に関する専任スタッフを配置し行う。 

【取組内容】 

 国際交流センターに中国語が堪能な専任スタッフを 1名配置し、在

学する留学生の支援、海外留学希望者への情報提供等の学生支援およ

び中華圏の協定校とのコミュニケーションを担った。  

 

【資料番号】 

 52-1 事務職員一覧 

 52-2 専任スタッフ業務関係資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 今後も引き続き留学生支援を充実させ、また協定校とのコミュニケ

ーションの円滑化を留学生の派遣数増加等につなげる。 

 

ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
経営の責任者である理事長と教学の責任者である学長の主導の下に、法人及び大学の各組織の権限と責任を明確にし、迅速な意思決定と実行力のある組織体制を構築するとともに、

教職員全員が大学のビジョンを共有し、目標に向かって取り組む。 

また、外部有識者等の参画を得て、理事会、経営審議会、教育研究審議会等の組織の機能を強化し、戦略的な組織運営を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

（１）迅速かつ適切な運営体制の構築 

 ア 理事長と学長（副理事長）の主導のもとに、法人

及び大学の各組織の権限と責任を明確にし、迅速な意

思決定と実行力のある組織体制を構築するとともに、

大学のビジョン、目標に向かって教職員全員が一丸と

なって、取り組む。 

イ 小規模組織の利点を活かし、教育改革など具体的

な政策形成の過程において、経営と教学とが日常的に

すりあわせが行える運営体制、形態の仕組みを構築す

る。 

ウ 不断の改革を実行するため、教職員がその責務を
自覚し、当事者意識をもって大学運営に参画する仕組
みを構築する。 

53 業務方法書を改正し、運営体制における権限

と責任の明確化、リスク管理などに向けて、統制

環境の整備、リスク評価と対応、統制活動の実現

に向けた取り組みを進める。 

 平成 29 年度に策定した本学のビジョン、グラ

ンドデザインの実現に向けて取組み強化を図る
とともに広報用パンフレットにより、公立大学法
人長野大学を広報する。また、未来創造基金にお

いて、組織的な支援依頼活動を展開する。 

【取組内容】                            

 平成 30年 4 月に改正された業務方法書により、法人において平成 30年度

中に定めるものとされた内部規程等（特に内部統制システムの整備）を制定

した。 

 大学ビジョンは、ホームページ・大学パンフレット・広報うえだに掲載す

るなどの広報活動を行った。未来創造基金については、担当者を中心とした

企業訪問や教員による講演会等での周知などの支援依頼活動を展開し、31件

1,668 千円の寄附金を受領した。                           

 

【資料番号】                    

 53-1 業務方法書関係書類 

 53-2 大学ビジョン（ホームページ） 

 53-3 広報うえだ 5月 1 日号（抜粋） 

 53-4 長野大学未来創造基金管理表（抜粋） 

 

【今後の課題・方向性】 

 今年度定めた業務方法書関連規程に基づき、適正な法人運営を行う。 

 

ｂ 

 (２）自主的・自立的かつ効率的な運営体制の構築 

 ア 理事や経営審議会委員に学外有識者を登用して、

大学改革に必要な学内外の情報収集・分析に取り組む

「総合戦略室」を設置するなど、組織の機能を強化し、

戦略的な組織運営を行う。 

イ 監査制度の活用による法人業務の適正処理を確

保する。 

（ア）監事を中心とした実効性のある監査体制を整備

する。 

（イ）監査結果を大学運営の改善に反映させる仕組み

を構築する。 

54 大学改革に向けて組織・人員体制の見直しを
図り、改革案を確立する。コンプライアンス・内
部統制強化のため、監事の職務・権限を定めた監

事監査規程を策定し、定期的な監査を行う。 

【取組内容】                     

 業務方法書に定める内部統制システムに関する規程を制定した。 

  監査に関しては、定期監査、臨時監査（中間監査）を実施し、研究費に関す

る内部監査、リスクアプローチ監査を行った。 

 また、新たに内部監査規程を制定した。              

 

【資料番号】                    

 54-1 内部統制システムに関する規程 

 54-2 内部通報に関する規程 

 54-3 内部監査規程 

 54-4 監事監査規程 

 

【今後の課題・方向性】 

 内部監査の実施方法等を検討し、令和元年度中に内部監査を実施する。 

 

a 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
地域社会から評価される大学となるべく、地域の特性や受験生のニーズ及び地域からの意見・要望を踏まえ、時代や社会に求められる学問領域、学部・学科編成を検討する。 

併せて、研究教育体制を強化・高度化するために、大学院の設置について検討する。 
 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

（１）学部・学科編成の見直し 

 開学後、速やかに学内委員に学外有識者委員を加え
た検討組織を置き、地域社会から評価される大学とな

るべく、受験生のニーズ及び地域企業などからの意
見・要望などを踏まえ、時代や社会に求められる学部・
学科・コース編成の改編を検討する。なお、改編にあ

たっては、文理融合の視点から、現行の「社会科学系」
領域に加え、「理工系領域」など新たな学問領域の設
置を検討する。 

55 大学院設置と学部改編計画を深化させるため、学内に

検討組織を設けるとともに、必要なデータ収集なども含

め、コンサルタントの支援も導入する。具体的な学部学科

再編と大学院設置構想を策定し、学部学科再編計画と大学

院設置計画を確定する。 

 

【取組内容】                             

 教学の意思決定機関として「学長学部長会議」を設置し、大学院

及び学部・学科再編（案）を取りまとめ、上田市議会平成 31 年 3月

全員協議会において報告した。また、再編（案）の妥当性を検討す

るためにコンサルタント業者と契約し、データ収集、検討会議を行

ったが、内部での検討に時間がかかり、全体的な進捗が遅れ、学部

学科再編計画と大学院設置計画が確定できなかったため、C 評価とし

た。 

 

【資料番号】                      

 55-1 学長学部長会議規程 

 55-2 大学院及び学部・学科再編（案） 

 55-3 コンサルタント業者との打ち合わせ資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 大学院及び学部・学科再編（案）を確定させるために、将来的な

施設整備・財務状況に関する検討を行い次年度中に計画を確定させ

る。 

 

ｃ 

（２）大学院設置の検討 

 地域づくりを担い、地元企業や組織で必要とされる

高度な人材を育成するとともに、専門的な資格の取得

を促進し、地域課題の解決に寄与する「大学院」の設

置を開学後、速やかに学内委員に学外有識者委員を加

えた検討組織を置き、検討する。 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 ３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
人事政策を立案する組織を設置するとともに、教職員に対して公立大学の職員としての自覚を喚起する。 

また、能力、意欲及び業績が適切に評価され、処遇に反映されるなど、教職員にインセンティブが働く制度を構築し、資質の向上と人事の適正化を図る。 
 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

（１）柔軟な人事制度の構築 

 ア 特任教員等の任用制度を導入する。 － － ‐ 
イ 裁量労働制を導入する。（平成３０年度～） 56 組合との合意の上、裁量労働制を導入する。 【取組内容】                   

 裁量労働制に関しては、働き方改革関連法の施行に伴い、導入に対

するハードルが高まり、特に高度な研究ではなく地域貢献を主眼と

している本学の場合には、現行の教員の勤務状況（教育が主たる業

務）では導入が難しい旨が、社会保険労務士や労働基準監督署からも

指摘され、導入に至らなかったことから C評価とした。 

 なお「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関

するガイドライン」に基づき、労働時間を適正に把握するための準備

を行った。  

 

【資料番号】                      

 56-1 労働時間の把握に関する資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 教職員の労働時間の把握を徹底するとともに、教員の労働環境に

ついて労働組合と協議する。 

 

ｃ 

（２）教員業績評価制度の構築 

 開学後、速やかに教育・研究の促進を目的とした、

多面的な視点による新たな教員業績評価制度を検討
するとともに、評価結果を研究費の増額やサバティカ
ル制度の活用等に反映させるなどインセンティブが

働く仕組みを構築する。（平成３１年度～） 

57 業績評価の対象者はなし。委員会業務の軽減など学内

サバティカルの具体化を図る。 

【取組内容】                       

平成 30年度は任期付教員を対象とした業績評価は対象者なしのた
め実施しなかった。なお、次年度の対象者を評価するための基礎資料
の作成等を行った。 

また、全教員対象の教員業績制度の導入に向けた制度設計につい
て、方向性を検討した。                
サバティカルに関しては、後学期 1 名の教員が国内研究員制度を

利用して研究活動を行った。 
 
【資料番号】                      

 57-1 制度の骨格「教員の年度別業績評価に係る指針と実施要領 
   （第 2 案）」（8-3再掲） 
 

【今後の課題・方向性】 
全教員対象の教員業績評価制度を試行的に実施し、令和 2 年度の

本格導入をめざし、運用上の課題や他大学の状況を踏まえ制度設計

を確立する。 
 
 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

（３）職員の資質向上に関する取組  

 公立大学法人職員に必要な教育研究活動支援等の

知識及び技能習得や、職員の能力及び資質を向上さ

せるための SD 活動（Ｓｔａｆｆ Ｄｅｖｅｌｏｐｍ

ｅｎｔ：大学等の管理運営組織が、目的・目標の達

成に向けて十分機能するよう、管理運営や教育・研

究支援に関わる事務職員・技術職員又はその支援組

織の資質向上のために実施される研修）などの研修

を行う。 

また、関連団体が実施する研修に参加する機会を設

け、公立大学法人の職員としての自覚を喚起する。 

58 教職員のＳＤ活動として、公立大学協会主催研修会等

に 30名以上の教職員を派遣する。 

・職員対象の研修報告会を年 2 回開催し、研修内容の学内

共有を図り、資質向上に資するよう努める。 

・法人設置者である上田市との人事交流を図り、上田市の

行政課題の把握、職員資質向上の一助とする。 

【取組内容】                           
 教職員の能力向上、公立大学制度の把握等のため、公立大学協会
主催の研修会・セミナー等に延べ 64 名を派遣した。日程の都号
上、研修報告会は開催できなかったが、研修会等の内容は報告書で
共有した。 
 また、財務経理・契約に関する職員向け研修会を 2 回開催した。 
 上田市との人事交流を行い、双方 1 名を派遣した。                          
 
【資料番号】                     
 58-1 公立大学協会主催等セミナー参加者一覧 
 58-2  事務の手順書 
 
【今後の課題・方向性】 
 引き続きＳＤ活動を充実させ、教職員の資質向上に努める。 
 

a 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 ４ 事務の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 事務処理の簡素化、外部委託の活用、情報化の推進等によって効率化・合理化を図るとともに、事務組織の見直しを随時行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

４ 事務の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

 （１）事務処理の内容及び方法について、定期的な点

検を実施し、必要に応じて改善を行う。 

（２）業務内容の変化に柔軟に対応し、効果的かつ効

率的な事務処理ができるよう、事務組織の定期的な見

直しを行う。 

（３）全学的な課題（退学者減少等）に迅速に対応で

きるよう、組織横断的に取り組むプロジェクトチーム
を柔軟に発足させる体制を整備する。 

59 業務方法書に基づき、事務の効率化、透明性の確保に

資するよう事務処理の手順等を明確にさせ内部統制の強

化を図る。 

・各課員がシステムに精通することにより、業務の効率化

を推進する。大学改革に向けた検討組織を立ち上げ、学部

改編、大学院設置に向けた検討を本格化する。 

・大学運営の効率化、中期目標達成のための事務組織の見

直しを行う。 

・職員の目標管理等、自己点検・上司の指導など人材育成
に向けた人事方針を策定し、取り組みを行う。 

【取組内容】                      
  物品購入、入札、旅行命令など、頻繁に処理が必要となる事務の手
順書を作成し周知・徹底を図った。 
 大学改革に向けた検討組織として、大学院学部改編検討委員会の規
程を制定した。 
 事務組織の見直しを行い、グループ制を導入した。 
 職員の目標管理等については、私学時代に策定した人事制度マニュ
アルを再検証し、併せて上田市職員の人事制度の導入についても検討
した。 
                             
【資料番号】                     
 59-1 事務の手順書(58-2 再掲) 
 59-2 大学院学部改編検討委員会規程 
 59-3 平成 30 年度組織運営図 
 59-4 職員の目標管理に関する検討資料 
 
【今後の課題・方向性】 
  業務方法書に基づいた業務手順・マニュアルの作成を進め事務の標
準化・効率化を進める。 
 
 
 

b 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 １ 安定的な経営確保に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
安定的な経営を維持するため、経営責任の明確化による戦略的な大学運営を実現し、志願者の増加と入学定員の確保、並びに自己収入の増加と経費削減に取り組み、収支構造の改

善を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

１ 安定的な経営確保に関する目標を達成するための措置 

（１）組織の見直し 

 ア 学部・学科再編の検討 

平成２９年度から、志願状況や入学者の成績の追跡
調査を実施し、地元の高校及び地域経済界等の要望提
言を参考に、学部・学科再編に向けて現行の学部・学

科のカリキュラム編成の見直しに着手する。 

60 志願状況、入学者の成績の追跡調査を実施し、分析し
た結果を全学で共有する。 

【取組内容】 

 平成 29 年度新入生と平成 30 年度新入生を対象に実施したアンケ

ート結果を比較・分析し、6 月 6日開催の全学教授会で情報を共有し

た。 

 その中で、高校の教員の勧めがきっかけで受験した割合が平成 29

年 39％、平成 30 年 36％と一定の影響力があることを踏まえ、今年

度は進路指導教員向けの入試説明会を 1 会場(金沢会場)増やし開催

した。 

 また、特にセンター試験前・後に受験校として意識した学生が 35%

と目立つ傾向を踏まえ、広報するエリアを拡げ実施した。 

 

【資料番号】 

 60-1 2018(平成 30年)度新入生アンケート及び集計結果 

 60-2 進路担当教員向け「大学・入試説明会」の実施について 

 60-3 「大学・入試説明会」参加者アンケート（抜粋）（12-6 再掲） 

 60-4 一般選抜直前の案内チラシ                     

 

【今後の課題・方向性】 

  広報入試担当の実施する新入生アンケートについては、学長秘書

室が行っているアンケートとは棲み分けし、学生募集広報に特化し

たアンケートとして、今後も継続して実施する。特に、平成 30 年度

に明らかになった点を踏まえ、①高校教員への本学各学部の魅力の

訴求のための大学見学会・大学入試説明会の適切な実施、②センター

入試実施前後の一般選抜受験生への本学各学部の魅力訴求のための

ホームページでの動画配信(夢ナビ動画及びオープンキャンパス模

擬授業動画)の充実を図る。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

１ 安定的な経営確保に関する目標を達成するための措置 

（１）組織の見直し 

 ア 学部・学科再編の検討 

 61 また、地元高校、地域産業界からの要望を集約すると
もに、カリキュラム編成の見直しに着手し、再編案を具体
化する。 

【取組内容】 

 広報入試担当職員が高校訪問の際に行った意見交換の結果をまと

め、関係する学部およびセンターで共有した。また、高校の進路指導

教員向けに実施した大学・入試説明会において本学に対するヒアリ

ングやアンケートを実施し、関係するセンターにおいて共有した。さ

らに、インターンシップ報告会や福祉の実習報告会、その他、企業・

組織との意見交換（アンケートを含む）により得た情報については関

係する学部、センターで共有した。                              

 

【資料番号】 

 61-1 高校訪問報告書（一部抜粋） 

 61-2 「大学・入試説明会」参加者アンケート（抜粋）(60-3再掲)                     

 

【今後の課題・方向性】 

  広報入試担当職員による高校訪問時の意見交換結果の集約は今後

も引き続き実施する。特に、大学・入試説明会において、高校教員と

の個別懇談機会を増やし、本学各学部への要望や大学再編に対する

要望を汲み取るように努める。 

 

b 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 イ 適正な入学定員の見直し 

 平成３０年度募集入試から新たなコースを設定す

るなどして、環境ツーリズム学部及び企業情報学部の

入学定員を見直す。 

また、平成３１年度募集入試は学部・学科・コース等

の再編を行い、入学定員３８０名をめざす 

62 学部改編構想の具体化及びその実現に向けたタイムテ
ーブルを策定する。また、大学院、学部改組の方向性とと

もに入学定員の見直し、必要な教育環境規模を算出する。 

【取組内容】 

 大学院及び学部・学科再編（案）をとりまとめ、福祉系大学院を令

和 3 年に設置する方針とした。 

 また、再編（案）の確定に向けコンサルタント業者を交え、その妥

当性についてデータ収集するなどの検討を行ったが、必要な教育環境

規模の算出には至らなかったため C 評価とした。 

 

【資料番号】                       

 62-1 大学院及び学部学科再編（案）（55-2 再掲） 

 62-2 コンサルタント業者との打ち合わせ資料（55-3 再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 各学部の再編の方向性、教員数、施設整備等多角的に検討を行い、

次年度中に適正な定員規模を確定させる。 

 

c 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

（２）志願者増加と入学定員の確保 

 ア 学生募集活動 

学ぶ意欲の高い志願者を安定的に確保し、増加させ

るため、ホームページや大学案内、進学業者の媒体な

どで、大学の特徴や学びの内容の周知を図るなど「間

接広報」を展開するとともに、オープンキャンパス、

進学相談会の参加ほか、志願者分析による対象地域高

校等への高校訪問や教員対象説明会を開催するなど

「直接広報」を戦略的に展開する。 

高校訪問は、県内及び近隣県を中心にした対象地域

で行い、 

１）研究・教育の内容、学びの特徴、本学の取り組

みや成果について理解を図る。 

２）高校側が求める「就職に関する情報（就職実績、

サポート体制）」、「卒業生（在学生）の現況」、また入

試制度に関する情報を伝える。 

３）本学への要望（入試制度、高大連携、大学との

協働学修のニーズなど）を聴き取る「広聴活動」を強

化する。 

また、志願者データや新入生アンケートの分析を基

に、志願者増を図る地方試験会場を適切に設定するな

ど入学定員の確保に向けた対応を強化し、公立大学の

平均志願倍率（一般入試５倍程度）を目指す。 

 

63 ホームページや大学案内、進学業者の媒体などで、大

学の特徴や学びの内容に加え、各種メディアを通して「学

生の成長支援」および「教員の教育研究活動」をコンテン

ツの基礎にした学生募集活動を展開する。 

【取組内容】 
 本学の公式ホームページに大学案内パンフレット及びキャンパス
ニュースの内容を閲覧できるように掲載した。 
 また、教員の研究紹介として 4件、動画を 2件新たに掲載し、学び
の特徴を広く紹介した。公式ホームページにおいて平成 30 年度中に
発信した本学の学びにかかる「ニュース＆トピックス」は計 42 件と
なった。 
 さらに、限られた予算で効果的に訴求できるよう、ターゲットを明
確にして進学情報誌等に本学の紹介を掲載した（長野県内高校生向
け・一般選抜の受験者向け）。                 
 
【資料番号】                      
 63-1 教員によるミニ講義（4件）、動画イメージ（2 件） 
 63-2 ホームページ「ニュース＆トピックス」 
 63-3 進学情報誌掲載物（3件） 
 
【今後の課題・方向性】 
  引き続き、ホームページの内容を充実させ、各学部の特徴を具体的
に紹介するとともに、教員の研究内容や地域活動を紹介し、本学での
学びがより一層明確になるように努める。特に、一般選抜志願者確保
のために、夢ナビの動画配信やオープンキャンパスでの模擬授業の動
画配信を行う。 

b 

64 オープンキャンパス、進学相談会の参加ほか、志願者
分析による対象地域高校等への高校訪問や教員対象説明会

を開催する。また、地元校長会・教頭会に参加し、情報交
換を行う。 
 

【取組内容】 

 オープンキャンパス（計 2 回、参加者 1,612 名）、高校進路指導担

当教員対象の大学・入試説明会（計 14 会場、参加校 150 校）および

大学見学会（計 11校）を開催した。 

また、県内外の進路相談会・会場ガイダンス（計 45 箇所、相談者約

600名）、県内を中心とした訪問講義（計 7校）へ参加した。 

 

【資料番号】 

 64-1 平成 30 年度オープンキャンパス実施結果(34-2再掲) 

 64-2 進路担当教員向け「大学・入試説明会」の実施について （60-2 再掲） 

 64-3 2018年度進学相談会（34-3 再掲） 

 64-4 2018年訪問講義（34-4再掲） 

 64-5 2018年度大学見学会（13-4 再掲） 

64-6 高校教員向け「大学・入試説明会」実施要領（13-3 再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

  これまでに引き続き、ホームページや大学案内などの間接広報を充

実させるだけではなく、可能な限り直接広報の機会を増やし、志願者

確保に努力する。特に、総合型選抜・学校推薦型選抜のみならず、一

般選抜の志願者確保のためにも、オープンキャンパスを年 2 回実施す

る。さらに、大学見学会・大学入試説明会を適切に実施するとともに、

地元校長会・教頭会に可能な限り参加することで、学習意欲の高い地

元の志願者確保に努める。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

（２）志願者増加と入学定員の確保 

 ア 学生募集活動 

学ぶ意欲の高い志願者を安定的に確保し、増加させ

るため、ホームページや大学案内、進学業者の媒体な

どで、大学の特徴や学びの内容の周知を図るなど「間

接広報」を展開するとともに、オープンキャンパス、

進学相談会の参加ほか、志願者分析による対象地域高

校等への高校訪問や教員対象説明会を開催するなど

「直接広報」を戦略的に展開する。 

高校訪問は、県内及び近隣県を中心にした対象地域

で行い、 

１）研究・教育の内容、学びの特徴、本学の取り組

みや成果について理解を図る。 

２）高校側が求める「就職に関する情報（就職実績、

サポート体制）」、「卒業生（在学生）の現況」、また入

試制度に関する情報を伝える。 

３）本学への要望（入試制度、高大連携、大学との

協働学修のニーズなど）を聴き取る「広聴活動」を強

化する。 

また、志願者データや新入生アンケートの分析を基

に、志願者増を図る地方試験会場を適切に設定するな

ど入学定員の確保に向けた対応を強化し、公立大学の

平均志願倍率（一般入試５倍程度）を目指す。 

 

65 新入生が何に関心をもち入学をしてきたのかにかかる

アンケートを実施し、本学の教育・研究・地域活動の振り

返りをするとともに、他大学の展開を確認しながら本学の

今後の展開を導出する。 

 

【取組内容】 
 平成 29 年度新入生と平成 30 年度新入生を対象に実施したアンケ

ート結果を比較・分析し、6月 6日開催の全学教授会で情報を共有し

た。 

 その中で、高校の教員の勧めで受験した割合が平成 29 年 39％、20

平成 30 年 36％と一定の影響力があることを踏まえ、今年度は進路指

導教員向けの入試説明会を 1会場(金沢会場)増やし開催した。 

 また、特にセンター試験前・後に受験校として意識した学生が 35%

と目立つ傾向を踏まえ、広報するエリアを拡げ実施した。 
 
【資料番号】 
 65-1 2018(平成 30年)度新入生アンケート及び集計結果  
                        （60-1再掲）   
 65-2 高校教員向け「大学・入試説明会」実施要領（13-3再掲） 
 65-3 2018 年度公立大学法人長野大学 大学・入試説明会説明資料  
                         （13-2 再掲） 
 65-4 一般選抜直前の案内チラシ  
 
【今後の課題・方向性】 
  引き続き、新入生に対するアンケートを学生募集の観点に絞って実
施する。特に、本学への志願傾向を見極めるとともに、その傾向に沿
った学生募集のありかたについて学生募集推進室で検討し、今後の学
生募集に活かすよう努める。 
 

b 

66 平成 31 年度入試では、志願者については、公立大学の
平均志願倍率（一般入試５倍程度）を目指し、また、入学

者については、各学部で確実に入学定員を充足させる。「学
生募集推進室」を新たに立ち上げ、上記の志願倍率および
各学部の定員充足を目指す。 

【取組内容】 

 志願者については、一般入試の志願倍率は 9.1倍(前年度 8.3 倍)と

なり、公立大学の平均志願倍率（一般入試５倍程度）を確保すること

ができた。入学者については、各学部で確実に入学定員を充足させた。 

「学生募集推進室」を新たに立ち上げたことで、オープンキャンパス

や高校説明会の企画を充実させることができた。また、寄藤文平氏デ

ザインの本学案内パンフレットや入試区分との受験生をターゲット

にしたキャンパスニュースも効果的に訴求できたと考えられる。             

 

【資料番号】 

 66-1 2019（平成 31）年度入学試験実施結果データ (34-5 再掲) 

 66-2 大学案内パンフレット                                            

 66-3 キャンパスニュース 

 

【今後の課題・方向性】 

  引き続き、一般選抜における志願者の志願倍率の目標達成を図ると

ともに、総合型選抜・学校推薦型選抜においても学習意欲の高い学生

の入学のために、学生募集推進室での検討を進めていく。特に、令和

2 年度入試、令和 3 年度入試の大学入学者選抜における外部環境の変

化に適切に対応し、本学各学部の専門性に対応した、学ぶ意欲の高い

志願者確保に努めていく。 

 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 イ 大学広報 

 【大学広報】 

地域における教育研究活動の浸透と大学のブラン
ドイメージの向上を図るため、ホームページ（公式ペ

ージ）の内容の充実を図るとともに、各種メディアで
発信できるよう報道機関への情報提供（プレスリリー
ス）を積極的に行う。 

67 大学の取組や運営状況をホームページほかで積極的に

ＰＲしていく。 

上田市の「広報うえだ」でも取扱うよう情報提供を行

う。 

「公立大学法人長野大学ビジョン」に基づき UI 戦略を

本格的に実行し、学内への浸透を図るとともに、対外的な

PR 活動を戦略的に実施する。 

上田地域農業分野との連携協定締結を実現し、地域内農

業の活性化へのかかわりを深める。 

地元経済界（上田商工会議所等）と連携など、経済界との
関係強化を図る。 

【取組内容】 

 大学ホームページにおいて、昨年度制定した大学ビジョン・シンボ

ルマークを公表するとともに、未来創造基金創設について詳細内容

を掲載し PRを図った。また、上田市の広報うえだにおいて大学ビジ

ョン・シンボルマークが掲載され広く市民に広報できた。 

 上田地域農業分野との連携協定については相手方の状況を踏まえ

ながら継続して検討することとした。 

 地元経済界（上田商工会議所・上田市商工会・真田町商工会の３団

体）と連携協定を締結し関係強化を図った。 

 

【資料番号】 

 67-1 大学ビジョン（ホームページ）（53-2再掲） 

 67-2 シンボルマーク（ホームページ） 

 67-3 広報うえだ 5月 1 日号（抜粋）（53-3 再掲） 

 67-4 上田商工会議所、上田市商工会、真田町商工会との連携に関   

    する協定書（13-1再掲）                       

 

【今後の課題・方向性】 

 次年度はホームページの活用や上田市の協力を得て、大学広報をよ

り効果的に実施できるよう体制を整備する。 

 また、連携協定を締結した各団体との具体的な連携事業を検討す

る。 

 

b 

 【地域への情報発信】 

大学の運営状況や教育研究活動の状況など、ホーム
ページ等で積極的に公開するとともに、設置者である
上田市及び市議会に随時運営状況を報告する。 

68 上田市ならびに上田市議会への大学運営状況の報告を

強化するとともに連携強化に取り組む。 

地域内産業界との懇談会を継続し「地域に求められる人

材育成」を推進し、地域産業界へ認知度向上を図る。 

「公立大学法人長野大学ビジョン」に基づき UI戦略を本格

的に実行し、学内への浸透を図るとともに、対外的な PR 活

動を戦略的・統一的に実施する。 

「上田わっしょい」・「上田地域産業展」等の地元イベントに

積極的に参加し、大学の存在や大学の諸活動を地域にアピ

ールする。 

【取組内容】 

 1 月 16 日に上田市長による教職員を対象とした学内講演会を開催

し併せて意見交換を行った。また上田市政策企画課と担当者レベル

の定期打ち合わせを月 1 回実施し、大学運営に関する課題の共有や

検討事項の協議を行った。上田市議会に対しては、平成 31 年 3月定

例会での報告の他、懇談会（1 月 22 日総務文教委員会）を開催し、

意見交換を行った。 

 また、上田法人会支部総会において大学ビジョンを説明したほか、

大学イベントや来学者等に大学ビジョンパンフレットを配布するな

ど、対外的な PR活動を実施した。新入生にもパンフレットを配布す

るなど学内への浸透を図った。 

 また、地元イベントである上田産業展に参加し、本学の研究活動の

紹介等を行い PR に努めた。なお、上田わっしょいは雨天のため中止

となった。         

 

【資料番号】                      

 68-1 議員懇談会資料 

 68-2 大学ビジョンパンフレット 

 68-3 上田地域産業展資料 

 

 

b 
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【今後の課題・方向性】 

 上田市とは次年度以降も定期打ち合わせを実施するほか、次年度

は担当者レベル以外にも部長、常任理事を交えた打ち合わせを 2 か

月に 1 回程度実施する。 

 産業界他対外的な情報発信を随時行える体制の構築が急務となっ

ているため、次年度は連携協定の締結先の団体と協議する等、対策を

検討する。 

 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

 イ 大学広報 

【シンボルマーク等の策定】 

市民の期待に応える新大学として、対外的なアピー
ルを強化するため、新たに大学の理念、ビジョン、校

歌、校章、シンボルマークなどを、学内選定委員会を
設置し、新規制定を検討する。 

69 前年度に策定したシンボルマークの学内外への浸透お

よび発信に向けて各種活動を展開する。 

平成 30 年 4月 2 日シンボルマーク公表予定。 

シンボルマークを活かした大学ＰＲのために大学グッズ

の制作に着手する。 

 大学マスコットキャラクターの制定を目指す。 

【取組内容】                       

 4月 2 日に大学ビジョンと併せてシンボルマークの公表を行った。

シンボルマークは大学正面玄関にバックパネルを常設する等、学内者

及び来学者に対する浸透に取り組んだ。また教職員用の襟章を制作

し、勤務時間内の着用を求め、意識向上を図った。併せて対外的な PR

として、上田駅前看板のデザインを馬場雄二氏（大学シンボルマーク

制作者）による新規デザインに変更した。 

 その他、シンボルマークを使用した大学グッズを制作（クリアファ

イル、ボールペン）したが、大学マスコットキャラクターについては、

必要性を含め引き続き検討することとした。     

 

【資料番号】                      

 69-1 大学ビジョン・シンボルマーク・未来創造基金披露式資料 

 69-2 駅前広告塔完成披露資料 

  

【今後の課題・方向性】 

 シンボルマークの使用に関するルールの整備が十分でないので、次

年度は教職員・学生・学外者がマークを使用する際の制度を定め、適

切な運用を行う。 

 

b 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 ２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
学生納付金は、入学定員の確保や社会情勢、法人の収支状況等を勘案した適切な金額を設定し、安定した収入の確保に努める。 

 また、科学研究費助成事業のほか、各種補助金、共同研究・受託研究収入、寄附金など、外部資金獲得のための組織体制を構築し、積極的に外部資金の獲得を図る。 
 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 学生納付金は、公立大学として、全国の国公立大学との志願者獲得競争に対抗しうる、また高等教育の機会均等に果たす役割を踏まえ、自己収入が増加（経営努力認定：入学定員超過
など）した場合は、他の国公立大学との均衡を踏まえた適切な額となるよう見直し、上田市議会の議決、上田市の認可を得るよう取り組む。 

 

（１）地元企業や団体、個人への寄付金募集等により、
自己収入の確保を図る。 

70（１）長野大学未来創造基金を広くＰＲし、財源確保の

ため地元企業や団体、個人への寄付金募集に取り組む。 

 

【取組内容】 
 未来創造基金についてホームページに掲載したほか、教職員によ
る地域企業への寄附金募集の訪問依頼実施により、1,668 千円（個人
7件 148 千円、企業 24 件 1,520 千円）の寄附を受領した。 
                    
【資料番号】                    
 70-1 長野大学未来創造基金管理表（抜粋）（53-4 再掲） 
 
【今後の課題・方向性】 
 次年度は、寄附金募集の拡大を図るため、教職員による募集活動の
推進はもとより、同窓会・後援会への働き掛けを行う。また寄附者か
ら継続支援を得られるよう、訪問実施のほか寄附者特典の充実を図
る。 

a 

（２）外部資金等の募集情報を積極的に収集、教員に
迅速に提供し、申請に当たっての内容説明や申請書類
作成支援を行うなど、研究支援の体制を強化し、科学

研究費助成事業のほか各種補助金、各種寄付金、共同
研究・受託研究収入など競争的外部資金獲得を図る。 

71（２）科学研究費助成事業のほか各種補助金、各種寄付
金、共同研究・受託研究収入など競争的外部資金獲得を図
るため、外部資金等の募集情報を積極的に収集、教員に迅

速に提供し、申請に当たっての内容説明や申請書類作成支
援を行う。 

【取組内容】 

 地域づくり総合センターにおいて、学外の団体等が公募する競争

的外部資金の募集情報を収集し、その都度、研究者に電子メールで

発信した。（年間 49 件を発信、6件の応募申請があり、3件が採択

された。） 

 

【資料番号】 

 71-1 募集情報関係資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 さらに公募情報の収集に努め、外部資金の獲得を推進する。しか

し、間接経費のない助成金もあり、採択に応じた研究支援体制の整

備が課題である。 

 

ｂ 

（３）学生募集状況を踏まえ、適正な入学定員の見直

しを行う。 

72（３）入学者の確保による自己収入の安定確保に努める

とともに、学生納付金について検討を行う。 

【取組内容】                    
  全学部で入学定員を充足したため、自己収入は安定確保できた。大
学の適性規模に関しては、学部・学科再編計画の検討における重要事
項として位置づけ、計画を具体化させながら方向性を見出すことと
した。                                 
 
【資料番号】                        
 72-1 2019（平成 31）年度入学試験実施結果データ (34-5 再掲) 
 
【今後の課題・方向性】 
  学部・学科再編計画を具体化させるために必要な財政推計を行う
など、大学全体の規模を確定させる。 
 

b 
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（４）業務に関する料金や受益者負担金について、他
大学の動向や法人の収支状況等を考慮した料金設定
を行う。 

- - - 

財務内容の改善に関する指標 

◇入学志願者の確保や外部研究資金等の獲得に努め、

自己収入の６年間総額が、第１期中期計画の総額（６，
９４０百万円）を上回るようにする。 

- - - 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 ３ 経費削減に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
大学運営に要する経費として運営費交付金が上田市から交付されていることを十分認識し、大学運営全般について支出内容の精査に努め、組織運営及び人員配置の改善、事務事業

の簡素化、外部委託化、情報化などにより、人件費を含む経費の抑制を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

３ 経費削減に関する目標を達成するための措置 

 （１）契約方法について入札制度の活用など競争原理

を働かせるとともに、物品購入の集約化一元化・複数
年契約の導入、外部委託など、経営上の課題を洗い出
し対策を進める。また、ＩＣＴ（事務系システム）の

活用による業務改善及び事務業務の効率化、ＬＥＤな
どの環境負荷低減と節減効果が見込める機器の導入
のほか、節電節水など光熱水費等の節減等により管理

経費の健全化を図る。 

73（１）契約に関しては、入札制度など競争原理を働かせ

る。 

 契約、管財を担当する部署を設け、入札・契約・財産管

理等に関し適正な運用を行う。引き続き、ＬＥＤ照明への
切り替えを行う。 

【取組内容】                                      

  施設・管財・契約担当部署を設置し、契約や財産管理等の適正な

運用を行う体制を整備した。契約に関しては規程に基づいた事務手

続きの手順書を作成して周知徹底を行った。LED 照明への切り替え

は予定どおり行った。                       

 

【資料番号】                        

 73-1 契約事務・会計処理マニュアル 

 73-2 ＬＥＤ3号館研究棟竣工届 

 

【今後の課題・方向性】 

 次年度本格的に取り組む内部統制システムの構築に向け、入札・

契約に関する事務手続きの体制を整え、適正な運用を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

（２）定員管理と人件費の抑制 

 ア 定員管理 

入学定員の見直し（定員増）、学部・学科再編、大学

院設置など、この中期計画実現のために必要な教員確

保にむけて、人事委員会を設けて人事計画策定のう

え、円滑かつ公正な審査を経て、採用する。 

このほか非常勤教員や任期付教員を含めた教員配

置を行う。（定員増に伴う専任教員の増員数：平成３

０年度１名、平成３１年度２名、平成３２年度１名、

平成３３年度１名 計６１名） 

事務職員は効率的な業務運営を前提とした正規職
員、定年後の再任用職員、嘱託職員及び臨時パート職

員の配置を行うとともに、総合戦略室には外部人材を
登用するなど大学目的を達成するために人員体制を
整備する。 

74 入学定員の見直し、学部・学科再編等をにらみ、計画

実現に向けた人員確保のための中長期的な人事計画を策定

する。 

 なお、定員増にともなう措置として、平成３１年度の教

員数を５９名とする。また、学部・学科改編に伴う中長期

的な人事計画を策定し、外部からの人材登用も含め組織の

充実を図る。 

【取組内容】                        

  内部での検討に時間を要し、学部・学科再編計画が確定しないため、
中長期的な人事計画が策定できなかった。よって d 評価とした。 
  また、年度末に自己都合退職が 3 名あったため、計画した教員数 59

名が実現できなかった。 
 
【資料番号】                       

 74-1 教員の異動（2018～2020予定） 
 
【今後の課題・方向性】 

  学部・学科再編計画を確定させるために各学部の学びの内容の具体
化を早期に図り、必要な教員数を人件費や基準教員数の観点から確定
させ、学部再編のタイムスケジュールに沿った人事計画を次年度中に

完成する。 

d 

イ 人件費の抑制 

教育研究水準の維持向上に配慮しながら、組織運営
の効率化、非常勤教員も含めた人員配置等について、
定期的に見直し、人件費の抑制を行う。 

75 人件費の抑制を意識した人事計画等を策定し、配置等

を行う。 

【取組内容】                        

 人件費の抑制を意識しつつも、公立大学として実施すべき業務を確

実に行うための体制整備に注力した結果、人事計画の策定には至らず

C 評価とした。なお、グループ制を敷いて各担当部局間での協力関係

を強化した。 

 

 

【資料番号】                        

 75-1 平成 30 年度公立大学法人長野大学組織体制 

 

【今後の課題・方向性】 

 グループ制の実効性を高めるため、それぞれのグループに配属され

ている次長の権限を整備するとともに、グループ内から組織改善に関

する提案が積極的に出されるような体制整備に向け、課長会議等で検

討を行う。 

 

c 

経費削減に関する指標 
◇自己収入の増加とともに人件費の抑制に努め、総支
出額に占める人件費の割合※を６０％以下とするこ
とをめざす。 
※人件費の割合＝人件費（退職金除く）÷総支出額（運
営調整積立金含む） 
 

- 

【取組内容】 
平成 30 年度における人件費の割合 
人件費（退職金除く）÷総支出額（運営調整積立金含む）＝63.3％   
（平成 29 年度 61.6％） 
 

 

- 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 ４ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
資産の実態を常に把握・分析し、安全かつ効果的な運用管理を行う。 

また、地域貢献活動の一環として、教育研究に支障のない範囲で、大学施設の地域開放を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

４ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

 (1) 安全かつ効果的な資産の運用 

資産の状態を常に把握・分析し、安全かつ効果的な運

用管理を行う。 

 

76 資産の実態を常に把握・分析し、安全かつ効果的な運

用管理を行う。 

 

【取組内容】                        

 資産運用については、安全性の高い金融商品に限定して行った。 

 

【資料番号】                        

 76-1 資産運用益資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き安全を最優先とした運用管理を行う。 

 

 

b 

(2) 地域への施設開放 

 教育研究に支障のない範囲で、大学施設の地域開放
を行う。その際は、受益者負担の観点から、学外者の

施設利用料金等を適切に設定する。 

77 大学施設の地域開放（貸出）を継続して行う。 【取組内容】                    

 学外への施設貸出しを 58 件(教室等 25 件、体育施設 9 件、駐車場

24 件)行った。               

 

【資料番号】                        

 77-1 施設貸出一覧 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、貸出しを継続する。 

 

b 
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第５ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 １ 自己点検・評価に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
教育研究活動及び業務運営について、大学の自己点検・評価体制を整備し、定期的に自己点検・評価を実施する。 

また、第三者機関による評価も活用し、教育研究活動や業務運営の見直しと改善に取り組む。これら自己点検・評価及び外部評価の結果は、速やかに公表する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

１ 自己点検・評価に関する目標を達成するための措置 

（１）学内における自己点検・評価体制の整備 

 教育研究活動及び業務運営について、教育研究審議

会を中心に大学の自己点検・評価体制(学長主導によ
る自己点検評価委員会)を整備し、実行計画を策定し、
改善を図るなど、定期的に自己点検・評価を実施する。 

78 自己点検評価委員会において、認証評価の最新の動き

を把握する。 

【取組内容】          

 日本高等教育評価機構の評価員として、2名の教員を派遣し、最新

の認証評価の動きについて情報収集を行った。 

 大学戦略運営会議において、平成 30 年度の評価基準見直しに関す

る情報共有を行った。                  

 

【資料番号】                   

 78-1  第 5 回大学戦略運営会議次第 

 78-2  内部質保証を重視した評価への転換 

 

【今後の課題・方向性】 

 次回の認証評価を予定している令和 4 年度に向け、必要な準備を

進めるとともに、受審する評価機関についての検討も行う。 

 

 

b 

（２）外部評価の活用 

 大学機関別認証評価等の第三者評価を活用し、教育

研究活動や業務運営の見直し及び改善に取り組む。 

また、上田市の評価委員会の評価結果を、上記自己
点検に反映し、教育研究活動及び大学運営に生かして
いく。 

79 認証評価基準等を重視し、大学の目標設定、各種支援、
運営等を行う。 

【取組内容】            

 評価委員会の評価をふまえ、評価結果を業務運営の改善に反映させ

るため、学内で課題を共有した。 

 

【資料番号】                  

 79-1 業務実績報告書の対応要領                   

 

【今後の課題・方向性】 

 認証評価の評価基準の転換（内部質保証の重視）を踏まえ、評価受

審の準備を進める。 

 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

１ 自己点検・評価に関する目標を達成するための措置 

（３）自己点検・評価の公表 

 自己点検・評価及び外部評価の結果は速やかに公表
する。 

なお、平成３２年度に、志願者状況、人事計画、学部

改編ほか中間評価を実施し、評価結果を基に中期計画
の進捗状況を検証するとともに、上田市、評価委員会、
市議会に報告し、意見を聞き、さらなる課題解決や改

革へのアクションプログラムに着手する。 

80 認証評価機関（日本高等教育評価機構）の評価基準等
を踏まえ、年度計画書および業務実績報告書を作成し、公
表する。 

【取組内容】            

 平成 30 年度計画を設置団体に提出するとともに、平成 29 年度業

務実績報告書を作成し、評価委員会による評価を受審し、評価結果を

公表した。                    

 

【資料番号】                    

 なし（平成 29 年度業務実績報告書、平成 30 年度年度計画を参照） 

 

 

【今後の課題・方向性】 

 法人と大学の自己点検評価の手順を明確化させる必要がある。 

 

a  

 

 

第５ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 ２ 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 教育研究活動や法人経営の透明性を確保するとともに、公立大学法人として社会への説明責任を果たすため、情報公開の促進を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

２ 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 公立大学法人として社会への説明責任を果たすた
め、法人組織のもとに「総合戦略室」を置いて情報公
開の促進を図り、法令上公表が定められている事項は

もとより教育研究活動や地域貢献活動等について、ホ
ームページ等を通じて積極的に公表する。 

81 情報公開、個人情報保護の適正な運用に向けて、法令
上公表が定められている事項はもとより、教育研究活動や
地域貢献活動等について、ホームページ等を通じて積極的

に公表する。 

【取組内容】           

 設置団体である上田市の情報公開条例、個人情報保護条例の実施機

関として、36件の開示請求に対応した。 

また、本学の活動状況についても積極的にホームページに掲出した。                  

 

【資料番号】                   

 81-1 平成 30 年度情報公開、保有個人情報開示請求一覧 

 81-2 ホームページ「ニュース＆トピックス」（63-2 再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 上田市の実施機関として、引き続き条例・規程に基づいた適切な運

用を行う。 

 

 

b 
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第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 １ 社会的責任に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 人権の尊重や法令遵守に対する学生や職員の意識の向上に努め、環境に配慮した活動を実践するなど、公立大学法人としての社会的責任を果たす。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

１ 社会的責任に関する目標を達成するための措置 

 （１）人権侵害の防止や法令遵守 
（コンプライアンス）に対する学生や職員の意識向上
を目的とした研修を実施する。 
 
（２）文部科学省が示す「研究機関における公的研究
費の管理・監査のガイドライン」を遵守し、学内の公
的研究費のコンプライアンスを徹底する。 
 
（３）教職員一人ひとりが誠実かつ  公正に諸活動を
展開するため、教職員行動規範（仮称）を策定する。 

82 教職員一人ひとりが誠実かつ公正に諸活動を展開する
ため、役員・教職員行動規範を策定する。 

【取組内容】 

 中期計画及び業務方法書に基づき役員・教職員行動規範を策定し

た。                     

 

【資料番号】                      

 82-1 公立大学法人長野大学役員・教職員行動規範 

 

【今後の課題・方向性】 

 役員・教職員に行動規範を周知し、それぞれが高潔な価値観、倫理

観を持って誠実かつ公正に事業活動に取り組み、意識向上を図る。 

 

a 

 

第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 ２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 良好な教育研究環境が保持されるよう既存施設の適切な維持・管理を行うとともに、施設設備の整備・更新は、組織改編などを考慮した長期的かつ総合的な整備計画に基づいて行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 

 （１）施設設備の効率的な維持管理を行うとともに、

全ての学生が学びやすい良好な教育研究環境の整備
に努める。 

83（１）施設設備の効率的な維持管理を行い、教育研究環

境の整備に努める。 

 定員増に対応するための教室等増設や、女子学生増に対

応するための施設整備を行う。 

【取組内容】   

 施設設備の維持管理については、建物の経過年数を考慮したうえ

で、必要最低限の改修工事に留めて維持管理を行った。建物検査によ

る指摘事項（軒樋修理・建物基礎改修工事等）の改善を行った。また

学生からの要望により駐輪場の増設工事を実施した。学生の増によ

る教室の改修工事、女子学生増加によるトイレの増設、6 号館空調機

器の改修工事など良好な教育研究環境の整備に努めた。    

 

【資料番号】                     

 83-1 平成 30 年度施設設備改修工事実施一覧 

 

【今後の課題・方向性】 

 既存の施設の老朽化した部分に優先順位をつけて修繕計画を策定

し計画的な修繕を進める。 

 

b 



 

77 

 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 

 （２）施設設備の整備・更新にあたっては、学部・学

科の改編や大学院の設置などを考慮した中長期的な

整備計画を策定する。（平成３２年度まで） 

※入学定員の見直しに伴う施設設備は既存のもの
で対応。 

84（２）施設設備については、学部・学科の改編や大学院の
設置を視野に入れ、中長期的な施設整備のマスタープラン
を策定する。 

【取組内容】 

 学部・学科再編や大学院の設置を視野に入れて、中期的な施設整備

のマスタープランを策定するための業者選定に関する仕様書を策定

し、入札により業者を決定したが、策定には至らなかったため C 評

価とした。 

 

【資料番号】                    

 84-1 キャンパスマスタープラン策定契約書 

 

【今後の課題・方向性】 

 学部再編計画の確定に向けた検討と連携して進めていき、次年度

中の策定を目指す。 

 

c 

（３）学内ネットワークシステムや事務系システム等
については、セキュリティ上の観点から適切に保守お

よび更新を行う。 

85（３）本学の基盤システムの更新時期に伴い計画的に機

器の更新を進め、引き続きセキュリティ対策を強化しつつ、

学生生活と事務局業務を ICT 面から支援する体制の強化に

も努める。また、次世代の ICT キャンパス構想の検討を大

学教育センターと共同で進めるとともに、次世代 ICT キャ

ンパスの設計を目指す。 

 なお、事務用パソコンが老朽化しているため、新型機種
への更新も実施する。特に、現在使用している OS のメーカ
ーサポート終了が迫っているため、最新の OS への移行を行

う。 

【取組内容】 

 情報システムについては、安定したネットワークの運営・保持に努

めた。特に基盤システムの更新を実施した。また、無線 LAN システム

については、アクセスポイントを増設。パソコンを用いた講義環境の

向上を図った。また事務用パソコンの老朽化に伴い入替導入を実施。

OS についても最新のものを採用し効率的な事務処理ができるように

努めた。さらに、昨年度導入したネットワーク検疫システムの高度な

運用に関するノウハウも学内に蓄積された。                          

 

【資料番号】                  

 85-1 ネットワーク整備に関する資料（基盤整備、ﾈｯﾄﾜｰｸ整備）  

 

【今後の課題・方向性】 

  老朽化への対応だけではなく、次世代の ICT キャンパス構想の検

討を進めていく。 

 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 

 （４）学校法人からの寄付金を活用し、教育・研究の
向上等を目的とした施設設備の整備・更新（ネットワ

ーク更新含む）を行う際は、使途を特定したうえで実
施する。 

86（４）学校法人からの寄付金を基金として、教育研究環
境の整備を計画的に進めるための、準備をする。創設した

未来創造基金の活用により、学生支援、研究支援、快適な
キャンパス整備等を行う。 

【取組内容】  

 未来創造基金運営委員会を開催し、基金管理・運用方法に関する必

要な事項を定めた。 

 基金については、平成 30 年度の事業計画を基本として各事業の支

援に活用した。       

 

【資料番号】                    

 86-1 未来創造基金運営委員会議事録 

 86-2 平成 30 年度長野大学未来創造基金支出状況表 

 

【今後の課題・方向性】 

 未来創造基金の運営方法は毎年見直し、制度の充実を図る。また学

部・学科再編を念頭におき施設整備基金に関する制度設計についても

状況に応じて確認、検討していく。 

 

b 

 

第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 ３ 安全管理に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 学内の安全衛生管理、事故防止、災害発生時など緊急時の適切なリスク管理を行うとともに、個人情報の保護など情報に関するセキュリティを確保する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

３  安全管理に関する目標を達成するための措置 

 （１）災害等不測の事態に適切に対応できるよう、防
災訓練を実施するとともに、危機管理マニュアルを随

時更新し、適切なリスク管理を行う。 

87（１）平成 29 年度防災訓練の反省点をふまえ、災害を想

定した防災訓練を実施する。 

【取組内容】 
 前年度の反省・指摘を踏まえ、ストレッチャーを使用した怪我人
（障がいのある学生）の搬送訓練も実施した。            
 危機管理マニュアル更新の一環として、「事件・事故発生時のフロ
ーチャート」を更新した。 
 
【資料番号】                    
 87-1 ニュース＆トピックス（平成 30 年度避難訓練を実施しました） 
 87-2 消防計画 
 87-3  消防訓練報告 
 87-4 平成 29 年度防災訓練実施に関する意見指摘等 
 87-5 事件・事故発生時のフローチャート 
 
【今後の課題・方向性】 
 継続して防災訓練の内容、練度向上に努めるほか、来年度は災害時
の大学間連携に関する検討を進める。 
 
 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

３  安全管理に関する目標を達成するための措置 

 （２）安全衛生管理に関する研修等を定期的に実施す
る。 

88（２）安全衛生管理に関する研修等を定期的に実施する。 【取組内容】         
 教職員を対象に普通救命講習会（AED の使い方含む）を実施した。           
 

【資料番号】                  
 88-1 普通救命講習会資料 
 

【今後の課題・方向性】 
 次年度も引き続き実施し、その他メンタルヘルスの講演会を実施
するなど安全管理の向上に努める。 

 

a 

（３）個人情報保護法を遵守し、個人情報を安全かつ
適正に管理・運用する。 

89（３）上田市の個人情報保護条例の実施機関として、個

人情報保護規程に基づき、個人情報を適正に管理・運用す

る。 

 

【取組内容】            
 延べ 36 件の情報公開請求、保有個人情報開示請求があり、このう

ち部分開示決定とした 2 件については審査請求人から審査請求が提
出されたため、上田市の情報公開・個人情報保護審査会に対し諮問を
行った。               

 
【資料番号】                  
 89-1 平成 30 年度個人情報、保有個人情報開示請求一覧 

                         （81-1再掲） 
 89-2 鏡文 
 

【今後の課題・方向性】 
 個人情報等を適切に管理していくため、教職員への周知を行うな
ど意識向上に努める。 

 上田市の実施機関として、引き続き条例・規程に基づいた適切な運
用を行う。 
 

a 

（４）セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・
ハラスメント等を防止するための研修等を実施する。 

90（４）人権侵害防止に関する全学的な研修会を開催する。
また、ハラスメント研修に関しては、階層別研修を計画・

実施する。 

【取組内容】            

 平成 30 年度は、人権侵害防止に関する研修会として、ハラスメント研

修会（サークル監督者と学生間のハラスメント防止）を開催したほか、（特

定非営利法人自立生活センター町田ヒューマンネットワーク理事長堤愛

子氏を招き、）優生思想や優生保護法、強制不妊手術等の歴史や事例につ

いて、映像や資料を交えた講演会を開催した。           

 

【資料番号】 

 90-1 ハラスメント研修会資料 

 90-2 研修会アンケート 

 90-3 優生思想や優生保護法に関する講演会資料  

 

【今後の課題・方向性】 

 次年度も全学的なハラスメント研修会を実施し、教職員の出席率向上

を図る。                   

 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

３  安全管理に関する目標を達成するための措置 

 （５）定期健康診断、ストレスチェック等のシステム
化を図り、教職員の健康管理を適切に行う。 

91（５）ストレスチェックの集団分析（組織ごとの傾向分
析）を行う。 

【取組内容】         
 ストレスチェックを実施し、高ストレス者に対する産業医の意見
に基づき、所属長による面接、環境変更等職場環境の改善に努めた。

また、組織毎の集団分析を実施した。     
 
【資料番号】                  

 91-1 ストレスチェック実施資料 
 
【今後の課題・方向性】 

 来年度は働き方改革関連法に基づき、教職員の健康相談体制を強
化するほか、健康情報の適正な取り扱いに関する指針を定める。 
 

a 

 

 

 

第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 ４ 環境への配慮に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 ＬＥＤなどの環境負荷低減と節減効果が見込める機器の導入のほか、節電節水など光熱水費等の節減等により省エネルギー、省資源化に取り組む。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 

計画の実施状況 
評価 

区分 

４  環境への配慮に関する目標を達成するための措置 

 ＬＥＤなどの環境負荷低減と節減効果が見込める
機器の導入のほか、節電節水など光熱水費等の節減等
により省エネルギー、省資源化に取り組む。 

92 ＬＥＤなどの環境負荷低減と節減効果が見込める機器
を学内の廊下・研究室に導入するほか、節電節水など光熱
水費等の節減等により省エネルギー、省資源化に取り組む。 

【取組内容】             

 3号館研究室を中心にＬＥＤ工事を実施した。 

 また、二酸化炭素等の有害物質の排出を抑えるため、6 号館の空調

について、灯油使用から天然ガス使用の設備に切り替えを行った。             

 

【資料番号】                  

92-1 6 号館空調設備工事完了届 

92-2 ＬＥＤ3 号館研究棟竣工届（73-2再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

  引き続き、学内のＬＥＤ化を進め、省エネルギー、省資源化に取り

組む。 

 

a 
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第７ 予算、収支計画及び資金計画  

中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗） 

１ 予算（平成 29年度～平成 34年度） 

                                              （単位：百万円） 

区      分 金  額 

収入 

 運営費交付金 

 自己収入 

   授業料等及び入学検定料収入 

   雑収入 

 受託研究等収入 

 寄付金収入 

  

1,733 

6,940 

6,756 

184 

218 

40 

合     計 8,931 

支出 

 業務費 

   教育研究経費 

   人件費 

   一般管理費 

 受託研究費等 

 運営調整積立金 

  

8,495 

2,159 

5,534 

802 

218 

218 

合     計 8,931 
 

１ 予算（平成 30年度） 

                                            （単位：百万円） 

区      分 金  額 

収入 

 運営費交付金 

 自己収入 

   授業料等及び入学検定料収入 

   雑収入 

 受託研究等収入 

 寄付金収入 

 基金取崩 

  

299 

1,065 

1,025 

40 

11 

1 

13 

合     計 1,389 

支出 

 業務費 

   教育研究経費 

   人件費 

   一般管理費 

 施設・設備整備費  

 受託研究費等 

 基金積立 

 運営調整積立金 

  

1,302 

280 

903 

119 

70 

11 

6 

0 

合     計 1,389 

 

 

 

１ 予算（平成 30年度決算） 

                        （単位：百万円） 

区      分 金  額 

収入 

 運営費交付金 

 自己収入 

   授業料等及び入学検定料収入 

   雑収入 

 受託研究等収入 

 寄付金収入 

 補助金等収入※ 

 基金取崩 

 目的積立金取崩収入 

  

299 

1,106 

1,072 

34 

10 

2 

10 

11 

59 

合     計 1,497 

支出 

 業務費 

   教育研究経費 

   人件費 

   一般管理費 

 施設・設備整備費  

 受託研究費等 

 基金積立 

 運営調整積立金 

  

1,240 

232 

894 

114 

150 

10 

4 

93 

合     計 1,497 

※予算では雑収入に含めていた。 
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２ 収支計画（平成 29 年度～平成 34年度） 

区     分 金  額 

費用の部  

 経常費用 

  業務費 

    教育研究経費 

    受託事業研究費等 

    人件費 

  一般管理費 

  減価償却費（出資された建物・図書除く） 

8,623 

8,623 

7,701 

1,949 

218 

5,534 

802 

120 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金収益 

  授業料収益 

 入学金収益 

  検定料収益 

  受託研究等収益 

  寄附金収益 

  財務収益 

  雑益 

  資産見返戻入 

 臨時収益 

8,841 

8,841 

1,733 

5,450 

953 

143 

218 

40 

32 

152 

120 

0 

純利益 218 

総利益 218 

              （単位：百万円） 

 

 

２ 収支計画（平成 30 年度） 

区     分 金  額 

費用の部  

 経常費用 

  業務費 

    教育研究経費 

    受託研究費等 

    人件費 

  一般管理費 

  減価償却費（出資された建物・図書除く） 

1,346 

1,346 

1,194 

280 

11 

903 

119 

33 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金収益 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料収益 

  受託研究等収益 

  寄附金収益 

  財務収益 

  雑益 

  資産見返戻入 

 臨時収益 

1,409 

1,409 

299 

854 

147 

22 

11 

13 

5 

25 

33 

0 

純利益 63 

総利益 63 

       （単位：百万円） 

 

 

２ 収支計画（平成 30 年度決算） 

（単位：百万円）区     分 金  額 

費用の部  

 経常費用 

  業務費 

    教育研究経費 

    受託研究費等 

    人件費 

  一般管理費 

  減価償却費（出資された建物・図書除く） 

1,322 

1,322 

1,170 

266 

10 

894 

114 

   38 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金収益 

  授業料収益 

 入学金収益 

  検定料収益 

  受託研究等収益 

  補助金等収益 

  寄附金収益 

  財務収益 

  雑益 

  資産見返戻入 

 臨時収益 

1,419 

1,419 

299 

834 

145 

38 

10 

10 

14 

0 

31 

38 

0 

純利益 97 

総利益 97 

（単位：百万円） 
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３ 資金計画（平成 29 年度～平成 34年度） 

（単位：百万円） 

区     分 金  額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 次期中期目標期間への繰越金 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料等及び入学検定料による収入 

  受託研究等による収入 

寄附金による収入  ※ 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

 財務活動による収入 

13,508 

8,400 

211 

0 

4,897 

13,508 

13,476 

1,733 

6,756 

218 

4,617 

152 

32 

0 

 

※ 学校法人長野学園からの寄附金による収入を含んでいる。 

 

 

 

 

３ 資金計画（平成 30 年度） 

（単位：百万円） 

区     分 金  額 

資金支出           

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 次年度への繰越金 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料等及び入学検定料による収入 

  受託研究等による収入 

  寄附金による収入   

  その他の収入 

 投資活動による収入 

 財務活動による収入 

1,389 

1,313 

70 

0 

6 

1,389 

1,384 

299 

1,024 

11 

14 

36 

5 

0 

 

 

 

 

３ 資金計画（平成 30 年度決算） 

（単位：百万円） 

区     分 金  額 

資金支出           

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 次年度への繰越金 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料等及び入学検定料による収入  

  受託研究等による収入 

寄附金による収入   

  補助金等収入※ 

その他の収入 

 投資活動による収入 

 財務活動による収入 

1,447 

1,255 

57 

0 

135 

1,447 

1,443 

299 

1,068 

10 

23 

11 

32 

4 

0 

※予算ではその他の収入に含めていた。 
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第８ 短期借入金の限度額 

中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗） 

１ 限度額 

    2 億円 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により、緊急に必要と

なる対策費として借り入れることが想定される。 

１ 限度額 

    2 億円 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により、緊急に必要

となる対策費として借り入れることが想定される。 

 

該当なし 

 

該当なし 

 

第９ 重要財産の処分（譲渡・担保提供）計画 

中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗） 

なし なし 該当なし 

 

第１０ 剰余金の使途 

中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗） 

 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上、組織運

営及び施設設備の改善に充てる。 

決算において剰余金が発生した場合は、上田市から経営努力認定を受

け教育研究の質の向上、組織運営及び施設設備の改善に充てるために

積み立てる。 

教育研究の質の向上、組織運営及び施設設備の改善積立金

136,117,048 円のうち４号館空調機器改修事業及び６号館空

調機器改修事業のため 59,340,296 円を取り崩して充てた。 

 

第１１ 施設・設備に関する計画 

中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗） 

中長期的な施設・設備計画については、平成 30 年度を目途に策定す

る。その他については、各事業年度の予算編成過程等において決定す

る。 

中長期的な施設設備計画のマスタープランを策定する。 中長期的な施設整備計画のマスタープラン策定のための業者

選定を行った。マスタープラン策定は、学部学科再編計画の

具体化と並行して進めていく。 
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第１２ 人事に関する計画 

中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗） 

人件費の抑制を念頭に置き、中長期的な職員の定数管理計画を策定

し、その実現に向けた取組みを行う。 

人件費の抑制を念頭に置き、中長期的な職員の定数管理計画を策定

し、その実現に向けた取組みを行う。 

平成 30 年度は、保健師の退職補充のため 1 名の職員を採用予定。 

平成 30 年度は、保健師として 1 名の職員を採用した。 

 

 

第１３ 積立金の使途 

中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗） 

なし 教育研究等の向上に必要な事業へ充当する。 該当なし 

 

第１４ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

中期計画 年度計画 業務の実績（計画の進捗） 

なし なし。 該当なし 

 


